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『
上
清
洞
眞
智
慧
觀
身
大
戒
文
』
訳
注
稿
（
一
）

早
稲
田
大
学
観
身
大
戒
研
究
会

本
稿
は
二
〇
一
六
年
度
に
お
け
る
早
稲
田
大
学
文
学
研
究
科
東
洋
哲
学
コ
ー
ス
の
授
業
「
東
洋
哲
学
演
習
六
・
二
〔
道
教

基
礎
文
献
研
究
〕
」
で
の
輪
読
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
本
稿
の
作
成
は
担
当
者
が
訳
注
原
稿
を
作
成
し
、
そ
れ
を
共
同
で
修

正
し
、
さ
ら
に
最
終
的
な
統
一
を
は
か
る
た
め
に
森
が
加
筆
・
修
正
し
た
。
訳
注
原
稿
の
担
当
者
は
各
箇
所
の
末
尾
に
そ
の

氏
名
を
記
す
。

（
森
由
利
亜
）

二
〇
一
六
年
度
の
参
加
者
は
以
下
の
通
り
。
肩
書
は
こ
の
年
度
の
も
の
で
あ
る
。
（
＊
印
は
紙
上
参
加
。
）

黒
﨑
恵
輔
（
早
稲
田
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
、
＊
西
念
咲
和
希
（
早
稲
田
大
学
大
学
院
修
士
課
程
）
、
鈴
木
裕
美

（
早
稲
田
大
学
非
常
勤
講
師
）
、
冨
田
絵
美
（
早
稲
田
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
、
成
田
優
子
（
早
稲
田
大
学
大
学
院

修
士
課
程
）
、
長
谷
川
隆
一
（
早
稲
田
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）
、
＊
初
海
正
明
（
早
稲
田
大
学
大
学
院
修
士
課
程
）
、

廣
瀬
直
記
（
早
稲
田
大
学
非
常
勤
講
師
）
、
森
由
利
亜
（
早
稲
田
大
学
教
授
）
、
吉
澤
明
希
（
早
稲
田
大
学
大
学
院
修
士
課

程
）
、
飯
野
澄
子
（
早
稲
田
大
学
大
学
院
研
修
生
）
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凡
例

一
、
底
本
に
は
上
海
涵
芬
楼
印
影
『
正
統
道
藏
』
（
第
一
〇
三
九
冊
）
所
収
『
上
清
洞
眞
智
慧
觀
身
大
戒
文
』
［
Ｓ
Ｎ
一
三
六

四
］
（
『
觀
身
大
戒
文
』
と
略
称
）
を
用
い
る
。

一
、
異
本
と
し
て
『
無
上
秘
要
』
［
Ｓ
Ｎ
一
一
三
八
］
巻
四
五
及
び
『
要
修
科
儀
戒
律
鈔
』
［
Ｓ
Ｎ
四
六
三
］
巻
六
を
参
照
す

る
が
、
本
相
互
の
校
異
、
校
訂
を
目
的
と
は
せ
ず
、
『
觀
身
大
戒
文
』
の
文
に
明
か
な
破
綻
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り

異
本
に
基
づ
い
て
校
訂
を
行
う
。
底
本
の
文
字
を
修
正
す
る
際
に
は
、
取
り
消
す
文
字
は
（

）
内
に
入
れ
、
付
加
す

る
文
字
は
〔

〕
内
に
入
れ
る
。
『
無
上
秘
要
』
本
の
戒
条
を
引
用
、
参
照
す
る
際
に
は
、
同
本
の
戒
に
通
し
番
号
を
振

っ
た
も
の
と
想
定
し
て
、
そ
の
条
番
号
と
と
も
に
記
す
。
『
要
修
科
儀
戒
律
鈔
』
を
参
照
す
る
際
は
条
番
号
を
振
ら
ず
葉

数
の
み
で
指
定
す
る
。

一
、
本
訳
稿
で
は
『
觀
身
大
戒
文
』
の
全
体
を
便
宜
上
、
序
文
（
一
葉
表
冒
頭
か
ら
裏
三
行
ま
で
）
、
戒
の
本
文
（
一
葉
裏
四

行
か
ら
一
七
葉
裏
五
行
ま
で
）
、
経
品
（
一
七
葉
裏
六
行
か
ら
末
尾
ま
で
）
の
如
く
分
割
す
る
。
最
終
部
分
を
経
品
と
称

す
る
の
は
、
『
無
上
秘
要
』
巻
五
四
で
こ
の
部
分
に
「
洞
眞
智
慧
觀
身
大
戒
經
品
」
と
題
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。

一
、
底
本
と
な
る
『
觀
身
大
戒
文
』
一
葉
左
四
行
か
ら
示
さ
れ
る
戒
の
条
文
に
は
、
便
宜
の
た
め
に
通
し
番
号
を
振
る
。
番

号
は
底
本
の
条
文
に
則
る
。

一
、
『
觀
身
大
戒
文
』
は
『
太
上
洞
玄
靈
寳
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
［
Ｓ
Ｎ
四
五
六
］
（
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
と
略
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称
）
と
、
同
経
が
踏
ま
え
る
「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
の
内
容
に
大
き
く
依
存
し
、
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
る
。

（K
ristofer

Schipper,
"Shangqing

dongzhen
zhihui

guanshen
dajie

w
en,"

in
K
ristofer

Schipper
&

Franciscus
V
erellen

eds.,The
Taoist

C
anon:a

H
istorical

C
om

panion
to

the
D
aozang,

C
hicago

and

London:U
niv.of

C
hicago

Press,2004.

伍
成
泉
《
汉
末
魏
晋
南
北
朝
道
教
戒
律
规
范
研
究
》
巴
蜀
书
社
、
二
〇
〇

六
年
参
照
。
）
こ
れ
ら
二
種
の
戒
の
条
文
で
、
『
觀
身
大
戒
文
』
の
条
文
が
踏
ま
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
ぞ
れ
【
訓
読
】
の
箇
所
に
お
い
て
、
対
応
条
文
の
番
号
を
四
角
で
囲
ん
で
示
し
、
参
考
に
供
す
。
な
お
、
『
三

元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
の
戒
条
を
引
用
・
参
照
す
る
際
に
は
、
道
蔵
本
二
一
葉
裏
「
上
眞
稱
高
下
尊
卑
功
過
儀
典
」
を

仮
に
第
一
条
と
し
、
三
一
葉
表
第
二
行
「
学
者
及
百
姓
子
八
節
不
言
名
五
帝
之
罪
」
（
第
一
八
二
条
）
に
至
る
ま
で
戒
条

に
通
し
番
号
を
振
っ
た
も
の
と
想
定
し
、
そ
の
番
号
と
と
も
に
記
す
。
「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
は
『
道
藏
』
所
収
『
雲

笈
七
籤
』［
Ｓ
Ｎ
一
〇
三
二
］
巻
三
九
に
収
め
ら
れ
た
テ
キ
ス
ト
に
基
づ
き
、
そ
の
葉
数
と
と
も
に
引
用
す
る
。

序
文
（
一
葉
表
～
裏
）

【
正
文
】

上
清
洞
眞
智
慧
觀
身
大
戒
文

智
慧
觀
身
大
戒
、
流
景
散
漫
、
暎
煥
太
虚
、
積
三
千
餘
劫
。

其
文
乃
是
元
始
天
王
、
受
之
太
上
髙
聖
道
君
。
於
是
相
與

登
洞
眞
之
堂
、
説
而
誦
之
、
以
傳
太
微
天
帝
、
及
太
極
髙

仙
（
天
）
王
〔
公
〕（

一
）

、
口
口
而
巳
、
不
書
於
文
。
太
微
天
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帝
受
戒
時
頌
、

智
慧
起
本
無
、
朗
朗
超
十
方
、
結
空
峙
玄
霄
、
諸
天
挹

流
芳
。

其
妙
難
思
議
、
虚
感
眞
實
通
、
有
有
（
無
）
〔
竟
〕（

二
）

不

有
、
無
無
無
不
容
。

智
慧
常
觀
身
、
學
道
之
所
先
、
眇
眇
任
玄
肆
、
自
然
録

我
神
。

天
尊
常
擁
護
、
魔
王
爲
保
言
、
晃
晃
金
剛
軀
、
超
超
太

上
（
前
）
〔
仙
〕（

三
）

。

智
慧
生
戒
根
、
眞
道
戒
爲
主
、
三
寳
由
是
興
、
髙
聖
所

崇
受
。

汎
此
不
死
舟
、
倐
欻
濟
大
有
、
當
此
説
戒
時
、
諸
天
來

稽
首
。

【
校
訂
】

（
一
）
王
公

⋩
底
本
は
「
天
王
」
に
作
る
。
『
無
上
秘

要
』
巻
三
二
：
一
一
葉
裏
～
一
二
葉
表
に
「
智
慧
觀

身
大
誡
、
元
始
天
王
、
太
上
高
聖
君
、
相
與
登
洞
眞
之

堂
、
説
而
誦
之
、
以
傳
太
微
天
帝
及
太
極
高
仙
王
公
」

と
あ
り
、
『
太
上
洞
玄
靈
寳
智
慧
本
願
大
戒
上
品
經
』

［
Ｓ
Ｎ
三
四
四
］
八
葉
表
に
「
此
戒
名
智
慧
隱
經
道

行
本
願
上
戒
寳
眞
品
。
太
上
虚
皇
傳
太
上
大
道
君
、

道
君
傳
太
微
帝
君
、
帝
君
傳
九
微
太
眞
、
太
眞
傳
太

極
大
法
師
、
及
傳
太
極
髙
仙
王
公
、
不
告
諸
中
仙

矣
」
と
あ
る
の
に
よ
り
改
め
る
。

（
二
）
「
竟
」

⋩
底
本
は
「
無
」
に
作
る
。
『
洞
玄
靈
寳

齋
説
光
燭
戒
罰
燈
祝
願
儀
』
［
Ｓ
Ｎ
五
二
四
］
（
以
下

『
祝
願
儀
』
）
七
葉
裏
、
『
洞
玄
靈
寶
三
洞
奉
道
科
戒

營
始
』
［
Ｓ
Ｎ
一
一
二
五
］
巻
六
：
一
〇
葉
表
、
『
要
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修
科
儀
戒
律
鈔
』
巻
五
：
二
四
葉
表
に
よ
っ
て
改
め

る
。

（
三
）
「
仙
」

⋩
底
本
は
「
前
」
に
作
る
。
『
無
上
秘

要
』
巻
三
八
：
五
葉
表
、
巻
四
八
：
三
葉
裏
、
巻
五

〇
：
二
葉
裏
、
『
要
修
科
儀
戒
律
鈔
』
巻
五
：
二
四
葉

表
、
『
三
洞
珠
嚢
』
［
Ｓ
Ｎ
一
一
三
九
］
巻
八
（
『
觀
身

智
慧
大
戒
經
』
の
引
用
）
一
二
葉
表
～
一
三
葉
表
に

よ
っ
て
改
め
る
。

【
訓
読
】

智
慧
觀
身
大
戒
は
、
景
を
流
し
て
散
り
漫
（
み
）（

一
）

た
し
、

太
虛
に
暎
煥

（
二
）

し
て
、
三
千
餘
劫
を
積
む
。
其
の
文
は
乃

ち
是
れ
元
始
天
王

（
三
）

、
之
を
太
上
髙
聖
道
君

（
四
）

に
受

（
五
）

く
。
是
に
於
て
相
與
に
洞
眞
の
堂

（
六
）

に
登
り
、
説
き
て
之

を
誦
へ
、
以
て
太
微
天
帝

（
七
）

及
び
太
極
髙
仙
王
公

（
八
）

に

傳
ふ
。
口
口
す
る
の
み
に
し
て
、
文
に
書
せ
ず
。
太
微
天

帝

戒
を
受
く
る
時
に
頌

（
九
）

す
、

智
慧
は
本
無

（
一
〇
）

に
起
こ
り
、
朗
朗
と
し
て
十
方
を
超

ゆ
。
空
に
結
ん
で
玄
霄
に
峙
（
そ
ば
だ
）
ち
、
諸
天

流

芳
を
挹
（
く
）
む
。

其
の
妙

思
議
し
難
く
、
虛
し
く
感
じ
て

（
一
一
）

眞
實

（
一
二
）

通
づ
。
有
を
有
と
す
れ
ば

（
一
三
）

竟
に
有
（
た
も
）
た
ず
、

無
を
無
と
す
れ
ば

（
一
四
）

容
れ
ざ
る
無
し
。

智
慧
も
て
常
に
身
を
觀
る
は

（
一
五
）

、
學
道
の
先
と
す
る
所
、

眇
眇
と
し
て
玄
肆

（
一
六
）

に
任
せ
、
自
然
に
我
が
神
を
録

す
（
一
七
）

。

天
尊
常
に
擁
護
し
、
魔
王

（
一
八
）

爲
に
保
言

（
一
九
）

す
。
晃

晃
た
り
金
剛
の
軀
、
超
超

（
二
〇
）

た
り
太
上
の
仙
。

智
慧
は
戒
根

（
二
一
）

を
生
じ
、
眞
道
は
戒
も
て
主
と
爲
し
、
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三
寳

（
二
二
）

は
是
に
由
り
て
興
り
、
髙
聖
の
崇
受
す
る
所

な
り
。

此
の
不
死
の
舟
を
汎
べ
、
倐
欻
（
た
ち
ま
ち
）
に
し
て

大
有

（
二
三
）

に
濟
（
わ
た
）
ら
ん
。
此
の
説
戒
の
時
に
當

り
、
諸
天
來
り
て
稽
首
せ
ん
、
と
。

【
注
釈
】

(

一
）
流
景
散
漫

⋩
「
流
景
」
は
、
光
を
流
す
こ
と
。

「
散
漫
」
は
、
ち
り
み
ち
る
こ
と
。
「
流
景
散
漫
、
暎

渙
太
虚
」
は
、
『
觀
身
大
戒
文
』
が
原
初
の
宇
宙
と
と

も
に
生
成
し
た
天
書
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

(

二
）
暎
渙

⋩
明
ら
か
に
照
り
輝
く
さ
ま
。
「
暎
」
は

「
映
」
の
別
字
。
あ
き
ら
か
な
さ
ま
。
「
渙
」
も
あ
き

ら
か
な
さ
ま
。

(

三
）
元
始
天
王

⋩
『
觀
身
大
戒
文
』
で
は
太
上
高
聖
道

君
と
と
も
に
本
経
の
経
主
と
い
う
べ
き
地
位
に
あ
る

神
格
。
『
洞
眞
上
清
青
要
紫
書
金
根
衆
経
』
［
Ｓ
Ｎ
一

三
一
五
］
巻
下
：
一
葉
右
や
『
太
上
三
天
正
法
經
』

［
Ｓ
Ｎ
一
二
〇
三
］
一
葉
右
で
は
、
元
始
天
王
は
宇

宙
の
原
初
に
お
い
て
自
然
に
生
じ
た
も
の
と
さ
れ
て

い
る
。
太
上
高
聖
道
君
（
太
上
道
君
）
と
の
関
係
に

つ
い
て
は
注
釈
（
五
）
参
照
。
な
お
、
『
洞
玄
靈
寶
眞

靈
位
業
圖
』
［
Ｓ
Ｎ
一
六
七
］
で
は
元
始
天
王
は
第
四

左
位
の
第
四
神
格
で
「
西
王
母
の
師
」
と
注
さ
れ
、

『
觀
身
大
戒
文
』
と
は
異
な
る
神
体
系
が
想
定
さ
れ

て
い
る
。
『
觀
身
大
戒
文
』
で
元
始
天
王
の
下
に
あ
る

太
微
帝
君
は
、
『
真
霊
位
業
図
』
で
は
第
二
左
位
に
あ

り
、
四
位
の
元
始
天
王
よ
り
二
等
も
高
く
、
こ
の
点

で
も
『
觀
身
大
戒
文
』
と
の
違
い
が
顕
著
で
あ
る
。

大
淵
忍
爾
『
道
教
と
そ
の
経
典
』
創
文
社
、
一
九
九

七
、
一
〇
九
～
一
一
一
頁
参
照
。

（
四
）
太
上
高
聖
道
君

⋩
上
清
経
に
お
け
る
太
上
道
君
。
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太
上
高
聖
玉
晨
道
君
と
も
。
『
登
真
隠
訣
』
［
Ｓ
Ｎ
四

二
一
］
巻
下
：
二
五
葉
表
に
見
え
る
「
太
上
玉
晨
道

君
」
に
朝
す
る
際
に
誦
え
る
祝
の
中
で
は
、
朝
す
る

神
を
「
太
上
高
聖
君
」
と
呼
び
か
け
て
い
る
。
こ
れ

は
太
上
高
聖
道
君
で
あ
り
、
太
上
玉
晨
道
君
は
そ
の

別
名
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
『
登
真
隠

訣
』
巻
下
に
は
「
太
上
高
聖
玉
晨
道
君
」
と
い
う
名

も
見
え
、
こ
れ
も
同
じ
神
格
の
別
名
と
判
断
で
き
る
。

ま
た
『
眞
誥
』
［
Ｓ
Ｎ
一
〇
一
六
］
巻
五
：
一
葉
裏
に

「
〔
裴
君
〕
君
曰
、
太
上
者
、
道
之
子
孫
。
審
道
之
本
、

洞
道
之
根
、
是
以
爲
上
清
眞
人
、
爲
老
君
之
師
。
〈
此

即
謂
太
上
高
聖
玉
晨
大
道
君
也
。
爲
太
極
左
眞
人
中

央
黄
老
君
之
師
。
〉
」
（
甄
命
授
第
一
）
と
あ
る
よ
う
に
、

太
上
高
聖
玉
晨
（
大
）
道
君
は
、
陶
弘
景
に
よ
っ
て

「
太
上
」
を
指
す
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、

太
上
高
聖
道
君
は
、
『
眞
靈
位
業
圖
』
に
照
ら
せ
ば
第

二
中
位
「
上
清
髙
聖
太
上
玉
晨
玄
皇
大
道
君
（
爲
万

道
之
主
）」
で
あ
ろ
う
。

（
五
）
受

⋩
受
け
る
。
元
始
天
王
が
太
上
高
聖
道
君

（
太
上
道
君
）
か
ら
戒
を
得
た
意
に
取
る
。
『
觀
身
大

戒
文
』
で
は
元
始
天
王
と
太
上
高
聖
道
君
の
関
係
は

わ
か
り
に
く
い
が
、
『
觀
身
大
戒
文
』
に
言
及
さ
れ
る

「
太
上
徊
玄
大
品
章
」
を
主
題
に
し
内
容
的
に
も

『
觀
身
大
戒
文
』
と
共
通
点
の
多
い
『
洞
眞
太
上
太

霄
琅
書
』
巻
一
〇
：
六
葉
裏
に
は
「
昔
太
眞
王
母
、

東
華
青
童
、
元
始
天
王
、
皆
太
上
弟
子
也
」
と
あ
り
、

元
始
天
王
は
太
上
の
弟
子
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
太

上
は
太
上
道
君
す
な
わ
ち
太
上
高
聖
道
君
で
あ
る
可

能
性
が
高
く
、
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
元
始
天
王
は

こ
の
戒
を
太
上
高
聖
道
君
よ
り
受
け
た
と
見
る
べ
き

で
あ
る
。
又
、
張
暁
立
《
六
朝
道
教
上
清
経
系
中
的

戒
律
思
想:

基
于
《
上
清
洞
眞
智
慧
觀
身
大
戒
文
》
的
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研
究
》(

《
商
丘
師
範
学
院
学
報
》
三
二
巻
、
一
〇
期
、

二
〇
一
六
年
一
〇
月
、
二
二
～
二
八
頁)

が
指
摘
す
る

よ
う
に
、
『
觀
身
大
戒
文
』
経
品
で
は
、
元
始
天
王
、

太
微
天
帝
、
太
極
真
人
が
順
に
関
連
事
項
を
解
説
し
、

そ
こ
に
太
上
高
聖
道
君
が
見
え
な
い
が
、
も
し
太
上

後
聖
君
が
元
始
天
王
よ
り
も
下
位
に
あ
る
な
ら
、
こ

の
構
成
は
確
か
に
不
自
然
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
太
上

高
聖
道
君
か
ら
戒
を
得
た
下
位
の
神
格
と
し
て
元
始

天
王
以
下
の
三
神
が
戒
を
解
説
し
て
い
る
と
見
る
ほ

う
が
自
然
と
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、

「
受
」
を
「
授
」
と
解
釈
す
る
こ
と
も
に
わ
か
に
は

否
定
し
難
い
。
『
要
修
科
儀
戒
律
鈔
』
巻
五
：
二
二
葉

裏
～
二
三
葉
表
に
「
觀
身
三
百
大
戒
云
、
元
始
天
王

授
之
太
上
道
君
、
道
君
傳
太
微
天
帝
、
帝
君
受
戒
時

頌
三
首
云
」
と
あ
り
、
本
戒
は
元
始
天
王
か
ら
太
上

高
聖
道
君
（
太
上
道
君
）
に
授
け
ら
れ
た
も
の
と
見

る
よ
う
で
あ
る
。
『
無
上
秘
要
』
巻
三
二
：
一
一
葉
左

～
一
二
葉
右
に
は
「
智
慧
觀
身
大
誡
、
元
始
天
王
、

太
上
高
聖
君
、
相
與
登
洞
眞
之
堂
、
説
而
誦
之
、
以
傳

太
微
天
帝
及
太
極
高
仙
王
公
、
口
口
而
已
、
不
書
於

文
」
と
あ
り
、
こ
こ
で
は
元
始
天
王
を
太
上
後
聖
君

よ
り
前
に
置
く
た
め
、
前
者
が
後
者
よ
り
地
位
が
高

く
想
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
ま
た
、
『
上
清

金
眞
八
景
飛
經
』
［
Ｓ
Ｎ
一
三
七
八
］
四
葉
裏
や
『
太

上
玉
珮
金
璫
太
極
金
書
上
經
』
［
Ｓ
Ｎ
五
六
］
二
葉
裏

～
三
葉
表
で
は
、
元
始
天
王
は
太
上
道
君
の
上
位
の

神
格
と
し
て
太
上
に
経
を
授
け
た
と
さ
れ
て
い
る
。

以
上
か
ら
、
「
受
」
を
「
授
」
の
意
で
読
む
こ
と
に
も

一
定
の
合
理
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
、

後
世
、
元
始
天
王
と
元
始
天
尊
の
混
同
が
生
じ
て
両

者
の
地
位
が
逆
転
し
、
元
始
天
王
が
太
上
道
君
に
授

け
た
と
解
釈
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
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い
。
今
は
両
論
を
併
記
し
後
考
に
俟
つ
。

（
六
）
洞
眞
之
堂

⋩
『
觀
身
大
戒
文
』
に
よ
っ
て
、
元

始
天
王
と
太
上
後
聖
君
が
戒
を
説
い
た
天
宮
の
一
部

と
し
て
知
ら
れ
る
。
『
無
上
秘
要
』
巻
二
二
：
二
表
に

「
右
元
始
天
王
、
太
上
高
聖
君
、
説
觀
身
大
誡
之

所
」
（
「
三
界
宮
府
品
」
洞
眞
堂
）
と
あ
る
。

（
七
）
太
微
天
帝

⋩
『
觀
身
大
戒
文
』
経
品
で
は
太
微

天
帝
は
太
上
高
聖
道
君
か
ら
こ
の
戒
を
授
か
っ
た
と

さ
れ
る
。
一
二
葉
裏
に
「
太
微
天
帝
曰
、
我
昔
始
學

之
時
、
唯
知
請
經
、
不
知
尋
戒
。
乃
歷
劫
生
死
、
太

上
愍
我
道
心
、
髙
聖
哀
我
不
懈
、
見
吿
云
、
子
學
彌

勤
、
而
不
知
奉
觀
身
大
戒
。
當
何
由
得
仙
乎
。
我
於

是
稽
首
金
闕
之
下
三
千
日
、
太
上
見
授
要
戒
」
と
あ

る
。
な
お
、
『
眞
靈
位
業
圖
』
で
は
第
二
左
位
の
筆
頭

に
「
左
聖
紫
晨
太
微
天
帝
道
君
」
と
し
て
掲
げ
ら
れ

る
。
第
二
中
位
に
あ
る
「
上
清
髙
聖
太
上
玉
晨
玄
皇

大
道
君
〈
爲
万
道
之
主
〉
」
の
す
ぐ
下
に
位
置
づ
け
ら

れ
て
お
り
、
上
述
の
伝
授
関
係
と
照
応
す
る
。

（
八
）
太
極
高
仙
王
公

⋩
太
極
高
仙
伯
延
蓋
公
子
。
本

節
校
訂
（
一
）
を
参
照
の
こ
と
。
『
雲
笈
七
籤
』
巻
一

一
四
：
一
五
葉
裏
に
「
其
後
紫
虚
元
君
魏
華
存
夫
人
、

清
齋
於
陽
洛
隱
元
之
臺
、
西
王
母
與
金
闕
聖
君
降
於
臺

中
、
乘
八
景
輿
、
同
詣
清
虚
上
宮
、
傳
玉
清
隱
書
四
卷
、

以
授
華
存
。
是
時
三
元
夫
人
馮
雙
禮
、
紫
陽
左
仙
公
石

路
成
、
太
極
高
仙
伯
延
蓋
公
子
、
西
城
眞
人
王
方
平
、

太
虚
眞
人
南
嶽
赤
松
子
、
桐
栢
眞
人
王
子
喬
等
三
十
餘

眞
、
各
歌
太
極
陰
歌
陽
歌
之
曲
」
（
『
墉
城
集
仙
録
』。

『
無
上
秘
要
』
巻
二
〇
：
一
三
葉
表
に
も
同
部
分
が
引

か
れ
る
）
と
あ
る
。
『
眞
靈
位
業
圖
』
で
は
第
三
位
左

位
第
十
四
神
格
に
太
極
髙
仙
伯
延
蓋
公
子
の
名
で
見

え
る
。

（
九
）
頌

⋩
伽
陀
の
意
訳
。
特
に
四
句
で
文
義
を
構
成
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す
る
も
の
を
、
結
句
伽
陀
と
も
い
い
、
「
頌
」
と
い
う
。

こ
の
頌
は
各
お
の
五
言
八
句
か
ら
成
る
三
篇
か
ら
構

成
さ
れ
る
。

（
一
〇
）
本
無

⋩
無
を
根
本
と
す
る
お
し
え
。
『
肇
論
』

「
不
真
空
論
」
Ｔ
四
五
、
一
五
二
ａ
に
「
本
無
者
、

情
尚
於
無
、
多
觸
言
以
賓
無
。
故
非
有
有
即
無
、
非

無
無
亦
無
」
と
あ
る
。
『
眞
誥
』
巻
一
三
：
一
一
葉
裏

に
「
此
人
善
能
論
空
無
、
乃
談
士
、
常
執
本
無
理
云
、

無
者
大
有
之
宅
、
小
有
所
以
生
焉
。
積
小
有
以
養
小

無
、
見
大
有
以
本
大
無
。
有
有
亦
無
無
焉
、
無
無
亦

有
有
焉
。
所
以
我
目
都
不
見
物
、
物
亦
不
見
無
。
寄

有
以
成
無
、
寄
無
以
得
無
。
於
是
無
則
無
宅
也
、
太

空
亦
宅
無
矣
。
我
未
生
時
、
天
下
皆
無
無
也
」
と
あ

る
。

（
一
一
）
虚
感

⋩
こ
と
さ
ら
な
し
わ
ざ
な
く
感
応
す
る
。

『
洞
眞
髙
上
玉
帝
大
洞
雌
一
玉
檢
五
老
寳
經
』
［
Ｓ
Ｎ

一
三
一
三
］
三
二
葉
裏
に
「
黄
素
元
君
、
諱
圓
華
黄

刄
、
字
太
張
上
。
是
乃
積
胎
太
无
、
虚
感
空
洞
、
凝

生
散
華
、
遂
育
玄
中
、
受
生
爲
女
子
、
號
曰
黄
素
髙

元
君
」
と
あ
る
。

（
一
二
）
眞
實

⋩
真
如
。
虚
妄
を
離
れ
た
さ
ま
。

（
一
三
）
有
有

⋩
有
を
有
と
す
る
。
事
物
を
有
と
し
て

拘
泥
す
る
さ
ま
。
自
己
に
拘
泥
す
る
こ
と
で
外
物
に

拘
泥
し
、
諸
々
の
対
立
や
衝
突
を
生
じ
る
よ
う
な
態

度
、
認
識
。
『
荘
子
』
在
宥
に
「
頌
論
形
躯
、
合
乎
大

同
。
大
同
而
無
己
。
無
己
、
悪
乎
得
有
有
」
と
あ
る
。

次
注
を
も
参
照
の
こ
と
。

（
一
四
）
無
無

⋩
無
を
無
と
す
る
。
事
物
を
無
と
す
る

態
度
に
も
こ
だ
わ
ら
な
い
さ
ま
。
『
荘
子
』
知
北
遊
に

「
光
曜
問
乎
無
有
。
曰
、
夫
子
有
乎
、
其
無
有
乎
。

光
曜
不
得
問
、
而
（
孰
）
〔
熟
〕
視
其
状
貌
、
窅
然
空

然
、
終
日
視
之
而
不
見
、
聽
之
而
不
聞
、
搏
之
而
不
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得
也
。
光
曜
曰
、
至
矣
、
其
孰
能
至
此
乎
。
予
能
有

無
矣
、
而
未
能
無
無
也
。
及
爲
無
有
矣
、
何
從
至
此

哉
」
と
あ
る
。
ま
た
、
『
肇
論
』
「
答
劉
遺
民
書
」
Ｔ

四
五
：
一
五
六
ａ
に
「
且
夫
心
之
有
也
、
以
其
有
有
。

有
不
自
有
、
故
聖
心
不
有
有
。
不
有
有
、
故
有
無
有
。

有
無
有
、
故
則
無
無
。
無
無
、
故
聖
人
不
有
不
無
。

不
有
不
無
、
其
神
乃
虛
。
何
者
。
夫
有
也
、
無
也
、

心
之
影
響
也
。
言
也
、
象
也
、
影
響
之
所
攀
縁
也
。

有
無
既
廢
、
則
心
無
影
響
。
影
響
既
淪
、
則
言
象
莫

測
。
言
象
莫
測
、
則
道
絶
群
方
。
道
絶
群
方
、
故
能

窮
靈
極
數
。
窮
靈
極
數
、
乃
曰
妙
盡
」
と
あ
る
。

（
一
五
）
觀
身

⋩
わ
が
身
を
あ
り
の
ま
ま
に
洞
察
す
る

こ
と
。
『
老
子
』
通
行
本
五
四
章
「
故
以
身
觀
身
、
以

家
觀
家
、
以
郷
觀
郷
、
以
國
觀
國
、
以
天
下
觀
天
下
。

吾
何
以
知
天
下
之
然
哉
、
以
此
」
。
『
觀
身
大
戒
文
』

で
は
、
体
内
神
を
内
観
す
る
こ
と
に
結
び
つ
け
て
い

る
。
一
七
葉
裏
に
「
是
戒
尊
重
、
不
可
以
言
宣
。
觀

歴
人
身
諸
神
三
百
關
節
、
眞
靈
不
得
妄
出
、
魔
試
不

能
得
犯
人
」
、
二
一
葉
表
に
「
太
上
散
十
方
、
華
燈
通

精
誠
。
諸
天
皆
亦
然
、
諸
地
悉
朗
朗
。
我
身
亦
光
徹
、

五
藏
生
華
榮
、
炎
景
照
太
无
。
遐
想
繁
玉
清
、
丹
精

寄
太
无
。
玄
陽
空
中
嚮
、
舍
形
滅
苦
根
。
幽
妙
至
眞

想
、
垂
華
不
現
實
。
因
縁
示
光
象
、
我
身
亦
如
之
」

（
「
太
上
明
燈
頌
」
）
と
あ
る
。
仏
教
で
は
身
の
不
浄

を
考
察
す
る
こ
と
を
い
う
。
『
中
本
起
経
』
Ｔ
四
、
一

四
九
ｂ
に
「
佛
告
衆
人
、
且
自
觀
身
、
觀
他
何
爲
。

色
欲
無
常
、
合
會
有
離
、
如
泡
如
沫
、
愚
者
戀
著
、

殃
禍
由
生
。
身
爲
苦
器
、
衆
生
皆
然
。
大
衆
心
解
、

願
爲
沙
門
。
佛
皆
受
戒
、
道
現
正
諦
、
皆
得
應
真
」

と
あ
る
。

(
一
六
）
玄
肆

⋩
道
の
ま
ま
。
自
然
。
「
録
我
神
」
が
自

己
を
規
制
す
る
こ
と
を
言
う
の
に
対
し
、
「
任
玄
肆
」
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は
道
に
ま
か
せ
る
こ
と
を
い
う
。

(
一
七
）
録
神

⋩
せ
い
し
ん
を
す
べ
る
、
統
率
す
る
。

(

一
八
）
魔
王

⋩
梵
語
の
麼
羅
に
由
来
す
る
。
欲
界
第
六

天
の
支
配
者
で
あ
り
、
修
行
者
を
試
み
る
悪
鬼
で
あ

る
と
同
時
に
、
六
天
の
死
者
世
界
を
支
配
し
罪
人
を

地
下
世
界
に
幽
閉
す
る
責
任
者
。
太
上
の
命
に
従
っ

て
赦
さ
れ
た
罪
人
を
天
へ
と
保
挙
し
て
解
放
す
る
役

割
も
に
な
う
。
『
洞
眞
太
上
太
霄
琅
書
』
巻
一
〇
：
一

〇
葉
表
に
「
今
言
六
天
大
魔
王
者
、
是
天
地
之
大
魔

王
。
其
宿
世
有
大
功
德
、
故
得
爲
此
魔
王
、
與
帝
君
比

德
、
共
執
事
於
天
地
人
、
上
屬
太
上
玉
京
、
爲
天
帝
之

下
官
、
且
其
餘
无
所
不
制
。
夫
人
學
道
、
先
小
魔
試
、

道
成
待
大
魔
王
皆
臨
大
試
過
、
便
保
舉
上
玉
京
臺
霄
、

泉
曲
幽
都
、
死
籍
班
下
、
太
山
除
地
名
之
録
也
。
其
各

各
統
職
三
官
、
魔
神
鬼
兵
直
衛
、
討
姦
邪
魍
魉
、
不
正

之
精
。
魔
王
參
品
仙
府
、
受
太
上
之
任
矣
」
と
あ
る
。

神
塚
淑
子
「
魔
の
観
念
と
消
魔
の
思
想
」
吉
川
忠
夫

編
『
中
国
古
道
教
史
研
究
』
（
同
朋
舎
出
版
、
一
九
九

二
、
八
九
～
一
四
四
頁
）
参
照
。

(

一
九
）
保
言

⋩
保
挙
し
て
推
薦
の
言
葉
を
述
べ
る
こ
と
。

保
挙
列
言
。
『
上
清
髙
上
金
元
羽
章
玉
清
隱
書
經
』

［
Ｓ
Ｎ
一
三
五
八
］
二
葉
裏
に
「
凡
後
學
成
仙
、
消

魔
大
王
皆
使
大
魔
王
保
舉
列
言
、
然
後
乃
得
飛
行
上

清
」
と
あ
る
。

(

二
〇
）
超
超

⋩
卓
越
す
る
さ
ま
。

(

二
一
）
戒
根

⋩
戒
定
慧
三
学
の
根
本
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

戒
を
戒
根
と
い
う
。
『
占
察
善
悪
業
報
経
』
巻
上
、
Ｔ

一
七
、
九
〇
三
ｃ
「
若
惡
業
多
厚
者
、
不
得
即
學
禪

定
、
智
慧
、
應
當
先
修
懺
悔
之
法
。
所
以
者
何
。
此

人
宿
習
惡
心
猛
利
故
、
於
今
現
在
必
多
造
惡
、
毀
犯

重
禁
。
以
犯
重
禁
故
、
若
不
懺
悔
令
其
清
淨
、
而
修

禪
定
、
智
慧
者
、
則
多
有
障
礙
、
不
能
剋
獲
。
或
失



- 134 -

心
錯
亂
、
或
外
邪
所
惱
、
或
納
受
邪
法
、
增
長
惡
見
。

是
故
當
先
修
懺
悔
法
、
若
戒
根
清
淨
、
及
宿
世
重
罪

得
微
薄
者
、
則
離
諸
障
。」

(

二
二
）
三
寶

⋩
三
宝
洞
経
。
上
清
経
の
所
謂
三
奇
を
指

す
か
。
道
教
に
お
け
る
三
宝
は
多
く
道
・
経
・
師
を

指
す
が
、
こ
こ
で
は
経
典
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

『
觀
身
大
戒
文
』
二
二
葉
裏
に
「
太
極
眞
人
曰
、
吾

昔
聞
於
太
上
言
、
誦
三
寳
洞
經
而
不
〔
奉
〕
是
大
戒
、

仙
道
衆
妙
、
胡
縁
而
成
耶
。
故
口
口
而
已
不
宣
於
文
」

と
し
て
言
及
さ
れ
る
「
三
寶
洞
經
」
の
こ
と
。
「
十
方

徊
玄
品
」
を
載
せ
る
『
洞
眞
太
上
太
霄
琅
書
』
巻
一

〇
に
は
、
六
葉
裏
に
「
太
微
天
帝
曰
、
此
章
品
以
配

大
戒
、
乃
三
寳
之
宗
矣
。
常
以
本
命
日
、
説
三
百
部
戒
、

而
頌
此
文
」
、
八
葉
裏
に
「
學
三
寳
、
誦
徊
玄
、
奉
大

戒
、
能
超
此
三
界
之
表
、
洞
六
通
智
慧
也
」
、
九
葉
表

に
「
此
四
天
帝
君
、
常
誦
習
三
寳
經
、
轉
廻
玄
、
奉

大
戒
、
修
齋
清
浄
」
と
あ
る
よ
う
に
、
三
宝
の
誦
習

に
際
し
て
は
徊
玄
品
章
を
誦
え
三
百
大
戒
を
持
す
る

こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
同
じ
文
脈
の
な
か

で
九
葉
裏
～
一
〇
葉
表
に
「
非
大
戒
亦
復
何
縁
削
我

之
名
、
永
劫
而
長
存
乎
。
非
三
寳
洞
文
、
而
當
何
因
爲

太
上
之
賓
友
乎
」
と
も
あ
り
、
三
宝
が
経
典
で
あ
る

こ
と
は
こ
こ
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
が

い
か
な
る
経
典
か
を
特
定
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。

『
太
眞
玉
帝
四
極
明
科
経
』
巻
三
：
三
葉
表
で
は
、

先
行
す
る
文
脈
で
列
ね
た
『
大
洞
眞
經
』
『
雌
一
寶

經
』
『
素
靈
大
有
妙
經
』
の
所
謂
三
奇
に
つ
い
て
「
今

封
三
寳
奇
經
各
一
通
於
岱
宗
山
中
」
と
述
べ
、
こ
れ

を
「
三
寶
奇
經
」
と
呼
ぶ
。
又
、
同
巻
五
：
三
葉
裏

～
四
葉
表
に
「
凡
男
女
同
學
上
清
之
道
、
共
奉
師
宗
、

入
室
齋
戒
、
燒
香
禮
拜
、
當
隨
所
學
深
淺
、
上
下
次
第
、

髙
上
玄
鑒
、
身
受
三
寳
奇
文
」
と
あ
る
が
、
こ
の
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「
三
寶
奇
文
」
も
三
奇
を
指
す
も
の
と
見
ら
れ
る
。

「
三
寶
」
の
語
を
用
い
な
い
呼
称
で
あ
っ
て
も
、
『
九

眞
明
科
』
九
葉
裏
～
一
一
葉
裏
に
お
い
て
は
、
三
奇

を
玄
都
中
品
第
三
～
四
篇
で
「
上
清
寶
經
三
奇
宝

文
」
、
玄
都
中
品
第
五
～
八
篇
で
「
上
清
寶
經
三
洞
秘

文
」
、
玄
都
中
品
第
九
篇
で
は
「
上
清
寳
經
三
洞
奇

文
」
と
す
る
。
「
奇
」
の
ほ
か
に
「
洞
」
や
「
寶
」
を

使
っ
て
表
現
し
て
お
り
、
「
三
洞
寶
經
」
が
三
奇
で
あ

る
可
能
性
は
充
分
あ
ろ
う
。

（
二
三
）
大
有

⋩
天
上
の
宮
名
。
『
大
洞
眞
經
』
や
『
大

有
妙
經
』
が
秘
蔵
さ
れ
て
い
る
。
『
洞
眞
髙
上
玉
帝
大

洞
雌
一
玉
檢
五
老
寳
經
』
一
葉
表
「
大
洞
眞
經
三
十

九
章
者
、
乃
祕
在
九
天
之
上
、
大
有
之
宮
、
太
玄
靈

臺
玉
房
之
中
。
紫
雲
爲
簡
、
以
譔
其
文
、
青
緑
爲
字
、

以
書
其
章
。
」
又
、
『
雲
笈
七
籤
』
巻
八
：
一
九
葉
表

～
裏
に
「
大
有
者
、
宮
名
也
」
（
「
釋
太
上
素
靈
洞
玄

大
有
妙
經
」
）
と
あ
る
の
を
参
照
。

【
通
釈
】

智
慧
観
身
大
戒
は
、
〔
虚
空
の
中
に
〕
光
を
流
出
し
て
広

が
り
満
ち
、
三
千
数
劫
に
わ
た
っ
て
太
虚
の
中
で
あ
か
あ

か
と
照
り
輝
い
て
き
た
。
そ
の
文
字
は
、
ま
さ
し
く
元
始

天
王
が
太
上
高
聖
道
君
か
ら
授
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

か
く
て
、
〔
両
神
は
〕
あ
い
連
れ
だ
っ
て
洞
眞
の
堂
に
入
り
、

〔
こ
の
戒
を
〕
解
説
し
誦
え
て
、
そ
れ
を
太
微
天
帝
お
よ

び
太
極
高
仙
王
公
へ
と
伝
え
た
。
た
だ
口
伝
え
に
す
る
だ

け
で
、
文
字
に
は
記
さ
な
か
っ
た
。

太
微
天
帝
は
戒
を
受
け
る
時
に
以
下
の
よ
う
に
頌
を
と

な
え
た
。

す
ぐ
れ
た
智
慧
は
無
を
根
本
と
す
る
さ
と
り
の
な
か
に

生
じ
、
さ
え
ぎ
る
も
の
も
な
く
十
方
世
界
に
超
え
広
が
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る
。
虚
空
の
な
か
に
凝
結
し
奥
深
い
天
空
に
屹
立
し
、

諸
も
ろ
の
天
神
た
ち
は
そ
の
流
れ
る
清
ら
か
な
香
り

〔
す
な
わ
ち
戒
の
智
慧
〕
を
汲
み
取
る
。

そ
の
〔
戒
と
し
て
結
実
し
た
智
慧
の
〕
す
ぐ
れ
た
さ
ま

は
人
知
を
超
え
て
お
り
、
こ
と
さ
ら
な
し
わ
ざ
も
な
い

ま
ま
に
〔
持
戒
者
を
〕
感
化
し
て
、
〔
虚
妄
を
離
れ
た
〕

実
相
が
明
ら
か
と
な
る
。
対
境
を
有
る
も
の
と
捉
え
て

拘
泥
す
る
な
ら
結
局
そ
れ
ら
を
失
っ
て
し
ま
う
が
、
〔
逆

に
、
〕
無
為
す
ら
も
無
と
見
な
し
て
拘
泥
し
な
い
な
ら
あ

ら
ゆ
る
物
を
受
け
入
れ
保
つ
こ
と
が
で
き
る
。

す
ぐ
れ
た
智
慧
に
よ
っ
て
絶
え
ず
わ
が
身
を
顧
慮
す
る

こ
と
こ
そ
、
道
を
学
ぶ
者
が
ま
ず
ま
っ
さ
き
に
行
う
べ

き
こ
と
。
さ
だ
か
に
は
認
識
で
き
な
い
や
り
か
た
で
奥

深
い
道
の
な
す
が
ま
ま
に
任
せ
、
自
然
の
ま
ま
に
自
分

の
精
神
を
統
制
す
る
。

〔
そ
の
よ
う
で
あ
れ
ば
、
〕
天
尊
は
常
に
〔
持
戒
者
を
〕

保
護
し
、
魔
王
は
〔
彼
ら
の
〕
た
め
に
推
薦
の
言
葉
を

述
べ
る
で
あ
ろ
う
。
き
ら
き
ら
と
ま
ば
ゆ
い
ば
か
り
で

は
な
い
か
、
〔
天
尊
の
保
護
を
受
け
た
そ
の
〕
金
剛
の
身

体
は
。
高
ら
か
で
は
な
い
か
、
〔
魔
王
の
保
挙
に
よ
り
〕

太
上
〔
道
君
〕
の
〔
御
前
へ
〕
至
る
仙
人
の
さ
ま
は
。

智
慧
こ
そ
は
戒
根
を
生
ず
る
お
お
も
と
で
あ
り
、
ま
こ

と
の
道
は
戒
を
そ
の
主
体
と
す
る
。
三
宝
の
経
も
こ
れ

に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
り
、
や
ん
ご
と
な
き
聖
人

た
ち
も
こ
の
戒
を
あ
が
め
奉
っ
て
受
け
る
。

こ
の
〔
戒
と
い
う
〕
不
死
へ
至
る
船
を
浮
か
べ
て
乗
る

な
ら
ば
、
た
ち
ま
ち
に
し
て
大
有
の
天
宮
へ
と
渡
る
こ

と
が
か
な
う
だ
ろ
う
。
戒
を
説
く
際
に
は
、
諸
天
の

神
々
が
や
っ
て
来
て
〔
受
戒
者
に
〕
挨
拶
〔
し
て
敬
意

を
表
〕
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
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（
序
文
訳
注

西
念
咲
和
希
、
初
海
正
明
、
森
由
利
亜
）

戒
の
本
文

第
一
～
一
〇
条
（
一
葉
裏
～
二
葉
表
）

【
正
文
】

道
學
不
得
殺
生
暨
蠕
動
之
蟲
。

001
道
學
不
得
教
人
殺
生
暨
蠕
動
之
蟲
。

002
道
學
不
得
飲
酒
。

003
道
學
不
得
教
人
飲
酒
。

004
道
學
不
得
綺
語
・
兩
舌
不
信
。

005
道
學
不
得
教
人
綺
語
・
兩
舌
不
信
。

006
道
學
不
得
淫
犯
百
姓
婦
女
。

007
道
學
不
得
教
人
淫
犯
百
姓
婦
女
。

008
道
學
不
得
竊
盜
人
物
。

009

道
學
不
得
教
人
竊
盜
人
物
。

010【
訓
読
】

道
學

（
一
）

殺
生
し
て
蠕
動
の
蟲

（
二
）

に
暨

（
三
）

ぼ
す
を
得

001
ざ
れ
。

道
學

人
を
し
て
殺
生
し
て
蠕
動
の
蟲
に
暨
ぼ
せ
し
む

002
る
を
得
ざ
れ
。

道
學

飲
酒
す
る
を
得
ざ
れ
。（

四
）

老

003

024

道
學

人
を
し
て
飲
酒
せ
し
む
る
を
得
ざ
れ
。

004
道
學

綺
語
・
兩
舌
し
て

（
五
）

信
な
ら
ざ
る
を
得
ざ
れ
。

005
（
六
）

三
045

道
學

人
を
し
て
綺
語
・
兩
舌
し
て
信
な
ら
ざ
ら
し
む
る

006
を
得
ざ
れ
。

道
學

百
姓

（
七
）

の
婦
女
を
淫
犯
す
る
を
得
ざ
れ
。（

八
）

007
老

三

三

002

046

080

道
學

人
を
し
て
百
姓
の
婦
女
を
淫
犯
せ
し
む
る
を
得
ざ

008
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れ
。

道
學

人
の
物
を
竊
盜
す
る
を
得
ざ
れ
。（

九
）

老

三

009

003

047

道
學

人
を
し
て
人
の
物
を
竊
盜
せ
し
む
る
を
得
ざ
れ
。

010【
注
釈
】

（
一
）
道
學

⋩
道
を
学
ぶ
者
。
戒
を
持
し
て
百
姓
を
教

化
す
る
。
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
で
は
、
第
三
五

条
以
下
の
戒
に
お
い
て
持
戒
者
を
全
て
「
學
者
及
百

姓
子
」
と
呼
び
、
「
（
道
）
學
者
」
と
「
百
姓
」
を
一

括
す
る
の
に
対
し
、
『
觀
身
大
戒
文
』
の
「
道
學
」
は
、

一
三
葉
表
、
第
二
三
〇
条
「
道
學
當
念
呪
願
百
姓
令

常
安
全
」
、
一
五
葉
裏
、
二
七
八
条
「
道
學
當
念
游
東

北
方
、
救
百
姓
男
女
、
授
其
勸
戒
、
度
入
東
北
之
門
、

使
得
入
無
爲
之
場
」
（
一
五
葉
表
）
の
如
く
、
「
百

姓
」
の
た
め
に
呪
願
し
そ
の
安
寧
を
は
か
り
、
ま
た

「
百
姓
男
女
」
を
救
済
し
戒
を
授
け
て
導
く
者
と
さ

れ
る
。

（
二
）
蠕
動
之
蟲

⋩
う
ご
め
く
虫
た
ち
。
徳
や
救
済
が

一
切
衆
生
に
及
ぶ
こ
と
を
示
す
た
め
に
言
及
さ
れ
る
。

『
洞
玄
靈
寶
長
夜
之
府
九
幽
玉
匱
明
眞
科
』
一
七
葉

裏
～
一
八
葉
表
「
今
故
立
齋
、
燒
香
然
燈
、
願
以
是

功
德
、
照
曜
諸
天
、
普
爲
帝
王
國
主
、
君
官
吏
民
、

受
道
法
師
、
父
母
尊
親
、
同
學
門
人
、
隱
居
山
林
學

真
道
士
、
諸
賢
者
、
蠢
飛
蠕
動
、
蚑
行
蜎
息
、
一
切

衆
生
、
普
得
免
度
十
苦
八
難
、
長
居
無
為
、
普
度
自

然
」。

（
三
）
暨

⋩
『
無
上
秘
要
』
一
葉
表
、
第
一
～
二
条

に
は
無
し
。

（
四
）
『
雲
笈
七
籤
』
巻
三
九
「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
四

葉
表
に
「
第
二
十
四
戒
、
不
得
飲
酒
食
肉
」
と
あ
る
。

（
五
）
綺
語
・
兩
舌

⋩
飾
り
立
て
た
不
正
の
言
葉
と
、

裏
腹
の
こ
と
を
言
い
人
を
仲
違
い
さ
せ
る
こ
と
ば
。
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支
謙
『
大
明
度
經
』
「
不
退
轉
品
」
第
一
五
（
Ｔ
八
、

四
九
四
ｃ
）
「
又
不
退
轉
大
士
持
戒
。
身
自
不
殺
教
人

不
殺
。
身
自
不
盜
教
人
不
盜
。
身
自
不
婬
教
人
不
婬
。

身
自
不
兩
舌
惡
口
妄
言
綺
語
嫉
妒
恚
癡
。
是
十
戒
皆

自
持
。
復
教
彼
守
行
。
夢
中
自
護
十
戒
」
。
又
、
『
弘

明
集
』
卷
十
三
所
収
郗
超
『
奉
法
要
』
（
Ｔ
五
二
、
八

六
ｂ
～
ｃ
）
「
十
善
者
。
身
不
犯
殺
盜
婬
。
意
不
嫉
恚

癡
。
口
不
妄
言
綺
語
兩
舌
惡
口
。
〔
中
略
〕
何
謂
綺
語
。

文
飾
巧
言
華
而
不
實
。
何
謂
兩
舌
。
背
向
異
辭
對
此

説
彼
」
。

（
六
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
三
葉
裏
、
第
四
五
条

「
學
者
及
百
姓
子
、
綺
語
兩
舌
不
信
之
罪
」。

（
七
）
百
姓

⋩
道
學
の
教
化
対
象
。
注
釈
（
一
）
を
参

照
。

（
八
）
「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
三
葉
表
に
「
第
二
戒
、
不

得
淫
他
婦
人
」
と
あ
る
。
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』

二
三
葉
裏
、
第
四
六
条
に
「
學
者
及
百
姓
子
、
姦
婬

穢
濁
之
罪
」
、
二
五
葉
裏
、
第
八
〇
条
に
「
學
者
及
百

姓
子
、
圖
謀
人
婦
女
之
罪
」
と
あ
る
。

（
九
）
「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
三
葉
表
に
「
第
三
戒
、
不

得
盜
竊
人
物
」
、
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
三
葉

裏
、
第
四
七
条
に
「
學
者
及
百
姓
子
、
盜
竊
財
物
之

罪
」
と
あ
る
。

【
通
釈
】

道
を
学
ぶ
者
は
、
う
ご
め
く
小
動
物
に
至
る
ま
で
、
お

001
よ
そ
生
あ
る
物
を
殺
し
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
、
う
ご
め
く
小
動
物
に
至
る

002
ま
で
、
お
よ
そ
生
あ
る
物
を
殺
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
酒
を
飲
ん
で
は
な
ら
な
い
。

003
道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
酒
を
飲
ま
せ
て
は
な
ら
な
い
。

004
道
を
学
ぶ
者
は
、
言
葉
を
飾
っ
た
り
二
枚
舌
を
用
い
て

005
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不
実
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
言
葉
を
飾
っ
た
り
二
枚
舌
を

006
用
い
て
不
実
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
俗
人
の
女
性
を
姦
淫
し
犯
し
て
は
な

007
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
俗
人
の
女
性
を
姦
淫
し
犯
さ

008
せ
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
人
の
物
を
盗
ん
で
は
な
ら
な
い
。

009
道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
人
の
物
を
盗
ま
せ
て
は
な
ら

010
な
い
。

第
一
一
～
二
〇
条
（
二
葉
表
～
裏
）

【
正
文
】

道
學
不
得
嫉
賢
妬
能

。

011

道
學
不
得
教
人
嫉
賢
妬
能

。

012
道
學
不
得
背
師
恩
愛
。

013
道
學
不
得
教
人
背
師
恩
愛
。

014
道
學
不
得
不
忠
其
上
。

015
道
學
不
得
教
人
不
忠
其
上
。

016
道
學
不
得
罔
其
下
。

017
道
學
不
得
教
人
罔
其
下
。

018
道
學
不
得
欺
誑
同
學
未
解
之
人
。

019
道
學
不
得
教
人
欺
誑
同
學
未
解
之
人
。

020【
訓
読
】

道
學

賢
を
嫉
み
能
を
妬
む
を
得
ざ
れ
。（

一
）

三

011

048

道
學

人
を
し
て
賢
を
嫉
み
能
を
妬
む
を
得
ざ
れ
。

012
道
學

師
の
恩
愛
に
背
く
を
得
ざ
れ
。（

二
）

三

013

049

道
學

人
を
し
て
師
の
恩
愛
に
背
か
し
む
る
を
得
ざ
れ
。

014
道
學

其
の
上
に
忠
な
ら
ざ
る
を
得
ざ
れ
。（

三
）

三

015

054
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道
學

人
を
し
て
其
の
上
に
忠
な
ら
ざ
ら
し
む
る
を
得
ざ

016
れ
。

道
學

其
の
下
を
罔
ひ
る
を
得
ざ
れ
。（

四
）

三

017

055

道
學

人
を
し
て
其
の
下
を
罔
ひ
し
む
る
を
得
ざ
れ
。

018
道
學

同
學
の
未
だ
解
せ
ざ
る
の
人

（
五
）

を
欺
誑
す
る
を

019
得
ざ
れ
。（

六
）

三
056

道
學

人
を
し
て
同
學
の
未
だ
解
せ
ざ
る
の
人
を
欺
誑
せ

020
し
む
る
を
得
ざ
れ
。

【
注
釈
】

（
一
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
三
葉
裏
、
第
四
八
条

に
「
學
者
及
百
姓
子
、
嫉
賢
妬
能
之
罪
」
と
あ
る
。

（
二
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
四
葉
表
、
第
四
九
条

に
「
學
者
及
百
姓
子
、
背
師
恩
愛
之
罪
」
と
あ
る
。

（
三
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
四
葉
表
、
第
五
四
条

に
「
學
者
及
百
姓
子
、
不
忠
於
上
之
罪
」
と
あ
る
。

（
四
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
四
葉
表
、
第
五
五
条

に
「
學
者
及
百
姓
子
、
罔
略
於
下
之
罪
」
と
あ
る
。

（
五
）
未
解
之
人

⋩
『
上
清
洞
眞
智
慧
觀
身
大
戒
文
』

一
一
葉
表
で
は
、
第
一
九
四
戒
に
「
道
學
與
人
同
學
、

當
念
教
不
解
」
、
第
一
九
五
条
に
「
道
學
與
人
同
學
、

當
請
問
先
進
」
と
あ
る
よ
う
に
、
道
學
同
士
は
「
不

解
」
す
な
わ
ち
理
解
の
及
ば
な
い
者
に
は
教
え
、
「
先

進
」
す
な
わ
ち
理
解
の
進
ん
だ
者
に
は
教
え
を
請
い
、

互
い
に
教
え
合
い
な
が
ら
道
を
学
ぶ
こ
と
を
重
ん
じ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
第
二
五
〇
条
に
も
、
「
道
學
當

念
我
同
學
未
測
道
源
淵
奧
典
章
」
と
あ
り
、
未
だ
道

や
道
や
経
典
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
な
い
者
に
配
慮

す
る
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

（
六
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
五
葉
裏
、
第
五
六
戒

に
「
學
者
及
百
姓
子
、
欺
罔
同
學
之
罪
」
と
あ
る
。
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【
通
釈
】

道
を
学
ぶ
者
は
、
賢
い
者
を
そ
ね
み
能
力
の
あ
る
者
を

011
ね
た
ん
で
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
賢
い
者
を
そ
ね
み
能
力
の
あ

012
る
者
を
ね
た
ま
せ
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
師
の
恩
恵
と
愛
情
に
反
し
て
は
な
ら

013
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
師
の
恩
恵
と
愛
情
に
反
さ
せ

014
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
上
の
者
に
忠
実
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

015
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
を
上
の
者
に
忠
実
で
な
く
さ
せ

016
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
下
の
者
を
あ
ざ
む
い
て
は
な
ら
な
い
。

017
道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
下
の
者
を
あ
ざ
む
か
せ
て
は

018
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
と
も
に
学
ぶ
者
で
理
解
の
及
ば
な
い

019
な
い
者
を
だ
ま
し
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
と
も
に
学
ぶ
者
で
理
解
の
及
ば
な
い

020
者
を
だ
ま
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
一
～
三
〇
条
（
二
葉
裏
～
三
葉
表
）

【
正
文
】

道
學
不
得
輕
慢
弟
子
。

021
道
學
不
得
教
人
輕
慢
弟
子
。

022
道
學
不
得
口
善
心
懷
陰
惡
。

023
道
學
不
得
教
人
口
善
心
懷
陰
惡
。

024
道
學
不
得
説
人
過
惡
。

025
道
學
不
得
教
人
説
人
過
惡
。

026
道
學
不
得
重
積
七
寶
不
散
施
四
輩
。

027
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道
學
不
得
教
人
重
積
七
寶
不
散
施
四
輩
。

028
道
學
不
得
樂
人
錢
財
雜
物
爲
己
重
擔
。

029
道
學
不
得
教
人
樂
人
錢
財
雜
物
爲
己
重
擔
。

030【
訓
読
】

道
學

弟
子
を
輕
慢
す
る
を
得
ざ
れ
。（

一
）

老

021

021

道
學

人
を
し
て
弟
子
を
輕
慢
せ
し
む
る
を
得
ざ
れ
。

022
道
學

口
に
善
く
し
て
心
に
陰
惡
を
懷
く
を
得
ざ
れ
。（

二
）

023
三
057

道
學

人
を
し
て
口
に
善
く
し
て
心
に
陰
惡
を
懷
か
し
む

024
る
を
得
ざ
れ
。

道
學

人
の
過
惡
を
説
く
を
得
ざ
れ
。（

三
）

三

025

058

道
學

人
を
し
て
人
の
過
惡
を
説
か
し
む
る
を
得
ざ
れ
。

026
道
學

七
寶

（
四
）

を
重
積
し
四
輩

（
五
）

に
散
施
せ
ざ
る
を
得

027
ざ
れ
。（

六
）

三
064

道
學

人
を
し
て
七
寶
を
重
積
し
四
輩
に
散
施
せ
ざ
ら
し

028

む
る
を
得
ざ
れ
。

道
學

人
の
錢
財
雜
物
の
己
の
重
擔

（
七
）

と
爲
ら
ん
と
樂

029
ふ
を
得
ざ
れ
。（

八
）

三
065

道
學

人
を
し
て
人
の
錢
財
雜
物
の
己
の
重
擔
と
爲
ら
ん

030
と
樂
は
し
む
る
を
得
ざ
れ
。

【
注
釈
】

（
一
）
「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
五
葉
表
に
「
第
二
十
一
戒

者
、
不
得
輕
慢
弟
子
、
邪
寵
以
亂
真
」
と
あ
る
。

（
二
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
四
葉
表
、
第
五
七
条

に
「
學
者
及
百
姓
子
、
口
善
心
惡
之
罪
」
と
あ
る
。

（
三
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
四
葉
表
、
第
五
八
条

に
「
學
者
及
百
姓
子
、
説
人
過
惡
之
罪
」
と
あ
る
。

（
四
）
七
寶

⋩
仏
教
語
。
金
・
銀
・
瑠
璃
・
玻
瓈
・
硨

磲
・
赤
珠
・
碼
碯
と
い
っ
た
財
宝
。
『
佛
說
阿
彌
陀

經
』
Ｔ
一
二
、
三
四
六
ｃ
に
「
又
舍
利
弗
、
極
樂
國



- 144 -

土
、
有
七
寶
池
。
八
功
德
水
、
充
滿
其
中
。
池
底
純

以
金
沙
布
地
、
四
邊
階
道
、
金
・
銀
・
瑠
璃
・
玻
瓈

合
成
。
上
有
樓
閣
、
亦
以
金
・
銀
・
瑠
璃
・
玻
瓈
・

硨
磲
・
赤
珠
・
碼
碯
、
而
嚴
飾
之
」
と
あ
る
。

（
五
）
四
輩

⋩
道
学
の
集
団
と
外
部
の
信
徒
を
指
す
か
。

仏
典
中
で
は
、
比
丘
・
比
丘
尼
・
清
信
士
・
清
信
女

の
四
者
を
指
す
。
『
正
法
華
經
』
巻
三
、
Ｔ
九
、
八
一

ｂ
「
佛
亦
如
是
、
先
現
小
乘
一
時
悅
我
、
然
今
最
後
、

普
令
四
輩
比
丘
・
比
丘
尼
・
清
信
士
・
清
信
女
、
天

上
世
間
一
切
人
民
、
顯
示
本
宜
。
」

（
六
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
五
葉
表
、
第
六
四
条

に
「
學
者
及
百
姓
子
、
積
祿
重
寶
不
思
散
施
之
罪
」

と
あ
る
。

（
七
）
重
擔

⋩
財
貨
な
ど
、
悟
り
の
足
か
せ
と
な
る
世

俗
的
な
富
の
こ
と
。
『
出
曜
經
』
Ｔ
四
、
七
五
七
ａ

「
能
捨
於
重
擔
、
更
不
造
重
擔
、
重
擔
世
之
苦
、
能

捨
最
快
樂
、
能
捨
於
重
擔
、
更
不
造
重
擔
等
者
。
如

人
負
重
擔
經
過
嶮
難
處
、
所
負
既
不
要
世
俗
不
急
貨
、

亦
非
金
銀
珍
寶
車
磲
馬
瑙
真
珠
琥
珀
、
乃
是
世
俗
不

要
之
貨
。
」
（
卷
第
二
十
七

樂
品
第
三
十
一
）
又
、

『
太
上
洞
玄
靈
寶
智
慧
本
願
大
戒
上
品
經
』
［
Ｓ
Ｎ
三

四
四
］
一
二
葉
裏
に
は
、
「
太
極
真
人
曰
、
〔
中
略
〕

生
世
無
幾
、
而
聚
歛
財
寶
、
無
有
足
時
、
為
己
重
擔
、

福
盡
罪
至
、
身
死
名
滅
、
財
寶
四
散
也
」
、
『
太
上
洞

眞
智
慧
上
品
大
戒
』
［
Ｓ
Ｎ
一
七
七
］
一
五
葉
裏
に
は

「
末
世
僞
薄
、
人
情
慳
貪
、
唯
知
聚
積
、
爲
己
重
擔
、

莫
能
發
心
作
此
功
德
。
功
既
無
積
、
罪
穢
日
生
、
長

遠
福
堂
、
沈
淪
罪
門
、
展
轉
五
道
八
難
之
中
、
一
失

福
世
、
無
有
還
期
、
男
女
相
牽
、
莫
識
宿
命
所
從
而

來
、
見
其
魂
神
、
甚
可
痛
傷
」
と
あ
る
。

（
八
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
五
葉
表
、
第
六
五
条

に
「
學
者
及
百
姓
子
、
樂
人
寶
物
入
己
之
罪
」
と
あ
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る
。

【
通
釈
】

道
を
学
ぶ
者
は
、
弟
子
を
ば
か
に
し
て
は
な
ら
な
い
。

021
道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
弟
子
を
ば
か
に
さ
せ
て
は
な

022
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
口
で
は
良
い
こ
と
を
言
っ
て
こ
こ
ろ

023
の
内
で
は
悪
い
こ
と
を
考
え
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
口
で
は
良
い
こ
と
を
言
わ
せ

024
こ
こ
ろ
の
内
で
は
悪
い
こ
と
を
考
え
さ
せ
て
は
な
ら
な

い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
人
の
あ
や
ま
ち
を
口
に
し
て
は
な
ら

025
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
人
の
あ
や
ま
ち
を
口
に
さ
せ

026
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
七
宝
を
蓄
え
て
四
輩
に
施
さ
な
い
こ

027

と
は
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
七
宝
を
蓄
え
さ
せ
四
輩
に
施

028
さ
せ
な
い
こ
と
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
人
の
金
銭
や
財
物
を
自
分
の
財
産
と

029
す
る
こ
と
を
願
っ
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
人
の
金
銭
や
財
物
を
自
分
の

030
財
産
と
す
る
こ
と
を
願
わ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
第
一
条
～
第
三
〇
条
訳
注

冨
田
絵
美
）

第
三
一
～
四
〇
条
（
三
葉
表
～
裏
）

【
正
文
】

道
學
不
得
畜
刀
仗
兵
器
。

031
道
學
不
得
教
人
畜
刀
仗
兵
器
。

032
道
學
不
得
養
六
畜
。

033
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道
學
不
得
教
人
養
六
畜
。

034
道
學
不
得
金
銀
器
食
飲
、
死
厚
葬
骸
骨
。

035
道
學
不
得
教
人
金
銀
器
食
飲
、
死
厚
葬
骸
骨
。

036
道
學
不
得
貪
樂
榮
禄
。

037
道
學
不
得
教
人
貪
樂
榮
禄
。

038
道
學
不
得
燒
敗
世
間
寸
寸
之
物
。

039
道
學
不
得
教
人
燒
敗
世
間
寸
寸
之
物
。

040【
訓
読
】

道
學

刀
仗
兵
器
を
畜
ふ
る
を
得
ざ
れ
。（

一
）

三

031

067

道
學

人
を
し
て
刀
仗
兵
器
を
畜
は
へ
し
む
る
を
得
ざ
れ
。

032
道
學

六
畜

（
二
）

を
養
ふ
を
得
ざ
れ
。（

三
）

三

老

033

068

008

道
學

人
を
し
て
六
畜
を
養
は
し
む
る
を
得
ざ
れ
。

034
道
學
金
銀
器
も
て
食
飲
し
、
死
し
て
骸
骨
を
厚
葬

（
四
）

す

035
る
を
得
ざ
れ
。（

五
）

三

老

072

015

道
學

人
を
し
て
金
銀
器
も
て
食
飲
し
死
し
て
骸
骨
を
厚

036

葬
せ
し
む
る
を
得
ざ
れ
。

道
學

榮
禄

（
六
）

を
貪
樂
す
る
を
得
ざ
れ
。（

七
）

三

老

037

073

148

道
學

人
を
し
て
榮
禄
を
貪
樂
せ
し
む
る
を
得
ざ
れ
。

038
道
學

世
間
の
寸
寸
の
物

（
八
）

を
燒
敗
す
る
を
得
ざ
れ
。

039
（
九
）

三
074

道
學

人
を
し
て
世
間
の
寸
寸
の
物
を
燒
敗
せ
し
む
る
を

040
得
ざ
れ
。

【
注
釈
】

（
一
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
五
葉
表
、
第
六
七
条

に
「
學
者
及
百
姓
子
私
畜
刀
仗
兵
器
之
罪
」
と
あ
る
。

又
、
「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
六
葉
表
に
「
第
六
十
二

戒
、
不
得
帯
刀
杖
。
〈
若
軍
中
、
不
従
此
律
〉
」
と
あ

る
。

（
二
）
六
畜

⋩
牛
・
馬
・
豚
・
羊
・
鷄
・
犬
を
指
す
。

『
雲
笈
七
籤
』
巻
一
一
八
葉
表
に
「
大
都
通
忌
食
六
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畜
及
魚
臊
肉
」
（
『
上
清
黄
庭
内
景
經
』
梁
丘
子
注
釋

叙
）
と
あ
り
、
そ
の
注
に
「
六
畜
、
牛
、
馬
、
猪
、

羊
、
鷄
、
犬
也
」
と
あ
る
。

（
三
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
五
葉
表
、
第
六
八
条

に
「
學
士
及
百
姓
子
屠
割
六
畜
殺
生
之
罪
」
と
あ
る
。

又
、
「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
三
葉
表
に
「
第
八
戒
、

不
得
畜
猪
羊
」
と
あ
る
。

（
四
）
厚
葬

⋩
道
家
で
厚
葬
を
否
定
す
る
論
と
し
て
、

『
荘
子
』
列
御
寇
篇
に
、
「
莊
子
將
死
、
弟
子
欲
厚
葬

之
。
莊
子
曰
、
吾
以
天
地
為
棺
槨
、
以
日
月
為
連
璧
、

星
辰
為
珠
璣
、
萬
物
爲
齎
送
、
吾
葬
具
豈
不
備
邪
。

何
以
加
此
。
弟
子
曰
、
吾
恐
烏
鳶
之
食
夫
子
也
。
莊

子
曰
、
在
上
為
烏
鳶
食
、
在
下
為
螻
蟻
食
、
奪
彼
與

此
、
何
其
偏
也
」
と
あ
る
。

（
五
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
五
葉
表
、
第
七
二
条

に
「
學
士
及
百
姓
子
金
銀
器
食
之
罪
」
と
あ
る
。
「
老

君
説
一
百
八
十
戒
」
三
葉
裏
に
「
第
十
五
戒
、
不
得

以
金
銀
器
食
用
」
と
あ
る
。

（
六
）
榮
禄

⋩
高
い
秩
禄
の
こ
と
。
高
位
高
官
を
指
す
。

『
無
上
秘
要
』
巻
四
五
：
二
葉
裏
、
第
三
七
・
三
八

条
と
も
に
「
榮
禄
王
位
」
に
作
る
。

（
七
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
五
葉
表
、
第
七
三
条

に
「
學
士
及
百
姓
子
貪
樂
榮
禄
虐
政
之
罪
」
と
あ
る
。

「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
一
一
葉
表
に
「
第
一
百
四

十
八
戒
、
常
當
勤
避
惡
處
、
勿
貪
禄
苟
榮
利
」
と
あ

る
。

（
八
）
世
間
寸
寸
之
物

⋩
世
間
の
わ
ず
か
な
物
、
と
る

に
足
ら
な
い
物
。
『
無
上
秘
要
』
巻
四
五
：
二
葉
裏
、

第
三
九
・
四
〇
条
と
も
に
「
世
間
寸
土
之
物
」
に
作

る
。
『
要
修
科
儀
戒
律
鈔
』
巻
六
：
一
葉
表
は
「
世
上

土
中
之
物
」
に
作
る
。

（
九
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
五
葉
裏
、
第
七
四
条
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に
「
學
士
及
百
姓
子
燒
敗
見
物
成
功
之
罪
」
と
あ
る
。

【
通
釈
】

道
を
学
ぶ
者
は
、
刀
や
杖
な
ど
の
武
器
を
た
く
わ
え
て

031
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
刀
や
杖
な
ど
の
武
器
を
た
く

032
わ
え
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
六
畜
を
飼
っ
て
は
な
ら
な
い
。

033
道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
六
畜
を
飼
わ
せ
て
は
な
ら
な

034
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
金
銀
の
食
器
を
使
っ
て
飲
食
し
た
り
、

035
亡
骸
を
過
剰
に
手
厚
く
葬
っ
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
金
銀
の
食
器
を
使
っ
て
飲
食

036
し
た
り
、
亡
骸
を
過
剰
に
手
厚
く
葬
ら
せ
て
は
い
け
な

い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
高
い
禄
秩
を
欲
し
楽
し
ん
で
は
な
ら

037

な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
高
い
禄
秩
を
欲
し
楽
し
ま
せ

038
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
世
間
の
わ
ず
か
な
物
で
も
焼
い
て
毀

039
損
し
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
世
間
の
わ
ず
か
な
物
で
も
焼

040
い
て
毀
損
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

第
四
一
～
五
〇
条
（
三
葉
裏
～
四
葉
表
）

【
正
文
】

道
學
不
得
以
世
間
堪
食
之
物
投
水
火
中
。

041
道
學
不
得
教
人
以
世
間
堪
食
之
物
投
水
火
中
。

042
道
學
不
得
貪
世
滋
味
。

043
道
學
不
得
教
人
貪
世
滋
味
。

044
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道
學
不
得
貪
食
五
辛
。

045
道
學
不
得
教
人
貪
食
五
辛
。

046
道
學
不
得
爲
草
書
。

047
道
學
不
得
教
不
爲
草
書
。

048
道
學
不
得
以
麤
物
易
人
好
物
。

049
道
學
不
得
教
人
以
麤
物
易
人
好
物
。

050【
訓
読
】

道
學

世
間
の
食
ら
ふ
に
堪
ふ
る
の
物
を
以
て
水
火
の

041
中
に
投
ず
る
を
得
ざ
れ
。（

一
）

三

老

075

007

道
學

人
を
し
て
世
間
の
食
ら
ふ
に
堪
ふ
る
の
物
を
以

042
て
水
火
の
中
に
投
ぜ
し
む
る
を
得
ざ
れ
。

道
學

世
の
滋
味
を
貪
る
を
得
ざ
れ
。（

二
）

三

043

076

道
學

人
を
し
て
世
の
滋
味
を
貪
ら
せ
し
む
る
を
得
ざ

044
れ
。

道
學

五
辛

（
三
）

を
貪
食
す
る
を
得
ざ
れ
。
三

老

045

077

010

道
學

人
を
し
て
五
辛

（
四
）

を
貪
食
せ
し
む
る
を
得
ざ
れ
。

046
（
五
）

道
學

草
書
を
爲
す
を
得
ざ
れ
。（

六
）

三

老

047

078

011

道
學

人
を
し
て
草
書
を
爲
さ
し
む
る
を
得
ざ
れ
。

048
道
學

麤
物
を
以
て
人
の
好
物
に
易
ふ
る
を
得
ざ
れ
。

049
（
七
）

三
083

道
學

人
を
し
て
麤
物
を
以
て
人
の
好
物
に
易
へ
し
む

050
る
を
得
ざ
れ
。

【
注
釈
】

（
一
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
五
葉
裏
、
第
七
五
条

に
「
學
士
及
百
姓
子
以
飲
食
投
水
中
之
罪
」
と
あ
る
。

「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
三
葉
表
に
「
第
七
戒
、
不

得
以
食
物
擲
火
中
」
と
あ
る
。

（
二
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
五
葉
裏
、
第
七
六
条

に
「
學
士
及
百
姓
子
貪
濁
滋
味
肥
葷
之
罪
」
と
あ
る
。
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（
三
）
五
辛

⋩
生
葱
、
蒜
、
薤
、
韭
、
葫
荽
な
ど
の
五

種
の
刺
激
の
あ
る
草
。
『
雲
笈
七
籤
』
巻
一
一
八
葉
裏

に
「
大
都
通
忌
食
六
畜
及
魚
臊
肉
、
忌
五
辛
」
（
『
上

清
黄
庭
内
景
經
』
梁
丘
子
注
釋
叙
）
と
あ
り
、
「
五

辛
」
に
「
生
葱
、
蒜
、
薤
、
韭
、
葫
荽
也
」
と
注
す
。

伝
鳩
摩
羅
什
『
梵
網
経
』
巻
下
（
Ｔ
二
四
、
一
〇
〇

五
ｂ
）
に
、
「
若
佛
子
不
得
食
五
辛
、
大
蒜
、
茖
葱
、

慈
葱
、
蘭
葱
、
興
渠
、
是
五
種
、
一
切
食
中
不
得
食
、

若
故
食
、
犯
輕
垢
罪
」
と
あ
る
。

（
四
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
五
葉
裏
、
第
七
七
条

に
、
「
學
士
及
百
姓
子
貪
食
五
辛
之
罪
」
と
あ
る
。

「
老
君
説
一
百
十
戒
」
三
葉
裏
に
、
「
第
十
戒
、
不
得

食
大
蒜
及
五
辛
」
と
あ
る
。

（
五
）
不
得
爲
草
書

⋩
草
書
で
乱
書
す
る
こ
と
を
禁
ず

る
。
章
や
符
を
書
く
際
の
戒
め
と
し
て
『
陸
先
生
道

門
科
略
』
［
Ｓ
Ｎ
一
一
二
七
］
九
葉
表
に
「
愚
偽
道
士
、

既
無
科
戒
可
據
、
無
以
辯
劾
虛
實
、
唯
有
誤
敗
故
章
、

謬
脱
之
符
、
頭
尾
不
應
、
不
可
承
奉
、
而
率
思
臆
裁
、

妄
加
改
易
、
穢
巾
垢
硯
、
辱
紙
汚
筆
、
草
書
亂
畫
、

葷
以
酒
肉
、
順
口
隨
意
、
所
索
浮
辭
假
語
、
不
依
事

實
、
違
源
背
理
、
干
觸
考
官
」
と
あ
る
。
『
三
元
品
戒

功
德
輕
重
經
』
二
五
葉
裏
、
第
七
八
条
に
「
學
士
及

百
姓
子
草
書
儀
意
之
罪
」
と
あ
る
。
又
「
老
君
説
一

百
八
十
戒
」
三
葉
裏
に
、
「
第
十
一
戒
、
不
得
作
草
書

與
人
」
と
あ
る
。

（
六
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
五
葉
裏
、
第
八
三
条

に
「
學
士
及
百
姓
子
麤
物
易
人
好
物
之
罪
」
と
あ
る
。

【
通
釈
】

道
を
学
ぶ
者
は
、
世
間
の
食
べ
物
を
水
火
の
中
に
投
げ

041
捨
て
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
世
間
の
食
べ
物
を
水
火
の
中

042
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に
投
げ
捨
て
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
世
間
の
味
の
よ
い
も
の
を
貪
っ
て
は

043
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
世
間
の
味
の
よ
い
も
の
を
貪

044
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
五
辛
を
貪
り
食
し
て
は
な
ら
な
い
。

045
道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
五
辛
を
貪
り
食
さ
せ
て
は
な

046
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
草
書
を
書
い
て
〔
文
字
を
乱
し
て
〕

047
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
草
書
を
書
〔
い
て
文
字
を

048
乱
〕
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
粗
末
な
物
を
他
人
の
上
質
な
物
と
と

049
り
か
え
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
粗
末
な
物
を
他
人
の
上
質
な

050
も
の
と
と
り
か
え
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

第
五
十
一
～
六
〇
条
（
四
葉
表
～
裏
）

【
正
文
】

道
學
不
得
知
預
軍
國
事
物
。

051
道
學
不
得
教
人
知
預
軍
國
事
物
。

052
道
學
不
得
設
權
變
謀
。

053
道
學
不
得
教
人
設
權
變
謀
。

054
道
學
不
得
無
故
見
天
子
王
侯
。

055
道
學
不
得
教
人
無
故
見
天
子
王
侯
。

056
道
學
不
得
干
知
天
時
、
指
論
星
宿
。

057
道
學
不
得
教
人
干
知
天
時
、
指
論
星
宿
。

058
道
學
不
得
以
火
燒
田
野
山
林
。

059
道
學
不
得
教
人
以
火
燒
田
野
山
林
。

060
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【
訓
読
】

道
學

軍
國
事
物
を
知
預
す
る
を
得
ざ
れ
。（

一
）

三

051

081

老
016

道
學

人
を
し
て
軍
國
事
物
を
知
預
せ
し
む
る
を
得
ざ

052
れ
。

道
學

權
を
設
け
て
變
謀
す
る
を
得
ざ
れ
。

053
道
學

人
を
し
て
權
を
設
け
て
變
謀
せ
し
む
る
を
得
ざ

054
れ
。

道
學

無
故
に
し
て
天
子
王
侯
に
見
ゆ
る
を
得
ざ
れ
。

055
（
二
）

三
084

道
學

人
を
し
て
無
故
に
し
て
天
子
王
侯
に
見
え
し
む

056
る
を
得
ざ
れ
。

道
學

天
時
を
干
知
し
て
星
宿
を
指
論
す
る
を
得
ざ
れ
。

057
（
三
）

三

老

087

078

道
學

人
を
し
て
天
時
を
干
知
し
て
星
宿
を
指
論
せ
し

058
む
る
を
得
ざ
れ
。

道
學

火
を
以
て
田
野
山
林
を
燒
く
を
得
ざ
れ
。（

四
）

059
三

老

086

014

道
學

人
を
し
て
火
を
以
て
田
野
山
林
を
燒
か
し
む
る

060
を
得
ざ
れ
。

【
注
釈
】

（
一
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
五
葉
裏
、
第
八
一
条

に
「
學
士
及
百
姓
子
評
論
國
事
之
罪
」
と
あ
る
。
又

「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
三
葉
裏
に
「
第
十
六
戒
、

不
得
求
知
軍
國
事
及
占
吉
凶
。
」
と
あ
る
。

（
二
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
六
葉
裏
、
第
八
四
条

に
「
學
士
及
百
姓
子
交
關
權
貴
侯
王
之
罪
」
と
あ
る
。

（
三
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
六
葉
裏
、
第
八
五
条

に
「
學
士
及
百
姓
子
妄
説
天
時
星
宿
之
罪
」
と
あ
る
。

「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
六
葉
左
に
「
第
七
十
八
戒
、

不
得
上
知
星
文
、
卜
相
天
時
」
と
あ
る
。
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（
四
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
六
葉
裏
、
第
八
六
条

に
「
學
士
及
百
姓
子
火
燒
田
野
山
林
之
罪
」
と
あ
り
、

又
「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
三
葉
左
に
「
第
十
四
戒
、

不
得
以
火
燒
田
野
山
林
」
と
あ
る
。

【
通
釈
】

道
を
学
ぶ
者
は
、
軍
事
や
国
の
情
勢
に
つ
い
て
知
り
関

051
与
し
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
軍
事
や
国
の
情
勢
に
つ
い
て

052
知
り
関
与
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
手
段
を
講
じ
て
謀
略
を
め
ぐ
ら
せ
て

053
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
手
段
を
講
じ
て
謀
略
を
め
ぐ

054
ら
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
理
由
な
く
天
子
や
王
侯
な
ど
に
面
会

055
し
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
理
由
な
く
天
子
や
王
侯
な
ど

056
に
面
会
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
日
の
吉
凶
知
る
こ
と
を
求
め
て
星
の

057
め
ぐ
り
を
あ
れ
こ
れ
論
じ
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
日
の
吉
凶
知
る
こ
と
を
求
め

058
て
星
の
め
ぐ
り
を
あ
れ
こ
れ
論
じ
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
山
野
を
火
で
焼
い
て
は
な
ら
な
い
。

059
道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
山
野
を
火
で
焼
か
せ
て
は
な

060
ら
な
い
。

（
第
三
一
条
～
第
六
〇
条
訳
注

飯
野
澄
子
）

第
六
一
～
七
〇
条
（
四
葉
裏
～
五
葉
表
）

【
正
文
】

道
學
不
得
無
故
摘
衆
草
之
花
。

061
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道
學
不
得
教
人
無
故
摘
衆
草
之
花
。

062
道
學
不
得
親
近
惡
人
。

063
道
學
不
得
教
人
親
近
惡
人
。

064
道
學
不
得
無
故
伐
樹
木
。

065
道
學
不
得
教
人
無
故
伐
樹
木
。

066
道
學
不
得
人
中
多
語
〔
言
〕(

一)

、
參
預
流
俗
。

067
道
學
不
得
教
人
人
中
多
語
言
、
參
預
流
俗
。

068
道
學
不
得
人
中
獨
食
。

069
道
學
不
得
教
人
人
中
獨
食
。

070【
校
訂
】

（
一
）「
語
」

⋩
原
文
無
し
。
続
く
第
六
八
条
「
道
學
不
得
教
人

人
中
多
語
言
、
參
預
流
俗
」
お
よ
び
『
無
上
秘
要
』
巻
四

五:

四
葉
表
、
第
六
七
条
に
「
道
學
不
得
人
中
多
語
言
參

豫
流
俗
」、『
要
修
科
儀
戒
律
鈔
』
巻
六
：
一
葉
表
に
「
不

得
人
中
多
語
言
參
流
俗
」
と
あ
る
の
に
よ
り
改
め
る
。

【
訓
読
】

道
學

故
無
く
し
て
衆
草
の
花
を
摘
む
を
得
ざ
れ(

一)

。
三

061

087

老
019

道
學

人
を
し
て
故
無
く
し
て
衆
草
の
花
を
摘
ま
し
む
る
を
得

062
ざ
れ
。

道
學

惡
人
に
親
近
す
る
を
得
ざ
れ(

二)

。
三

老

063

088

017

道
學

人
を
し
て
惡
人
に
親
近
せ
し
む
る
を
得
ざ
れ
。

064
道
學

故
無
く
し
て
樹
木
を
伐
る
を
得
ざ
れ(

三)

。

三

老

065

087

018

道
學

人
を
し
て
故
無
く
し
て
樹
木
を
伐
ら
し
む
る
を
得
ざ
れ
。

066
道
學

人
中
に
多
く
語
言
し
流
俗
に
參
預
す
る
を
得
ざ
れ

（
四
）

。

067
三
089

道
學

人
を
し
て
人
中
に
多
く
語
言
し
流
俗
に
參
預
せ
し
む
る

068を
得
ざ
れ
。

道
學

人
中
に
獨
り
食
ら
ふ
を
得
ざ
れ

（
五
）

。

三

老

069

090

026

道
學

人
を
し
て
人
中
に
獨
り
食
ら
は
し
む
る
を
得
ざ
れ
。

070
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【
注
釈
】

（
一
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
六
葉
表
、
第
八
七
条
に

「
學
者
及
百
姓
子
、
斫
伐
樹
木
採
摘
華
草
之
罪
」
と
あ
る
。

ま
た
「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
三
葉
裏
に
「
第
十
九
戒
、
不

得
妄
摘
草
花
」
と
あ
る
。

（
二
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
六
葉
表
、
第
八
八
条
に

「
學
者
及
百
姓
子
、
與
惡
人
交
游
親
近
異
類
之
罪
」
と
あ
る
。

ま
た
「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
三
葉
裏
に
「
第
十
七
戒
、
不

得
妄
與
兵
賊
爲
親
」
と
あ
る
。
な
お
九
葉
表
に
「
第
一
百
十

五
戒
、
不
得
與
兵
人
爲
侶
」、
一
四
葉
表
に
「
第
一
百
七
十

九
戒
、
若
行
無
居
家
可
投
、
便
止
宿
樹
木
巖
石
間
、
諷
誦
一

百
八
十
戒
文
神
、
自
營
衛
汝
三
重
、
兵
賊
鬼
虎
不
敢
近
汝
、

不
得
少
有
怠
慢
」
と
も
あ
る
。

（
三
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
六
葉
表
、
第
八
七
条
に

「
學
者
及
百
姓
子
、
斫
伐
樹
木
採
摘
華
草
之
罪
」
と
あ
る
。

ま
た
「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
三
葉
裏
に
「
第
十
八
戒
、
不

得
妄
伐
樹
木
」
と
あ
る
。

（
四
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
六
葉
表
、
第
八
九
条
に

「
學
者
及
百
姓
子
、
交
關
流
俗
華
競
罪
」
と
あ
る
。

（
五
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
六
葉
表
、
第
九
〇
条
に

「
學
者
及
百
姓
子
、
在
人
中
獨
食
不
思
飢
餒
之
罪
」
と
あ
る
。

ま
た
「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
四
葉
表
に
「
第
二
十
六
戒
、

不
得
獨
食
」
と
あ
る
。
周
囲
の
人
々
に
食
物
を
分
け
与
え
ず

独
占
す
る
こ
と
へ
の
戒
め
と
考
え
ら
れ
る
。

【
通
釈
】

道
を
学
ぶ
者
は
、
理
由
も
な
く
様
々
な
草
花
を
摘
ん
で
は
な
ら

061
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
理
由
も
な
く
様
々
な
草
花
を
摘
ま
せ

062
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
惡
人
と
親
し
く
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。

063
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道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
惡
人
と
親
し
く
な
ら
せ
て
は
な
ら
な

064
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
理
由
も
な
く
木
を
切
っ
て
は
な
ら
な
い
。

065
道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
理
由
も
な
く
木
を
切
ら
せ
て
は
な
ら

066
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
人
前
で
多
く
喋
り
世
俗
の
人
々
と
一
緒
に
な

067
っ
て
は
い
け
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
人
前
で
多
く
喋
り
世
俗
の
人
々
と
一

068
緒
に
な
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
人
々
の
中
で
自
分
だ
け
食
べ
る
こ
と
が
あ
っ

069
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
人
々
の
中
で
自
分
だ
け
食
べ
さ
せ
て

070
は
な
ら
な
い
。

第
七
一
～
八
〇
条
（
五
葉
表
～
裏
）

【
正
文
】

道
學
不
得
預
世
間
婚
姻
事
。

071
道
學
不
得
教
人
預
世
間
婚
姻
事
。

072
道
學
不
得
習
世
間
妓
樂
。

073
道
學
不
得
教
人
習
世
間
妓
樂
。

074
道
學
不
得
泄
人
隂
惡
私
鄙
。

075
道
學
不
得
教
人
泄
人
隂
惡
私
鄙
。

076
道
學
不
得
妄
求
窺
人
書
䟽
。

077
道
學
不
得
教
人
妄
求
窺
人
書
䟽
。

078
道
學
不
得
與
女
人
獨
語
獨
行
。

079
道
學
不
得
與
女
人
同
行
、
行
必
有
宗
。

080【
訓
読
】

道
學

世
間
の
婚
姻
の
事
に
預
か
る
を
得
ざ
れ

（
一
）

。
三

071

091

老
028
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道
學

人
を
し
て
世
間
の
婚
姻
の
事
に
預
か
ら
し
む
る
を
得
ざ

072
れ
。

道
學

世
間
の
妓
樂
を
習
ふ
を
得
ざ
れ

（
二
）

。

三

老

073

092

030

道
學

人
を
し
て
世
間
の
妓
樂
を
習
は
し
む
る
を
得
ざ
れ
。

074
道
學

人
の
隂
惡
私
鄙
を
泄
ら
す
を
得
ざ
れ

（
三
）

。
三

老

075

095

032

道
學

人
を
し
て
人
の
隂
惡
私
鄙
を
泄
ら
さ
し
む
る
を
得
ざ
れ
。

076
道
學

妄
り
に
人
の
書
䟽
を
窺
は
ん
と
求
む
る
を
得
ざ
れ

（
四
）

。

077
三

老

097

103

道
學

人
を
し
て
妄
り
に
人
の
書
䟽
を
窺
は
ん
と
求
め
し
む
る

078
を
得
ざ
れ
。

道
學

女
人
と
獨
語
獨
行
す
る
を
得
ざ
れ

（
五
）

。

三

079

098

道
學

女
人
と
同
行
す
る
を
得
ざ
れ
、
行
く
に
必
ず
宗

（
六
）

有
れ

080
（
七
）

。

老
161

【
注
釈
】

（
一
）『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
六
葉
表
、
第
九
一
条
に
「
學

者
及
百
姓
子
、
與
世
間
破
人
婚
姻
之
罪
」
と
あ
る
。
ま
た

「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
四
葉
表
に
「
第
二
十
八
戒
、
不
得

破
人
婚
姻
事｣

と
あ
り
、
六
葉
裏
に
は
「
第
八
十
戒
、
不
得

淫
泆
佗
婦
別
離
夫
妻
」
と
も
あ
る
。

（
二
）『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
六
葉
表
、
第
九
二
条
に
「
學

者
及
百
姓
子
、
放
蕩
世
間
妓
樂
之
罪
」
と
あ
る
。
ま
た
「
老

君
説
一
百
八
十
戒
」
四
葉
表
に
「
第
三
十
戒
、
不
得
自
習
妓

樂
」
と
あ
る
。
な
お
、『
無
上
秘
要
』
巻
四
五:

四
葉
裏
で
は

「
妓
樂
」
を
「
伎
樂
」
に
作
る
。

（
三
）『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
六
葉
表
、
第
九
五
条
に
「
學

者
及
百
姓
子
、
泄
露
人
隂
惡
私
鄙
之
罪
」
と
あ
る
。
ま
た

「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
四
葉
裏
に
「
第
三
十
二
戒
、
不
得

言
人
陰
私
」、「
第
三
十
一
戒
、
不
得
言
人
惡
事
、
猜
疑
百

端
」
と
あ
る
。

（
四
）『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
六
裏
表
、
第
九
七
条
に
「
學

者
及
百
姓
子
、
窺
人
書
䟽
察
微
之
罪
」
と
あ
る
。
ま
た
「
老
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君
説
一
百
八
十
戒
」
八
葉
表
に
「
第
一
百
三
戒
、
不
得
妄
發

讀
人
書
」
と
あ
る
。
な
お
『
無
上
秘
要
』
巻
四
五:

四
葉
裏

で
は
「
窺
」
を
「
視
」
に
作
る
。

（
五
）『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
六
葉
裏
、
第
九
八
条
に
「
學

者
及
百
姓
子
、
與
女
人
獨
行
獨
語
之
罪
」
と
あ
る
。
ま
た

「
獨
行
」
に
関
わ
る
戒
文
と
し
て
「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」

一
〇
葉
表
に
「
第
一
百
三
十
六
戒
、
不
得
獨
行
、
行
與
人

倶
」
と
あ
る
。

（
六
）
宗

⋩
『
觀
身
大
戒
文
』
五
葉
裏
、
第
八
四
条
に
「
道
學

不
得
説
人
祖
宗
善
悪
」、
六
葉
表
、
第
八
八
条
に
「
道
學
不

得
親
宗
族
」、
六
葉
表
、
第
八
九
戒
に
「
道
學
不
得
踈
異

姓
」
と
あ
り
、
血
縁
関
係
に
言
及
す
る
戒
文
が
こ
の
後
に
複

数
続
く
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
「
宗
人
」
の
意
で
解
釈
し
た
。

（
七
）『
無
上
秘
要
』
巻
四
五
に
は
対
応
す
る
戒
文
が
な
い
が
、

『
要
修
科
儀
戒
律
鈔
』
巻
六:

二
葉
表
に
は
「
不
得
與
女
人

同
行
行
必
有
宗
」
と
あ
る
。「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
一
二

葉
裏
に
は
「
第
一
百
六
十
一
戒
、
不
得
與
女
人
同
行
」
と
あ

る
。

【
通
釈
】

道
を
学
ぶ
者
は
、
世
俗
の
人
々
の
結
婚
に
関
与
し
て
は
な
ら
な

071
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
を
世
俗
の
人
々
の
結
婚
に
関
与
さ
せ
て

072
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
世
俗
の
芸
者
の
奏
で
る
音
楽
に
馴
染
ん
で
は

073
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
を
世
俗
の
芸
者
の
奏
で
る
音
楽
に
馴
染

074
ま
せ
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
人
の
隠
れ
た
秘
密
や
卑
し
い
こ
と
を
も
ら
し

075
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
人
の
隠
れ
た
秘
密
や
卑
し
い
こ
と
を

076
も
ら
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
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道
を
学
ぶ
者
は
、
む
や
み
に
人
の
手
紙
を
覗
き
見
る
こ
と
を
求

077
め
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
む
や
み
に
人
の
手
紙
を
覗
き
見
る
こ

078
と
を
求
め
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
女
人
と
独
り
で
語
っ
た
り
同
行
し
た
り
し
て

079
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
女
人
と
同
行
し
て
は
な
ら
ず
、
行
く
時
は
必

080
ず
同
じ
宗
族
の
者
を
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
一
～
八
九
条
（
五
葉
裏
～
六
葉
表
）

【
正
文
】

道
學
不
得
與
女
人
同
座
男
女
羣
居
。

081
道
學
不
得
與
女
人
同
食
交
錯
衣
物
。

082
道
學
不
得
親
教
女
人
。

083

道
學
不
得
説
人
祖
宗
善
悪
。

084
道
學
不
得
靣
譽
世
人
。

085
道
學
不
得
以
毒
藥
投
淵
池
江
海
中
。

086
道
學
不
得
教
人
以
毒
藥
投
淵
池
江
海
中
。

087
道
學
不
得
親
宗
族
。

088
道
學
不
得
踈
異
姓
。

089【
訓
読
】

道
學

女
人
と
座
を
同
じ
く
し
男
女
羣
居
す
る
を
得
ざ
れ

（
一
）

。

081
三
099

道
學

女
人
と
食
を
同
じ
く
し
衣
物
を
交
錯
す
る
を
得
ざ
れ

（
二
）

。

082
三
100

道
學

親
し
く
女
人
を
教
ふ
る
を
得
ざ
れ
。

083
道
學

人
の
祖
宗
の
善
悪
を
説
く
を
得
ざ
れ

（
三
）

。

三

老

084

094

033

道
學

靣
し
て
世
人
を
譽
む
る
を
得
ざ
れ

（
四
）

。

三

老

085

093

034

道
學

毒
藥
を
以
て
淵
池
江
海
の
中
に
投
ず
る
を
得
ざ
れ

（
五
）

。

086
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三

老

107

036

道
學

人
を
し
て
毒
藥
を
以
て
淵
池
江
海
の
中
に
投
ぜ
し
む
る

087
を
得
ざ
れ
。

道
學

宗
族
に
親
し
む
を
得
ざ
れ
。

老

088

037

道
學

異
姓
を
踈
ん
ず
る
を
得
ざ
れ

（
六
）

。

089【
注
釈
】

（
一
）『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
六
葉
裏
、
第
九
九
条
に
「
學

者
及
百
姓
子
、
男
女
羣
居
之
罪
」
と
あ
る
。
な
お
「
老
君
説

一
百
八
十
戒
」
一
〇
葉
裏
に
「
第
一
百
三
十
九
戒
、
不
得
帯

女
人
入
山
、
皆
應
別
岐
異
室
」、
一
二
葉
裏
に
「
第
一
百
六

十
二
戒
、
不
得
與
男
女
冥
室
中
共
語
」、
同
じ
く
「
第
一
百

六
十
四
戒
、
凡
男
女
不
得
共
坐
食
飲
交
手
授
受
」
と
あ
る
の

が
参
照
さ
れ
る
。

（
二
）『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
六
葉
裏
、
第
一
〇
〇
条
に

「
學
者
及
百
姓
子
、
男
女
共
食
交
錯
衣
物
之
罪
」
と
あ
る
。

「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
一
二
葉
裏
に
「
第
一
百
六
十
四
戒
、

凡
男
女
不
得
共
坐
食
飲
交
手
授
受
」
と
あ
る
の
が
参
照
さ
れ

る
。
な
お
『
無
上
秘
要
』
巻
四
五:

五
葉
表
及
び
『
要
修
科

儀
戒
律
抄
』
二
葉
表
で
は｢

錯｣

を
「
借
」
に
作
る
。

（
三
）『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
六
葉
裏
、
第
九
四
条
に
「
學

者
及
百
姓
子
、
説
人
尊
上
過
惡
之
罪
」
と
あ
る
。
な
お
二
三

葉
表
三
七
戒
に｢

學
者
及
百
姓
子
、
惡
口
赤
舌
之
罪｣

と
も
あ

る
。「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
四
葉
裏
に
は
「
第
三
十
三
戒
、

不
得
説
人
父
母
本
末
善
惡
」
と
あ
る
。
な
お
『
無
上
秘
要
』

巻
四
五:

五
葉
表
で
は
「
祖
宗
」
を
「
祖
父
母
」
に
作
る
。

ま
た
、
第
八
四
条
と
第
八
五
条
の
間
に
「
道
學
不
得
教
人
説

人
祖
父
母
善
悪
」
の
戒
文
が
あ
り
、
こ
れ
以
降
は
各
戒
の
条

数
が
『
觀
身
大
戒
文
』
と
は
一
つ
ず
つ
ず
れ
る
。

（
四
）『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
六
葉
表
、
第
九
三
条
に
「
學

者
及
百
姓
子
、
面
譽
世
人
隂
毀
善
人
之
罪
」
と
あ
る
。
ま
た

「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
四
葉
裏
に
「
第
三
十
四
戒
、
不
得
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面
譽
人
屏
處
論
人
惡
」
と
あ
る
。

（
五
）『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
七
葉
表
、
第
一
〇
七
条
に

「
學
者
及
百
姓
子
、
毒
藥
投
水
傷
生
之
罪
」
と
あ
る
。
ま
た

「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
四
葉
裏
に
「
第
三
十
六
戒
、
不
得

以
毒
藥
投
淵
池
江
海
中
」
と
あ
る
。

（
六
）『
無
上
秘
要
』
巻
四
五:

五
葉
裏
に
お
い
て
は
第
八
八
戒
の

「
親
」
を
「
踈
」、
第
八
九
戒
の
「
踈
」
を
「
親
」
に
作
り
、

底
本
と
は
反
対
に
宗
族
を
う
と
ん
じ
て
異
姓
に
親
し
む
こ
と

を
戒
め
て
い
る
。『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
七
葉
裏
、

第
一
〇
六
条
も
こ
れ
と
同
じ
主
旨
で
「
學
者
及
百
姓
子
、
踈

宗
族
親
異
姓
之
罪
」
と
す
る
。
一
方
、「
老
君
説
一
百
八
十

戒
」
四
葉
裏
に
は
「
第
三
十
七
戒
、
不
得
獨
與
宗
族
為
親
」

と
あ
り
、『
要
修
科
儀
戒
律
鈔
』
二
葉
表
に
も
「
不
得
親
宗

族
」、「
不
得
踈
異
姓
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
老
君
説
一
百

八
十
戒
」
か
ら
の
影
響
を
想
定
し
、
宗
族
の
み
に
親
し
ん
で

異
姓
を
遠
ざ
け
る
こ
と
へ
の
戒
め
と
し
て
解
釈
す
る
。

【
通
釈
】

道
を
学
ぶ
者
は
、
女
人
と
席
を
共
に
し
男
女
が
群
れ
集
ま
っ
て

081
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
女
人
と
共
に
食
事
し
衣
服
や
持
ち
物
を
一
緒

082
に
し
た
り
貸
し
借
り
し
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
女
人
を
直
接
教
え
て
は
な
ら
な
い
。

083
道
を
学
ぶ
者
は
、
人
の
家
の
祖
先
の
善
悪
を
論
じ
て
は
な
ら
な

084
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
世
俗
の
人
を
面
と
向
か
っ
て
誉
め
ち
ぎ
っ
て

085
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
毒
薬
を
淵
や
池
、
川
や
海
等
の
水
中
に
投
げ

086
込
ん
で
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
毒
薬
を
淵
や
池
、
川
や
海
等
の
水
中

087
に
投
げ
込
ま
せ
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
自
分
の
宗
族
の
者
と
〔
ば
か
り
〕
親
し
ん
で

088
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は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、〔
同
族
を
重
ん
じ
る
あ
ま
り
〕
宗
族
外
の
者
を

089
疎
ん
じ
て
は
な
ら
な
い
。

（
第
六
一
条
～
第
八
九
条
訳
注

吉
澤
明
希
）

第
九
〇
～
九
七
条
（
六
葉
表
）

【
正
文
】

道
學
不
得
教
人
落
子
傷
胎
。

090
道
學
不
得
教
人
離
別
家
室
。

091
道
學
不
得
因
恨
報
怨
。

092
道
學
不
得
淫
愛
弟
子
。

093
道
學
不
得
妄
聚
集
人
衆
。

094
道
學
不
得
教
人
妄
聚
集
人
衆
。

095
道
學
不
得
投
書
（
讚
）
〔
譖
〕（

一
）

世
人
。

096

道
學
不
得
教
人
投
書
（
讚
）
〔
譖
〕（

二
）

世
人
。

097【
校
訂
】

（
一
）
譖

⋩
原
文
は
「
讚
」
に
作
る
。
『
無
上
秘
要
』
巻

四
十
五
：
六
葉
表
、
第
九
九
条
に
「
道
學
不
得
投
書

譛
世
人
」
、
『
要
修
科
儀
戒
律
鈔
』
巻
六
：
二
葉
表
お

よ
び
「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
五
葉
表
（
第
四
三

条
）
に
は
共
に
「
第
四
十
三
戒
、
不
得
投
書
譛
人
」
、

『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
七
葉
表
、
第
一
一
〇

条
に
「
學
者
及
百
姓
子
、
投
書
譛
人
之
罪
」
と
あ
る

こ
と
か
ら
「
譖
」（
譛
の
本
字
）
に
改
め
る
。

（
二
）
譖

⋩
原
文
は
「
讚
」
に
作
る
。
前
項
参
照
。
『
無

上
秘
要
』
巻
四
五
：
六
葉
表
、
第
一
〇
〇
条
に
は

「
道
學
不
得
教
人
投
書
譛
世
人
」
と
あ
り
、
や
は
り

「
譛
」
に
作
る
。
「
譖
」
（
譛
の
本
字
）
に
改
め
る
。



- 163 -

【
訓
読
】

道
學

人
を
し
て
子
を
落
と
し
胎
を
傷
つ
け
し
む
る
を
得

090
ざ
れ
。（

一
）

老

三

013

105

道
學

人
を
し
て
家
室
と
離
別
せ
し
む
る
を
得
ざ
れ
。（

二
）

091
三

老

104

041

道
學

恨
み
に
因
り
て
怨
み
に
報
い
る
を
得
ざ
れ
。（

三
）

092
老
169

道
學

弟
子
を
淫
愛
す
る
を
得
ざ
れ
。（

四
）

三

老

093

108

081

老
021

道
學

妄
り
に
人
衆
を
聚
集
す
る
を
得
ざ
れ
。（

五
）

三

094

109

老
155

道
學

人
を
し
て
妄
り
に
人
衆
を
聚
集
せ
し
む
る
を
得
ざ

095
れ
。

道
學

書
を
投
じ
て
世
人
を
譖
る
を
得
ざ
れ
。（

六
）

三

096

110

老
043

道
學

人
を
し
て
書
を
投
じ
て
世
人
を
譖
ら
し
む
る
を
得

097

ざ
れ
。

【
注
釈
】

（
一
）
『
無
上
秘
要
』
巻
四
五
：
五
葉
裏
第
九
一
条
に
は
、

「
教
人
」
の
二
字
が
無
い
。
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重

經
』
二
七
葉
表
、
第
一
〇
五
条
に
、
「
學
者
及
百
姓
子
、

落
子
傷
胎
之
罪
」
と
あ
り
、
「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」

三
葉
裏
に
、
「
第
十
三
戒
、
不
得
以
藥
落
去
子
」
と
あ

る
。
ま
た
『
要
修
科
儀
戒
律
鈔
』
巻
六
：
二
葉
表
に
、

「
不
得
落
子
傷
胎
」
と
あ
る
。
述
べ
て
い
る
こ
と
は

す
べ
て
同
様
で
あ
る
。
た
だ
、
『
觀
身
大
戒
文
』
は
使

役
形
に
作
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
留
意
す
べ
き
で

あ
る
。

（
二
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
七
葉
表
、
第
一
〇
四

条
に
「
學
者
及
百
姓
子
、
離
別
家
室
之
罪
」
と
あ
り
、

「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
五
葉
表
に
、
「
第
四
十
一
戒
、
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不
得
別
離
他
人
家
口
」
と
あ
る
。

（
三
）
「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
一
三
葉
表
に
、
「
第
一
百

六
十
九
戒
、
若
人
以
惡
向
汝
、
汝
重
以
善
往
報
之
、

不
得
怨
尤
」
と
あ
る
。
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二

六
葉
裏
、
第
一
〇
三
条
に
「
學
者
及
百
姓
子
、
因
公

報
冤
之
罪
」
と
あ
る
の
は
、
や
や
趣
旨
が
外
れ
る
も

の
の
、
や
は
り
『
老
子
』
の
「
怨
み
に
報
ゆ
る
に
徳

を
以
て
す
」
（
通
行
本
第
六
三
章
）
の
精
神
を
反
映
し

て
い
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
よ
う
。
『
無
上
秘
要
』
巻
四

五
：
五
葉
裏
に
は
、
本
条
の
次
（
九
四
条
）
に
「
道

學
不
得
教
人
因
恨
報
怨
」
と
す
る
一
条
が
あ
る
。
な

お
、
『
觀
身
大
戒
文
』
一
一
葉
裏
、
第
一
九
六
条
に

「
道
學
人
施
惡
於
己
、
己
受
惡
、
不
得
有
怨
」
、
同
じ

く
第
一
九
七
条
に
「
道
學
不
得
懐
怨
恚
報
於
人
」
と

あ
り
、
趣
旨
が
重
複
す
る
。

（
四
）
『
無
上
秘
要
』
巻
四
五
：
五
葉
裏
、
第
九
五
条
に
は
、

「
淫
愛
」
を
「
輕
淩
」
に
作
る
。
『
三
元
品
戒
功
德
輕

重
經
』
二
七
葉
表
、
一
〇
八
条
に
「
學
者
及
百
姓
子
、

匿
愛
弟
子
之
罪
」
と
あ
り
、
「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」

七
葉
表
に
「
第
八
十
一
戒
、
不
得
視
弟
子
偏
頗
、
視

弟
子
當
如
其
子
」
と
あ
る
。
ま
た
、
四
葉
表
に
「
第

二
十
一
戒
、
不
得
輕
慢
弟
子
、
邪
寵
以
亂
真
」
と
あ

る
。
な
お
、
『
無
上
秘
要
』
巻
四
五
：
五
葉
裏
に
は
、

本
条
の
次
（
第
九
六
条
）
に
「
道
學
不
得
教
人
輕
淩

弟
子
」
の
一
条
あ
り
。

（
五
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
七
葉
表
、
第
一
〇
九

条
に
「
學
者
及
百
姓
子
、
聚
集
人
衆
之
罪
」
と
あ
り
、

「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
一
二
葉
表
に
、
「
第
一
百
五

十
五
戒
、
常
時
無
事
、
不
得
多
聚
會
人
衆
、
飲
食
狼

藉
」
と
あ
る
。

（
六
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
七
葉
表
、
第
一
一
〇

条
に
「
學
者
及
百
姓
子
、
投
書
譛
人
之
罪
」
と
あ
り
、
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「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
五
葉
表
に
、
「
第
四
十
三
戒
、

不
得
投
書
譛
人
」
と
あ
る
。
『
要
修
科
儀
戒
律
鈔
』
巻

六
：
二
葉
表
に
は
、
「
不
得
投
書
譛
世
人
」
と
あ
る
。

【
通
釈
】

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
子
供
を
捨
て
て
堕
胎
さ
せ
て
は

090
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
夫
婦
を
別
れ
さ
せ
て
は
な
ら
な

091い
。道

を
学
ぶ
者
は
、
憎
し
み
に
よ
っ
て
人
の
恨
み
に
報
い
て

092
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
節
度
無
く
弟
子
を
偏
愛
し
て
は
い
け

093
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
む
や
み
に
人
々
を
集
め
て
は
な
ら
な

094
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
む
や
み
に
人
々
を
集
め
さ
せ

095

て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
書
状
を
届
け
て
世
俗
の
人
を
誹
謗
中

096
傷
し
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
書
状
を
届
け
て
世
俗
の
人
を

097
誹
謗
中
傷
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

第
九
八
～
一
〇
七
条
（
六
葉
裏
）

【
正
文
】

道
學
不
得
自
貴
。

098
道
學
不
得
教
人
自
貴
。

099
道
學
不
得
自
驕
。

100
道
學
不
得
教
人
自
驕
。

101
道
學
不
得
自
是
用
性
。

102
道
學
不
得
教
人
自
是
用
性
。

103
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道
學
不
得
妄
多
忌
諱
。

104
道
學
不
得
教
人
妄
多
忌
諱
。

105
道
學
不
得
希
望
人
物
。

106
道
學
不
得
教
人
希
望
人
物
。

107【
訓
読
】

道
學

自
ら
貴
と
し
と
す
る
を
得
ざ
れ
。（

一
）

三

老

098

102

045

道
學

人
を
し
て
自
ら
貴
と
し
と
せ
し
む
る
を
得
ざ
れ
。

099
道
學

自
ら
驕
る
を
得
ざ
れ
。（

二
）

三

老

100

102

046

道
學

人
を
し
て
自
ら
驕
ら
し
む
る
を
得
ざ
れ
。

101
道
學

自
ら
是
と
し
性
を
用
ふ
を
得
ざ
れ
。（

三
）

三

102

111

老
044

道
學

人
を
し
て
自
ら
是
と
し
性
を
用
ひ
し
む
る
を
得
ざ

103
れ
。

道
學

妄
り
に
忌
諱
を
多
く
す
る
を
得
ざ
れ
。（

四
）

三

104

112

老

老

120

119

道
學

人
を
し
て
妄
り
に
多
く
忌
諱
せ
し
む
る
を
得
ざ
れ
。

105
道
學

人
の
物
を
希
望
す
る
を
得
ざ
れ
。（

五
）

三

106

113

老
052

道
學

人
を
し
て
人
の
物
を
希
望
せ
し
む
る
を
得
ざ
れ
。

107【
注
釈
】

（
一
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
六
葉
裏
、
第
一
〇
二

条
に
「
學
者
及
百
姓
子
、
自
貴
驕
逸
之
罪
」
と
あ
り
、

「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
五
葉
表
に
「
第
四
十
五
戒
、

不
得
自
貴
」
と
あ
る
。

（
二
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
六
葉
裏
、
第
一
〇
二

条
に
「
學
者
及
百
姓
子
、
自
貴
驕
逸
之
罪
」
と
あ
り
、

「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
五
葉
表
に
「
第
四
十
六
戒
、

不
得
自
驕
」
と
あ
る
。
前
注
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、

も
と
も
と
天
師
道
の
「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
で
は

第
四
五
と
四
六
の
二
条
あ
っ
た
も
の
を
、
霊
宝
経
の
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『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
で
は
第
一
〇
二
条
に
一

本
化
し
、
そ
れ
が
こ
の
上
清
経
の
『
觀
身
大
戒
文
』

で
は
再
び
二
分
さ
れ
た
老
君
戒
の
面
目
を
取
り
戻
す

結
果
に
な
っ
て
い
る
様
子
が
窺
わ
れ
る
。
『
觀
身
大
戒

文
』
の
編
者
は
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
の
み
を

参
照
し
た
の
で
は
な
く
、
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』

が
基
づ
い
た
で
あ
ろ
う
老
君
戒
を
も
併
せ
て
参
照
し

て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

（
三
）
自
是
用
性

⋩
自
分
を
正
し
い
と
し
、
生
ま
れ
持
っ

た
才
を
過
信
す
る
こ
と
、
う
ぬ
ぼ
れ
て
自
己
の
才
を
誇

る
こ
と
、
自
用
。
「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
に
「
第
四

十
四
戒
、
不
得
自
用
」
と
あ
る
の
を
参
照
。
『
礼
記
』

中
庸
「
愚
而
好
自
用
」
。
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』

二
七
葉
表
、
第
一
一
一
条
に
「
學
者
及
百
姓
子
、
自

恃
用
性
之
罪
」
と
あ
る
。

（
四
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
七
葉
表
、
第
一
一
二

条
に
「
學
者
及
百
姓
子
、
妄
作
忌
諱
之
罪
」
と
あ
り
、

「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
九
葉
表
に
「
第
一
百
二
十

戒
、
不
得
自
多
忌
諱
」
と
あ
る
。
ま
た
、
『
無
上
秘

要
』
巻
四
五
：
六
葉
表
、
第
一
〇
七
条
及
び
『
要
修

科
儀
戒
律
鈔
』
二
葉
表
は
共
に
「
不
得
為
世
間
妄
多

忌
諱
」
と
す
る
。

（
五
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
七
葉
表
、
第
一
一
三

条
に
「
學
者
及
百
姓
子
、
希
人
事
物
之
罪
」
と
あ
り
、

「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
五
葉
裏
に
「
第
五
十
二
戒
、

不
得
希
望
人
物
」
と
あ
る
。

【
通
釈
】

道
を
学
ぶ
者
は
、
自
分
自
身
を
尊
い
と
し
て
は
な
ら
な
い
。

098
道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
自
分
自
身
を
尊
い
と
さ
せ
て
は

099
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
お
ご
り
高
ぶ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

100
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道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
お
ご
り
高
ぶ
ら
せ
て
は
な
ら
な

101
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
自
分
を
正
し
い
と
し
、
生
ま
れ
持
っ
た

102
才
を
過
信
し
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
自
分
を
正
し
い
と
し
、
生
ま
れ

103
持
っ
た
才
を
過
信
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
む
や
み
に
禁
忌
を
設
け
て
は
な
ら
な
い
。

104
道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
む
や
み
に
禁
忌
を
設
け
さ
せ
て

105
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
人
の
財
物
を
望
ん
で
は
な
ら
な
い
。

106
道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
人
の
財
物
を
望
ま
せ
て
は
な
ら

107
な
い
。

第
一
〇
八
～
一
一
六
条
（
七
葉
表
）

【
正
文
】

道
學
不
得
竭
陂
池
。

108
道
學
不
得
教
人
竭
陂
池
。

109
道
學
不
得
評
論
師
友
才
思
長
短
。

110
道
學
不
得
輕
慢
經
書
、
訾
毀
法
言
。

111
道
學
不
得
教
人
輕
慢
經
書
、
訾
毀
法
言
。

112
道
學
不
得
薄
賤
老
病
。

113
道
學
不
得
教
人
薄
賤
老
病
。

114
道
學
不
得
棄
薄
乞
人
。

115
道
學
不
得
教
人
棄
薄
乞
人
。

116【
訓
読
】

道
學

陂
池

（
一
）

を
竭
く
す
を
得
ざ
れ
。（

二
）

老

老

108

053

134

道
學

人
を
し
て
陂
池
を
竭
く
さ
し
む
る
を
得
ざ
れ
。

109
道
學

師
友
の
才
思
の
長
短
を
評
論
す
る
を
得
ざ
れ
。（

三
）

110
三

老

114

054
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道
學

經
書
を
輕
慢
し
、
法
言
を
訾
毀
す
る
を
得
ざ
れ
。

111
（
四
）

三

老

115

056

道
學

人
を
し
て
經
書
を
輕
慢
し
、
法
言
を
訾
毀
せ
し
む

112
る
を
得
ざ
れ
。

道
學

老
病
を
薄
賤
す
る
を
得
ざ
れ
。（

五
）

三

三

113

116

057

道
學

人
を
し
て
老
病
を
薄
賤
せ
し
む
る
を
得
ざ
れ
。

114
道
學

乞
人
を
棄
薄
す
る
を
得
ざ
れ
。（

六
）

三

115

117

道
學

人
を
し
て
乞
人
を
棄
薄
せ
し
む
る
を
得
ざ
れ
。

116【
注
釈
】

（
一
）
陂
池

⋩
人
工
的
に
作
ら
れ
た
ダ
ム
型
の
貯
水
池
。

村
松
弘
一
「
漢
代
淮
北
平
原
の
地
域
開
発
：
陂
の
建

設
と
澤
」
（
『
東
洋
文
化
研
究
』
八
、
二
〇
〇
六
年
）

参
照
。

（
二
）
「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
五
葉
裏
に
「
第
五
十
三
戒
、

不
得
竭
水
澤
」
、
一
〇
葉
表
に
「
第
一
百
三
十
四
戒
、

不
得
妄
開
決
陂
湖
」
と
あ
る
。

（
三
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
七
葉
裏
、
第
一
一
四

条
に
「
學
者
及
百
姓
子
、
評
論
師
友
長
短
之
罪
」
と

あ
り
、
ま
た
「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
五
葉
裏
に
は
、

「
第
五
十
四
戒
、
不
得
評
論
師
長
」
と
あ
る
。
な
お
、

『
無
上
秘
要
』
巻
四
五
：
六
葉
裏
に
は
本
条
の
次

（
第
一
一
四
条
）
に
「
道
學
不
得
教
人
評
論
師
友
才

思
長
短
」
の
一
条
あ
り
。

（
四
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
七
葉
裏
、
第
一
一
五

条
に
「
學
者
及
百
姓
子
、
輕
慢
經
教
法
言
之
罪
」
と

あ
り
、
「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
五
葉
裏
に
、
「
第
五

十
六
戒
、
不
得
輕
慢
經
教
」
と
あ
る
。

（
五
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
七
葉
裏
、
第
一
一
六

条
に
「
學
者
及
百
姓
子
、
薄
賤
他
人
老
病
之
罪
」、

「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
五
葉
裏
に
「
第
五
十
七
戒
、

不
得
慢
老
人
」
と
あ
る
。
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（
六
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
七
葉
裏
、
第
一
一
七

条
に
「
學
者
及
百
姓
子
、
棄
薄
乞
人
之
罪
」
と
あ
る
。

【
通
釈
】

道
を
学
ぶ
者
は
、
貯
水
池
を
枯
渇
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

108
道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
貯
水
池
を
枯
渇
さ
せ
る
よ
う

109
に
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
先
生
や
友
人
の
才
能
や
思
慮
の
長
所

110
や
短
所
を
批
評
し
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
経
典
を
軽
ん
じ
侮
っ
て
教
え
の
言
葉

111
を
非
難
し
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
経
典
を
軽
ん
じ
侮
っ
て
教
え

112
の
言
葉
を
非
難
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
老
人
や
病
人
を
軽
ん
じ
卑
し
ん
で
は

113
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
老
人
や
病
人
を
軽
ん
じ
卑
し

114

ま
せ
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
物
乞
い
を
疎
ん
じ
て
は
な
ら
な
い
。

115
道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
物
乞
い
を
疎
ん
じ
さ
せ
て
は

116
な
ら
な
い
。

（
第
九
〇
条
～
第
一
一
六
条
訳
注

長
谷
川

隆
一
）

第
一
一
七
～
一
二
六
戒
（
七
葉
表
～
裏
）

【
正
文
】

道
學
不
得
恃
威
勢
以
凌
世
間
。

117
道
學
不
得
教
人
恃
威
勢
以
凌
世
間
。

118
道
學
不
得
阿
黨
所
親
。

119
道
學
不
得
教
人
阿
黨
所
親
。

120
道
學
不
得
與
父
母
別
門
異
戸
。

121
道
學
不
得
教
人
與
父
母
別
門
異
戸
。

122
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道
學
不
得
嗔
恚
弟
子
。

123
道
學
不
得
嗔
責
世
人
。

124
道
學
不
得
罵
人
爲
奴
婢
畜
生
。

125
道
學
不
得
墨
奴
婢
面
傷
其
四
體
。

126【
訓
読
】

道
學

威
勢
を
恃
み
て
以
て
世
間
を
凌
ぐ
を
得
ざ
れ
。（

一
）

117
三

老

118

60

道
學

人
を
し
て
威
勢
を
恃
み
て
以
て
世
間
を
凌
が
し
む

118
る
を
得
ざ
れ
。

道
學

親
し
む
所
に
阿
黨
す
る
を
得
ざ
れ
。（

二
）

三

119

119

老
61

道
學

人
を
し
て
親
し
む
所
を
阿
黨
せ
し
む
る
を
得
ざ
れ
。

120
道
學

父
母
と
門
を
別
ち
戸
を
異
に
す
る
を
得
ざ
れ
。（

三
）

121
三

老

120

63

道
學

人
を
し
て
父
母
と
門
を
別
ち
戸
を
異
に
せ
し
む
る

122

を
得
ざ
れ
。

道
學

弟
子
を
嗔
恚
す
る
を
得
ざ
れ
。（

四
）

三

老

123

121

64

道
學

世
人
を
嗔
責
す
る
を
得
ざ
れ
。（

五
）

三

124

122

道
學

人
を
罵
り
て
奴
婢
畜
生
と
為
す
を
得
ざ
れ
。（

六
）

125
老
65

道
學

奴
婢
の
面
に
墨
し
其
の
四
體
を
傷
つ
く
る
を
得
ざ

126
れ
。（

七
）

老
67

【
注
釈
】

（
一
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
七
葉
裏
、
第
一
一
八

条
に
「
學
者
及
百
姓
子
乘
威
勢
以
凌
世
人
之
罪
」
と

あ
る
。
又
「
老
君
一
百
八
十
戒
」
五
葉
裏
に
「
第
六

十
戒
、
不
得
恃
威
勢
以
凌
人
」
と
あ
る
。

（
二
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
七
葉
裏
、
第
一
一
九

条
に
「
學
者
及
百
姓
子
阿
黨
所
親
之
罪
」
と
あ
る
。

「
老
君
一
百
八
十
戒
」
に
「
第
六
十
一
戒
、
不
得
阿
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黨
所
親
」
と
あ
る
。

（
三
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
七
葉
裏
、
第
一
二
〇

条
に
「
學
者
及
百
姓
子
父
母
兄
弟
各
別
離
居
之
罪
」

と
あ
る
。
「
老
君
一
百
八
十
戒
」
に
「
第
六
十
三
戒
、

不
得
門
戸
別
離
居
」
と
あ
る
。

（
四
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
八
葉
表
、
第
一
二
一

条
に
「
學
者
及
百
姓
子
瞋
恚
弟
子
之
罪
」
と
あ
る
。

「
老
君
一
百
八
十
戒
」
に
「
第
六
十
四
戒
、
不
得
起

瞋
恚
」
と
あ
る
。

（
五
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
八
葉
表
、
第
一
二
二

条
に
「
學
者
及
百
姓
子
恚
責
善
人
之
罪
」
と
あ
る
。

（
六
）
「
老
君
一
百
八
十
戒
」
に
「
第
六
十
五
戒
、
不
得
罵

人
作
奴
婢
」
と
あ
る
。

（
七
）
「
老
君
一
百
八
十
戒
」
に
「
第
六
十
七
戒
、
不
得
黥

奴
婢
面
」
と
あ
る
。

【
通
釈
】

道
を
学
ぶ
者
は
、
権
威
や
勢
力
を
頼
み
と
し
て
世
間
を

117
侮
っ
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
人
に
権
威
や
勢
力
を
頼
み
と
し
て
世

118
間
を
侮
ら
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
近
親
者
に
へ
つ
ら
い
お
も
ね
っ
て
は

119
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
近
親
者
に
へ
つ
ら
い
お
も
ね

120
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
父
母
と
門
戸
を
分
け
て
暮
ら
し
て
は

121
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
父
母
と
門
戸
を
分
け
て
暮
ら

122
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
弟
子
に
怒
り
を
抱
い
て
は
な
ら
な
い
。

123
道
を
学
ぶ
者
は
、
世
の
な
か
の
人
び
と
を
武
装
さ
せ
て

124
は
な
ら
な
い
。
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道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
を
奴
婢
、
畜
生
な
ど
と
罵
り
呼

125
ん
で
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
奴
婢
の
顔
に
入
れ
墨
し
、
そ
の
体
を

126
傷
つ
け
て
は
な
ら
な
い
。

第
一
二
七
～
一
三
六
戒
（
七
葉
裏
～
八
葉
表
）

【
正
文
】

道
學
不
得
快
人
過
失
。

127
道
學
不
得
教
人
快
人
過
失
。

128
道
學
不
得
斂
告
煩
擾
世
間
。

129
道
學
不
得
爲
世
俗
人
作
禮
主
。

130
道
學
不
得
為
人
圖
山
立
宅
。

131
道
學
不
得
占
知
世
間
吉
凶
。

132
道
學
不
得
教
人
占
知
世
間
吉
凶
。

133

道
學
不
得
去
就
背
向
。

134
道
學
不
得
教
人
去
就
背
向
。

135
道
學
不
得
與
世
人
羣
處
。

136【
訓
読
】

道
學

人
の
過
失
を
快
し
と
す
る
を
得
ざ
れ
。（

一
）

三

127

131

老
69

道
學

人
を
し
て
人
の
過
失
を
快
し
と
せ
し
む
る
を
得
ざ

128
れ
。

道
學

斂
告
し
て
世
間
を
煩
擾
す
る
を
得
ざ
れ
。

129
道
學

世
俗
の
人
の
爲
に
禮
主

（
二
）

と
作
る
を
得
ざ
れ
。

130
（
三
）

老
76

道
學

人
の
爲
に
山
を
圖
り
宅
を
立
つ
る
を
得
ざ
れ
。（

四
）

131
老
77

道
學

世
間
の
吉
凶
を
占
知
せ
し
む
る
を
得
ざ
れ
。

132
道
學

人
を
し
て
世
間
の
吉
凶
を
占
知
せ
し
む
る
を
得
ざ

133
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れ
。

道
學

去
就
背
向

（
五
）

す
る
を
得
ざ
れ
。

134
道
學

人
を
し
て
去
就
背
向
せ
し
む
る
を
得
ざ
れ
。（

六
）

135
三
132

道
學

世
人
と
羣
處
す
る
を
得
ざ
れ
。

136【
注
釈
】

（
一
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
八
葉
裏
、
第
一
三
一

条
に
「
學
者
及
百
姓
子
快
人
過
失
之
罪
」
と
あ
る
。

「
老
君
一
百
八
十
戒
」
に
「
第
六
十
九
戒
、
不
得
快

人
死
敗
」
と
あ
る
。

（
二
）
禮
主

⋩
儒
家
の
礼
に
お
け
る
祭
主
で
あ
ろ
う
。

「
老
君
一
百
八
十
戒
」
で
は
「
作
禮
頭
主
」
と
す
る
。

（
三
）
「
老
君
一
百
八
十
戒
」
六
葉
裏
に
「
第
七
十
六
戒
、

不
複
為
世
俗
人
作
禮
頭
主
」
と
あ
る
。
『
要
修
科
儀
戒

律
鈔
』
巻
六
に
本
条
に
対
応
す
る
戒
条
な
し
。

（
四
）
「
老
君
一
百
八
十
戒
」
六
葉
裏
に
「
第
七
十
七
戒
、

不
得
為
人
圖
山
立
塚
宅
起
屋
」
と
あ
る
。

（
五
）
去
就
背
向

⋩
人
に
そ
む
い
た
り
付
い
た
り
で
、

落
ち
着
き
が
な
い
こ
と
。
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』

で
は
「
去
就
背
向
非
道
」
と
し
て
、
去
就
が
定
ま
ら

ず
道
に
悖
っ
て
い
る
状
態
と
す
る
。

（
六
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
八
葉
裏
、
第
一
三
二

条
に
「
學
者
及
百
姓
子
去
就
背
向
非
道
之
罪
」
と
あ

る
。

【
通
釈
】

道
を
学
ぶ
者
は
、
人
の
過
失
を
喜
ん
で
は
な
ら
な
い
。

127
道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
人
の
過
失
を
喜
ば
さ
せ
て
は

128
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
苛
斂
誅
求
し
て
世
間
の
人
を
苦
し
め

129
て
は
な
ら
な
い
。
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道
を
学
ぶ
者
は
、
世
間
の
人
の
為
に
〔
儒
家
の
〕
礼
の

130
祭
主
と
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
人
の
た
め
に
山
の
地
形
を
視
て
墓
や

131
屋
敷
を
建
て
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
世
間
の
吉
凶
を
占
っ
て
は
な
ら
な
い
。

132
道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
世
間
の
吉
凶
を
占
わ
せ
て
は

133
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
去
就
に
常
が
な
い
よ
う
で
あ
っ
て
は

134
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
去
就
に
常
が
な
い
よ
う
に
さ

135
せ
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
世
俗
の
人
々
と
群
れ
集
っ
て
は
な
ら

136
な
い
。

第
一
三
七
～
一
四
二
戒
（
八
葉
右
～
左
）

【
正
文
】

道
學
不
得
無
故
見
貴
人
。

137
道
學
不
得
乘
車
載
馬
。

138
道
學
不
得
奪
人
所
欲
。

139
道
學
不
得
騁
馳
流
俗
、
求
競
世
間
。

140
道
學
不
得
慶
弔
世
間
、
求
悅
衆
人
。

141
道
學
不
得
掩
他
人
之
功
名
爲
己
德
。

142【
訓
読
】

道
學

故
無
く
し
て
貴
人
に
見
ゆ
る
を
得
ざ
れ
。

137
道
學

車
に
乘
り
馬
に
載
る
を
得
ざ
れ
。

138
道
學

人
の
欲
す
る
所
を
奪
ふ
を
得
ざ
れ
。（

一
）

三

139

135

道
學

流
俗
に
騁
馳
し
世
間
と
競
う
を
求
む
る
を
得
ざ
れ
。

140
（
二
）

三

老

136

83

道
學

世
間
に
慶
弔
し
、
衆
人
を
悦
ば
さ
ん
と
求
む
る
を

141
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得
ざ
れ
。（

三
）

三
137

道
學

他
人
の
功
名
を
掩
い
己
の
徳
と
爲
す
を
得
ざ
れ
。

142
（
四
）

三

老

138

85

【
注
釈
】

（
一
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
八
葉
裏
、
第
一
三
五

条
に
「
學
者
及
百
姓
子
奪
人
所
好
之
罪
」
と
あ
る
。

（
二
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
八
葉
裏
、
第
一
三
六

条
に
「
學
者
及
百
姓
子
馳
騁
流
俗
求
競
世
間
之
罪
」

と
あ
る
。
「
老
君
一
百
八
十
戒
」
七
葉
右
に
「
第
八
十

三
戒
、
不
得
騁
馳
世
俗
、
吊
問
死
喪
。
宜
密
哀
恤

之
」
と
あ
る
。

（
三
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
八
葉
裏
、
第
一
三
七

条
に
「
學
者
及
百
姓
子
慶
弔
世
間
求
悦
衆
人
之
罪
」

と
あ
る
。

（
四
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
八
葉
裏
、
第
一
三
八

条
に
「
學
者
及
百
姓
子
認
他
人
之
功
以
爲
己
德
之

罪
」
と
あ
る
。
「
老
君
一
百
八
十
戒
」
七
葉
右
に
「
第

八
十
五
戒
、
不
得
敗
人
成
功
、
言
是
己
徳
」
と
あ
る
。

【
通
釈
】

道
を
学
ぶ
者
は
、
理
由
な
く
身
分
の
貴
い
人
と
会
っ
て

137
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
車
や
馬
に
乗
っ
て
は
な
ら
な
い
。

138
道
を
学
ぶ
者
は
、
人
の
欲
し
が
っ
て
い
る
も
の
を
奪
っ

139
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
世
事
に
奔
走
し
て
世
俗
の
人
々
と
競

140
い
争
っ
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
世
俗
の
人
々
に
慶
賀
や
弔
問
の
挨
拶

141
を
し
て
彼
ら
の
歓
心
を
買
っ
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
人
々
の
功
績
を
隠
し
て
自
分
の
徳
と

142
し
て
は
な
ら
な
い
。
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（
第
一
〇
七
～
一
四
二
条
訳
注

成
田
優
子
）

第
一
四
三
～
一
五
一
条
（
八
葉
裏
～
九
葉
表
）

【
正
文
】

道
學
不
得
卧
寢
金
寳
雕
牀
。

143
道
學
不
得
與
名
人
飲
食
好
惡
。

144
道
學
不
得
驚
懼
百
姓
、
妄
說
（
哀
）〔
衰
〕（

一
）

厄
。

145
道
學
不
得
驚
懼
鳥
獸
、
促
以
窮
地
。

146
道
學
不
得
妄
驚
怖
老
小
。

147
道
學
不
得
輕
凌
官
長
有
司
。

148
道
學
不
得
預
世
間
論
議
曲
直
。

149
道
學
不
得
施
恵
追

。

150
道
學
不
得
遊
遨
无
度
。

151

【
校
訂
】

（
一
）
衰

⋩
底
本
は
「
哀
」
に
作
る
。
『
無
上
秘
要
』
巻

四
五
：
八
葉
裏
、
第
一
五
三
条
お
よ
び
『
要
修
科
儀

戒
律
鈔
』
巻
六
：
三
葉
表
に
は
共
に
「
不
得
驚
怛
百

姓
妄
說
衰
戹
」
と
あ
り
、
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』

三
〇
葉
表
、
第
一
四
〇
条
に
は
「
学
者
及
百
姓
子
驚

百
姓
衰
厄
之
罪
」
と
あ
る
の
に
よ
り
、
「
衰
」
に
改
め

る
。

【
訓
読
】

道
學

金
寶
の
彫
牀
に
卧
寢
す
る
を
得
ざ
れ
。（

一
）

143

老
086

道
學

人
の
飲
食
好
惡
を
與
に
名
づ
く
る
を
得
ざ
れ
。（

二
）

144
三
139

老
090
老
133

道
學

百
姓
を
驚
懼
せ
し
め
、
妄
り
に
衰
厄

（
三
）

を
說
く

145
を
得
ざ
れ
。（

四
）

三
140
老
089

道
學

鳥
獸
を
驚
懼
せ
し
め
、
促
す
に
窮
地
に
以
て
す
る

146
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を
得
ざ
れ
。（

五
）

三
141
老
132

道
學

妄
り
に
老
小
を
驚
怖
せ
し
む
る
を
得
ざ
れ
。（

六
）

147
三
142

道
學

官
長
有
司
を
輕
凌
す
る
を
得
ざ
れ
。（

七
）

148

三
143

道
學

世
間
の
曲
直
を
論
議
す
る
に
預
か
る
を
得
ざ
れ
。

149
（
八
）

三
144
老
093

道
學

惠
を
施
し
て
追

す
る
を
得
ざ
れ
。（

九
）

150

三
146

道
學

遊
遨
し
て
度
无
き
を
得
ざ
れ
。（

一
〇
）

151

三
148
老
070

老
096

【
注
釈
】

（
一
）
卧
寢
金
寳
雕
牀

⋩
貴
金
属
や
宝
石
で
飾
り
付
け

ら
れ
た
寝
台
に
臥
せ
る
の
意
。
「
老
君
説
一
百
八
十

戒
」
七
葉
表
に
「
第
八
六
戒
、
不
得
擇
好
室
舍
好
牀

卧
息
」
と
あ
る
。
贅
沢
な
寝
台
を
禁
じ
る
点
で
仏
教

の
沙
弥
戒
（
『
四
分
律
』
巻
三
四:

Ｔ
二
二
、
八
一
〇

ｂ
に
「
盡
形
壽
不
得
高
廣
大
床
上
坐
」
）
と
似
る
。

（
二
）
與
名
人
飲
食
好
惡

⋩
「
與
名
」
は
共
に
名
ざ
す

意
。
他
人
の
飲
食
の
好
き
嫌
い
に
関
し
て
、
弟
子
な

ど
と
共
に
名
指
し
し
て
論
評
す
る
の
意
。
『
三
元
品
戒

功
德
輕
重
經
』
三
〇
葉
表
、
第
一
三
九
条
に
「
學
者

及
百
姓
子
、
言
人
飲
食
好
惡
之
罪
」
、
「
老
君
説
一
百

八
十
戒
」
七
葉
裏
に
「
第
九
十
戒
、
不
得
擇
人
飲
食

爲
好
惡
説
」
、
同
一
〇
葉
表
「
第
一
百
三
十
三
戒
、
不

得
向
弟
子
評
論
人
家
食
飲
善
惡
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

（
三
）
衰
厄

⋩
星
辰
年
月
日
な
ど
の
巡
り
合
わ
せ
の
悪

さ
か
ら
、
人
家
に
降
り
か
か
る
衰
運
の
災
厄
。
『
眞

誥
』
巻
七
：
一
六
葉
裏
に
「
人
家
有
疾
病
、
死
喪
、

衰
厄
、
光
恠
、
夢
悟
、
錢
財
滅
耗
、
可
以
禳
厭
。
唯

應
分
解
冢
訟
墓
注
爲
急
。
不
能
解
釋
、
禍
方
未
已
。

右
保
命
答
許
長
史
」（
甄
命
授
第
三
）
と
あ
る
。

（
四
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
三
〇
葉
表
、
第
一
四
〇
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条
に
「
學
者
及
百
姓
子
、
驚
懼
百
姓
哀
厄
之
罪
」
と

あ
る
。
「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
七
葉
裏
に
「
第
八
十

九
戒
、
不
得
驚
怛
、
令
人
恐
悸
」
と
あ
る
。
な
お

『
無
上
秘
要
』
巻
四
五
：
八
葉
裏
は
、
本
条
の
次
に

「
道
學
不
得
教
人
驚
懼
百
姓
、
妄
說
衰
厄
」
の
一
条

あ
り
。

（
五
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
三
〇
葉
表
、
第
一
四
一

条
に
「
學
者
及
百
姓
子
、
驚
懼
鳥
獸
、
促
著
窮
地
之

罪
」
と
あ
る
。
「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
一
〇
葉
表
に

「
第
一
百
三
十
二
戒
、
不
得
驚
鳥
獸
」
と
あ
る
。

（
六
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
三
〇
葉
表
、
第
一
四
二

条
に
「
學
者
及
百
姓
子
、
驚
怖
老
少
之
罪
」
と
あ
る
。

（
七
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
三
〇
葉
表
、
第
一
四
三

条
に
「
學
者
及
百
姓
子
、
輕
凌
官
長
有
司
之
罪
」
と

あ
る
。

（
八
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
三
〇
葉
表
、
第
一
四
四

条
に
「
學
者
及
百
姓
子
、
論
議
世
間
曲
直
之
罪
」
と

あ
る
。
「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
七
葉
裏
に
「
第
九
十

三
戒
、
不
得
預
人
間
論
議
曲
直
事
」
と
あ
る
。

（
九
）
施
恵
追

⋩
施
を
し
て
お
き
な
が
ら
後
に
な
っ

て
惜
し
む
意
。
「

」
は
「
吝
」
の
俗
字
。
『
三
元
品

戒
功
德
輕
重
經
』
三
〇
葉
表
、
第
一
四
六
条
に
「
學

者
及
百
姓
子
、
施
惠
追
吝
之
罪
」
と
あ
る
。

（
一
〇
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
三
〇
葉
表
、
第
一
四

七
条
に
「
學
者
及
百
姓
子
、
遊
遨
无
度
之
罪
」
、
ま
た

「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
七
葉
裏
に
「
第
九
十
六
戒
、

不
得
輕
行
妄
遊
、
日
月
馳
騁
」
と
あ
る
。
こ
の
戒
条

は
『
老
子
』
「
馳
騁
田
獵
令
人
心
發
狂
」
（
通
行
本
第

一
二
章
）
の
思
想
を
踏
ま
え
る
と
い
え
よ
う
。

【
通
釈
】

道
を
学
ぶ
者
は
、
金
や
宝
石
を
あ
し
ら
っ
た
寝
台
で
寝

143
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て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
の
食
べ
物
飲
み
物
の
好
き
嫌
い

144
に
つ
い
て
人
と
論
評
し
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
世
の
人
々
を
驚
き
恐
れ
さ
せ
、
む
や

145
み
に
衰
運
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
な
ど
と
言
っ
て
は
な
ら

な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
鳥
や
獣
を
驚
き
恐
れ
さ
せ
、
逃
げ
よ

146
う
の
な
い
場
所
に
追
い
詰
め
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
む
や
み
に
老
人
や
幼
い
者
を
恐
怖
さ

147
せ
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
官
吏
の
長
や
役
人
を
軽
ん
じ
侮
っ
て

148
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
世
俗
で
お
こ
な
わ
れ
る
事
の
是
非
の

149
議
論
に
関
与
し
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
恩
恵
を
施
し
て
お
き
な
が
ら
後
に
な

150
っ
て
物
惜
し
み
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
限
度
無
し
に
遊
び
暮
ら
し
て
は
な
ら

151
な
い
。

第
一
五
二
～
一
六
一
条
（
九
葉
表
～
裏
）

【
正
文
】

道
學
不
得
妄
登
髙
樓
。

152
道
學
不
得
籠
飛
鳥
走
獸
。

153
道
學
不
得
塞
井
及
溝
池
。

154
道
學
不
得
快
人
家
喪
禍
。

155
道
學
不
得
以
棘
横
人
行
道
。

156
道
學
不
得
教
人
以
棘
横
人
行
道
。

157
道
學
不
得
祠
祀
神
祇
。

158
道
學
不
得
教
人
祠
祀
神
祇
。

159
道
學
不
得
向
神
鬼
禮
拜
。

160
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道
學
不
得
教
人
向
神
鬼
禮
拜
。

161【
訓
読
】

道
學

妄
り
に
髙
樓
に
登
る

（
一
）

を
得
ざ
れ
。

152
道
學

飛
鳥
走
獸
を
籠
ふ
る
を
得
ざ
れ
。（

二
）

153

三
149
老
098

道
學

井
及
び
溝
池
を
塞
ぐ
を
得
ざ
れ
。（

三
）

154

老
101

道
學

人
家
の
喪
禍
を
快
し
と
す
る
を
得
ざ
れ
。（

四
）

155

三
150

道
學

棘
を
以
て
人
の
行
道
に
横
た
ふ
る
を
得
ざ
れ
。（

五
）

156
三
151
老
110

道
學

人
を
し
て
棘
を
以
て
人
の
行
道
に
横
た
は
ら
し
む

157
る
を
得
ざ
れ
。

道
學

神
祇
を
祠
祀
す
る
を
得
ざ
れ
。（

六
）

158

老
118

道
學

人
を
し
て
神
祇
を
祠
祀
せ
し
む
る
を
得
ざ
れ
。

159
道
學

神
鬼
に
向
ひ
て
禮
拜
す
る
を
得
ざ
れ
。（

七
）

160

三
152

老
113

道
學

人
を
し
て
神
鬼
に
向
ひ
て
禮
拜
せ
し
む
る
を
得
ざ

161

れ
。

【
注
釈
】

（
一
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
三
〇
葉
表
、
第
一
四
八

条
に
「
學
者
及
百
姓
子
、
登
高
罔
下
之
罪
」
と
あ
る
。

こ
の
戒
条
は
前
条
が
『
老
子
』
に
基
づ
く
と
思
わ
れ

る
こ
と
と
も
相
ま
っ
て
、
や
は
り
『
老
子
』
「
衆
人
煕

煕
、
如
享
大
牢
、
如
春
登
臺
」
（
通
行
本
第
二
〇
章
）

を
想
起
さ
せ
る
。

（
二
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
三
〇
葉
裏
、
第
一
四
九

条
に
「
學
者
及
百
姓
子
、
牢
籠
飛
鳥
走
獸
之
罪
」
と

あ
る
。
又
「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
八
葉
表
に
「
第

九
十
八
戒
、
不
得
籠
罩
鳥
獸
」
と
あ
る
。
な
お
『
無

上
秘
要
』
巻
四
五
：
九
葉
表
に
は
、
本
条
の
次
に

「
道
學
不
得
教
人
籠
飛
鳥
走
獸
」
の
一
条
あ
り
。

（
三
）
「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
八
葉
表
に
「
第
一
百
一
戒
、



- 182 -

不
得
塞
池
井
」
と
あ
る
。

（
四
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
三
〇
葉
裏
、
第
一
五
〇

条
に
「
學
者
及
百
姓
子
、
快
人
喪
禍
之
罪
」
と
あ
る
。

（
五
）
以
棘
横
人
行
道

⋩
茨
な
ど
の
障
害
物
を
人
が
通

る
道
に
横
た
え
る
意
。
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
三

〇
葉
裏
、
第
一
五
一
条
に
「
學
者
及
百
姓
子
、
以
棘

〔
横
〕
人
行
道
之
罪
」
と
あ
る
。
又
「
老
君
説
一
百

八
十
戒
」
八
葉
裏
に
「
第
一
百
十
戒
、
不
得
施
槍
棘

著
道
中
」
と
あ
る
。
『
無
上
秘
要
』
巻
四
五
：
九
葉
表

は
、
「
棘
」
の
下
に
「
刺
」
字
を
増
す
。
（
『
要
修
科
儀

戒
律
鈔
』
巻
六
：
三
葉
表
の
文
字
は
『
觀
身
大
戒

文
』
本
条
に
同
じ
。
）

（
六
）
祠
祀
神
祇

⋩
天
神
・
地
祇
を
祭
る
の
意
。
「
老
君

説
一
百
八
十
戒
」
に
「
一
百
十
八
戒
、
不
得
祠
祀
鬼

神
以
求
僥
倖
」
と
あ
る
。
次
注
を
併
せ
て
参
照
の
こ

と
。

（
七
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
三
〇
葉
裏
、
第
一
五
二

条
に
「
學
者
及
百
姓
子
、
拜
禮
神
鬼
之
罪
」
と
あ
る
。

又
「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
八
葉
裏
に
「
第
一
百
十

三
戒
、
不
得
向
侘
神
鬼
禮
拜
」
と
あ
る
。
他
人
の
神

鬼
を
祀
る
こ
と
を
禁
ず
る
の
は
儒
家
の
礼
の
基
本
。

『
論
語
』
為
政
篇
「
子
曰
非
其
鬼
而
祭
之
諂
也
」
（
鄭

注
「
人
神
曰
鬼
。
非
其
祖
考
而
祭
之
者
、
是
諂
以
求

福
也
」
）
、
『
禮
記
』
曲
禮
下
「
非
其
所
祭
而
祭
之
、
名

曰
淫
祠
。
淫
祠
無
福
」
（
鄭
注
「
妄
祭
、
神
不
饗
」
）
、

『
左
伝
』
僖
公
伝
三
一
年
「
鬼
神
非
其
族
類
、
不
歆

其
祀
」
な
ど
を
参
照
。
そ
も
そ
も
道
教
（
天
師
道
）

は
鬼
神
祭
祀
に
対
す
る
批
判
勢
力
と
し
て
成
長
し
た

の
で
、
正
一
盟
威
之
道
の
基
本
に
は
、
他
家
の
鬼
神

を
祭
ら
な
い
こ
と
、
鬼
神
を
祭
ら
な
い
こ
と
等
の
規

定
が
明
記
さ
れ
、
祖
先
祭
祀
も
年
間
に
特
定
の
時
期

を
限
っ
て
制
限
さ
れ
た
。
一
例
と
し
て
五
世
紀
『
三
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天
内
解
經
』
巻
上
に
三
天
正
法
の
内
容
を
列
挙
す
る

う
ち
、
六
葉
表
～
裏
に
「
不
妄
淫
祀
他
鬼
神
。
使
鬼

不
飲
食
。
⋩
民
人
唯
聽
五
臘
吉
日
祠
家
親
宗
祖
父
母
、

二
月
八
月
祠
祀
社
竈
。
自
非
三
天
正
法
諸
天
眞
道
、

皆
爲
故
氣
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

【
通
釈
】

道
を
学
ぶ
者
は
、
む
や
み
に
高
楼
に
登
っ
て
は
な
ら
な

152
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
〔
自
然
に
生
き
る
〕
鳥
や
獣
を
捕
ら
え

153
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
井
戸
や
溜
め
池
を
塞
い
で
は
な
ら
な

154
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
の
家
の
不
幸
や
災
難
を
喜
ん
で

155
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
障
害
物
を
人
の
通
り
道
に
放
置
し
て

156

は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
障
害
物
を
人
の
通
り
道
に
放

157
置
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
祠
を
建
て
て
天
地
の
神
々
を
祭
っ
て

158
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
祠
を
建
て
て
天
地
の
神
々
を

159
祭
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
鬼
神
を
礼
拜
し
て
は
な
ら
な
い
。

160
道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
鬼
神
を
拝
礼
さ
せ
て
は
な
ら

161
な
い
。

第
一
六
二
～
一
七
〇
条
（
九
葉
裏
～
一
〇
葉
表
）

【
正
文
】

道
學
不
得
（

）〔
裸
〕（

一
）

形
三
光
、
妄
呵
風
雨
。

162
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道
學
不
得
換
舉
人
物
、
不
還
債
主
。

163
道
學
不
得
折
割
人
財
。

164
道
學
不
得
勸
人
爲
惡
事
。

165
道
學
不
得
禁
人
爲
善
事
。

166
道
學
不
得
諸
天
齋
（
戒
）〔
日
〕（

二
）

而
不
齋
戒
念
道
。

167
道
學
不
得
違
歳
六
齋
月
中
不
齋
。

168
道
學
不
得
違
經
敎
、
科
戒
禁
律
。

169
道
學
不
得
爲
人
作
辭
訴
。

170【
校
訂
】

（
一
）
裸

⋩
底
本
は
「

」
（
く
わ
ん
）
に
作
る
。
字
形

の
誤
り
。
『
無
上
秘
要
』
は
巻
四
五
：
九
葉
裏
、
第
一

七
二
条
お
よ
び
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
九
葉

裏
、
第
一
五
三
条
に
「
裸
」
（
ら
）
に
作
り
、
ま
た

『
要
修
科
儀
戒
律
鈔
』
巻
六
：
三
表
に
「
躶
」
（
ら
）

に
作
る
の
に
よ
り
改
め
る
。

（
二
）
日

⋩
底
本
は
「
戒
」
に
作
る
。
『
無
上
秘
要
』
巻

四
五
：
九
葉
裏
、
第
一
七
七
条
、
『
三
元
品
戒
功
德
輕

重
經
』
二
九
葉
裏
、
第
一
二
五
条
、
お
よ
び
『
要
修

科
儀
戒
律
鈔
』
巻
六
：
三
葉
表
が
「
齋
日
」
に
作
る

の
に
従
い
改
め
る
。

【
訓
読
】

道
學

形
を
三
光
に
裸
（
あ
ら
は
）
し
、
妄
り
に
風
雨
を

162
呵
す
る
を
得
ざ
れ

（
一
）

。
三
153

三
154

老
055

道
學

人
の
物
を
換
擧
し
て
、
債
主
に
還
さ
ざ
る
を
得
ざ

163
れ

（
二
）

。
三
155

道
學

人
の
財
を
折
割
す
る
を
得
ざ
れ
。

164
道
學

人
に
惡
事
を
爲
す
こ
と
を
勸
む
る
を
得
ざ
れ

（
三
）

。

165
三
129

道
學

人
に
善
事
を
爲
す
こ
と
を
禁
ず
る
を
得
ざ
れ

（
四
）

。

166
三
130
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道
學

諸
天
の
齋
日
に
齋
戒
し
て
道
を
念
ぜ
ざ
る
を
得
ざ

167
れ

（
五
）

。
三
125

道
學

歳
の
六
齋

（
六
）

に
違
ひ
て
月
中
に
齋
せ
ざ
る

（
七
）

を

168
得
ざ
れ
。

道
學

經
教
、
科
戒

（
八
）

禁
律

（
九
）

に
違
ふ
を
得
ざ
れ
。

169
道
學

人
の
爲
め
に
辭
訴
を
作
す
を
得
ざ
れ

（
一
〇
）

。

170

老
127

【
注
釈
】

（
一
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
三
〇
葉
裏
、
第
一
五
三

条
に
「
學
者
及
百
姓
子
、
裸
露
三
光
之
罪
」
、
同
第
一

五
四
条
に
「
學
者
及
百
姓
子
、
呵
罵
風
雨
之
罪
」
と

あ
る
。
「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
五
葉
裏
に
「
第
五
十

五
戒
、
不
得
裸
形
露
浴
」
と
あ
る
。

（
二
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
三
〇
葉
裏
、
第
一
五
五

条
に
「
學
者
及
百
姓
子
、
換
借
不
還
之
罪
」
と
あ
る
。

（
三
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
九
葉
裏
、
第
一
二
九

条
に
「
學
者
及
百
姓
子
、
勸
人
爲
惡
之
罪
」
と
あ
る
。

（
四
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
九
葉
裏
、
第
一
三
〇

条
に
「
學
者
及
百
姓
子
、
禁
人
作
善
之
罪
」
と
あ
る
。

（
五
）
諸
天
斎
日

⋩
諸
も
ろ
の
天
真
が
玄
都
玉
京
山
紫

微
宮
で
天
文
に
朝
し
斎
を
行
う
日
。
『
元
始
五
老
赤
書

玉
篇
真
文
天
書
経
』
［
Ｓ
Ｎ
二
二
］
巻
下
に
よ
れ
ば
、

十
斎
日
（
下
注
参
照
）
に
は
、
十
方
の
う
ち
、
そ
の

日
に
対
応
す
る
天
神
た
ち
が
、
玄
都
玉
京
山
紫
微
上

宮
に
会
合
し
て
斎
を
奉
じ
、
天
文
（
五
篇
真
文
）
に

朝
礼
し
て
人
鬼
の
功
過
の
名
簿
を
校
録
し
、
さ
ら
に

三
官
等
の
神
々
に
命
じ
て
地
上
の
民
を
巡
察
さ
せ
る
。

こ
れ
に
対
応
し
て
、
人
々
も
斎
日
に
は
地
上
で
戒
を

守
っ
て
斎
を
修
め
て
、
神
々
に
よ
り
仙
籍
に
登
録
さ

れ
る
よ
う
に
つ
と
め
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
つ

ま
り
、
人
の
斎
日
は
諸
天
の
斎
日
な
の
で
あ
る
。
同

書
巻
下
：
一
葉
表
に
「
元
始
靈
寳
西
北
天
大
聖
衆
至
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眞
尊
神
、
无
極
大
道
、
上
帝
眞
皇
老
人
、
常
以
月
一

日
、
上
㑹
靈
寳
玄
都
西
北
玉
山
紫
微
上
宮
、
奉
齋
朝

天
文
、
校
地
上
人
鬼
功
過
。
其
日
勑
北
斗
下
與
三
官

考
召
、
四
部
剌
姦
、
周
行
天
下
、
糺
察
兆
民
、
條
列

善
惡
輕
重
上
言
。
其
日
有
奉
修
齋
直
、
不
犯
科
律
、

三
官
除
罪
列
名
、
玄
都
萬
神
衛
護
、
得
爲
種
民
。
犯

惡
爲
非
、
移
名
地
官
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

（
六
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
九
葉
表
、
第
一
二
五

条
に
「
學
者
及
百
姓
子
、
諸
天
齋
日
、
而
不
念
道
之

罪
」
と
あ
る
。

（
七
）
六
齋

⋩
霊
宝
経
で
は
一
年
の
う
ち
、
正
月
・
三

月
・
五
月
・
七
月
・
九
月
・
十
一
月
に
お
こ
な
う
齋

を
「
歳
の
六
齋
」
と
す
る
。
『
太
極
眞
人
敷
靈
寶
齋
戒

威
儀
諸
經
要
訣
』
［
Ｓ
Ｎ
五
三
二
］
一
葉
表
に
「
正

月
・
三
月
・
五
月
・
七
月
・
九
月
・
十
一
月
、
是
歳

六
齋
」
と
あ
る
。

（
八
）
月
中
不
齋

⋩
月
の
十
斎
を
行
わ
な
い
。
『
無
上
秘

要
』
巻
四
五
：
九
葉
裏
は
、
「
不
齋
」
を
「
十
齋
」
に

作
る
。
『
太
極
眞
人
敷
靈
寶
齋
戒
威
儀
諸
經
要
訣
』
一

葉
表
に
「
一
日
・
八
日
・
十
四
日
・
十
五
日
・
十
八

日
・
二
十
三
日
・
二
十
八
日
・
二
十
九
日
・
三
十
日
、

名
爲
月
十
齋
」
と
あ
り
、
霊
宝
経
で
は
一
ヶ
月
の
う

ち
、
一
日
・
八
日
・
十
四
日
・
十
五
日
・
十
八
日
・

二
十
三
日
・
二
十
八
日
・
二
十
九
日
・
三
十
日
に
お

こ
な
う
齋
を
「
月
の
十
齋
」
と
す
る
。
注
五
参
照
。

（
九
）
科
戒

⋩
箇
条
書
き
の
法
と
し
て
定
め
ら
れ
た
い

ま
し
め
。
罰
則
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。

学
道
に
よ
り
守
ら
れ
る
べ
き
規
則
で
あ
る
が
、
必
ず

し
も
戒
経
に
戒
律
と
し
て
説
か
れ
た
箇
条
と
は
限
ら

な
い
。
『
洞
玄
靈
寳
三
洞
奉
道
科
戒
營
始
』
巻
一
：
八

葉
表
に
「
凡
八
十
一
條
罪
業
因
縁
科
戒
、
出
太
上
業

報
因
縁
經
。
皆
生
犯
罪
目
、
死
經
地
獄
、
依
科
受
罪
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報
」
（
「
罪
縁
品
」
）
と
あ
る
。
ま
た
、
同
巻
二
：
一
二

葉
裏
～
一
三
葉
表
に
、
「
凡
道
士
、
女
冠
爲
綱
紀
者
、

須
依
法
奉
行
、
勤
宣
科
戒
、
教
示
徒
衆
。
若
犯
科
者
、

各
依
法
罰
、
香
油
鳴
鐘
禮
拜
。
如
再
犯
不
悛
、
當
致

重
役
。
若
使
營
修
觀
内
、
又
彊
梁
不
順
者
、
決
以
法

科
。
擯
還
本
主
、
必
使
愚
人
向
道
、
不
犯
科
戒
。
皆

當
執
正
、
不
得
偏
曲
。
敗
亂
科
典
、
違
者
減
筭
、
二

千
四
百
」（
「
度
人
品
」
）
と
あ
る
。

（
九
）
禁
律

⋩
禁
止
の
規
定
を
述
べ
た
法
。
道
教
で
は

仏
教
に
お
け
る
よ
う
な
戒
と
律
の
厳
密
な
区
別
は
一

般
的
と
は
い
え
な
い
。
『
赤
松
子
章
暦
』
［
Ｓ
Ｎ
六
一

五
］
巻
二
：
二
九
葉
裏
に
「
禁
律
曰
、
人
身
中
常
有

司
過
之
神
、
隨
時
上
下
」
、
又
、
『
太
上
九
真
明
科
』

［
Ｓ
Ｎ
一
四
〇
九
］
一
八
葉
裏
に
「
四
極
、
以
四
司

之
官
、
緫
統
衆
非
糺
罰
之
禁
律
。
太
真
明
科
以
太
帝

君
所
受
元
始
天
王
之
玄
章
上
真
之
儀
格
」
と
あ
る
。

（
一
〇
）
「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
九
葉
裏
に
「
第
一
百
二

十
七
戒
、
不
得
爲
人
作
辭
訴
、
和
人
官
事
」
と
あ
る
。

【
通
釈
】

道
を
学
ぶ
者
は
、
三
光
（
日
、
月
、
星
辰
）
に
身
体
を

162
曝
し
た
り
、
む
や
み
に
雨
風
を
叱
り
つ
け
て
は
な
ら
な

い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
の
持
ち
物
を
貸
借
し
た
ま
ま
貸

163
し
主
に
返
還
し
な
い
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
の
財
物
を
〔
勝
手
に
〕
分
割
し

164
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
者
に
悪
事
を
働
く
こ
と
を
す
す
め

165
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
者
に
善
事
を
働
く
こ
と
を
禁
止
し

166
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
諸
天
の
斎
日
に
あ
た
っ
て
は
、
斎
戒

167
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し
て
道
を
念
じ
奉
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
年
間
の
六
斎
を
守
ら
ず
、
月
間
の

168
〔
十
〕
斎
を
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
経
典
の
教
え
、
科
戒
や
禁
律
に
違
反

169
し
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
者
の
た
め
に
訴
訟
を
起
こ
し
て
は

170
な
ら
な
い
。

第
一
七
一
～
一
八
二
条
（
一
〇
表
～
裏
）

【
正
文
】

道
學
不
得
唱
論
人
惡
。

171
道
學
不
得
信
人
言
以
恚
世
間
。

172
道
學
不
得
笑
人
頑
闇
貧
窮
。

173
道
學
不
得
以
意
増
减
經
戒
。

174

道
學
不
得
傲
慢
三
寳
輕
忽
天
（
人
）〔
尊
〕（

一
）

。

175
道
學
不
得
勸
人
謀
反
君
長
師
父
。

176
道
學
不
得
勸
人
不
孝
父
母
兄
弟
。

177
道
學
不
得
矯
稱
自
號
爲
眞
人
。

178
道
學
不
得
信
用
外
道
、
雜
術
、
邪
見
、
不
眞
。

179
道
學
不
得
衣
物
盈
餘
。

180
道
學
不
得
强
人
道
學
。

181
道
學
不
得
无
經
託
學
、
欺
詐
人
神
。

182

右
、
觀
身
戒
從
第
一
戒
至
一
百
八
十
、
上
仙
之
道
。

名
玉
清
智
慧
下
元
戒
品
。

【
校
訂
】

（
一
）
尊

⋩
原
文
は
「
人
」
に
作
る
。
『
無
上
秘
要
』
巻

四
五
：
一
〇
葉
右
、
第
一
八
五
条
お
よ
び
『
要
修
科

儀
戒
律
鈔
』
巻
六
：
三
葉
左
は
共
に
「
尊
」
に
作
る
。

本
条
の
前
半
で
は
「
三
宝
」
を
侮
る
こ
と
を
戒
め
る
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が
、
道
士
に
と
っ
て
三
宝
が
至
高
の
重
要
性
を
有
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
後
半
が
「
天

人
」
（
天
に
住
む
者
）
で
は
釣
り
合
わ
な
い
。
よ
っ
て

上
記
二
本
に
従
い
改
め
る
。

【
訓
読
】

道
學

人
の
惡
を
唱
論
す
る
を
得
ざ
れ
。（

一
）

171

三
127

道
學

人
の
言
を
信
じ
て
以
て
世
間
を
恚
（
い
か
）
る
を

172
得
ざ
れ
。

道
學

人
の
頑
闇
に
し
て
貧
窮
な
る
を
笑
ふ
を
得
ざ
れ
。

173
（
二
）

三
128

道
學

意
を
以
て
經
戒
を
増
减
す
る
を
得
ざ
れ
。（

三
）

174
道
學

三
寶

（
四
）

を
傲
慢
に
し
天
尊
を
輕
忽
す
る
を
得
ざ

175
れ
。（

五
）

三
157

道
學

人
に
君
長
師
父
に
謀
反
す
る
こ
と
を
勸
む
る
を
得

176
ざ
れ
。（

六
）

三
158
老
146

道
學

人
に
父
母
兄
弟
に
孝
な
ら
ざ
る
こ
と
を
勸
む
る
を

177
得
ざ
れ
。（

七
）

三
159

道
學

矯
（
い
つ
は
）
り
稱
し
て
自
ら
號
し
て
眞
人
と
爲

178
す
を
得
ざ
れ
。（

八
）

三
160

道
學

外
道

（
九
）

、
雜
術
、
邪
見
、
不
眞
を
信
用
す
る
を

179
得
ざ
れ
。（

一
〇
）

三
161

道
學

衣
物
盈
餘
す
る
を
得
ざ
れ
。（

一
一
）

180

三
163

老
163

道
學

人
に
道
學
を
强
ひ
る
を
得
ざ
れ
。

181
道
學

經
无
く
し
て
學
に
託
（
か
こ
つ
）
け
て
、
人
神
を

182
欺
き
詐
は
る
を
得
ざ
れ
。（

一
二
）

三
162

右
、
觀
身
戒
第
一
戒
從
り
一
百
八
十
に
至
る

（
一
三
）

、
上

仙
の
道

（
一
四
）

な
り
。
玉
清
智
慧
下
元
戒
品
と
名
づ
く
。

【
注
釈
】

（
一
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
八
葉
表
、
第
一
二
七

条
に
「
學
者
及
百
姓
子
、
論
人
過
惡
之
罪
」
と
あ
る
。
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（
二
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
八
葉
表
、
第
一
二
八

条
に
「
學
者
及
百
姓
子
、
笑
人
（
須
）
〔
頑
〕
闇
貧
賤

之
罪
」
と
あ
る
。
尚
、
『
要
修
科
儀
戒
律
鈔
』
巻
六
：

三
葉
裏
に
は
「
不
得
笑
人
頑
闇
貧
賤
」
と
あ
る
。

（
三
）
以
意
増
减
經
戒

⋩
『
無
上
秘
要
』
巻
四
五
、
一

〇
葉
表
に
「
道
學
、
不
得
以
意
増
減
經
戒
一
字
、
輒

添
□
□
□
一
後
生
不
語
中
」
と
あ
り
、
条
文
中
に
三

字
分
の
空
白
が
あ
る
。
ま
た
『
要
修
科
儀
戒
律
鈔
』

巻
六
、
三
葉
裏
に
は
「
不
得
以
意
增
減
經
戒
一
字
、

天
司
奪
筭
」
と
あ
る
。

（
四
）
三
寶

⋩
三
宝
洞
経
。
序
文
注
釈
（
二
二
）
参
照
。

も
し
く
は
道
、
経
、
師
を
指
す
。
『
太
上
洞
玄
靈
寶
本

行
宿
緣
經
』
［
Ｓ
Ｎ
一
一
一
四
］
（
敦
煌
本
『
太
極
左

仙
公
請
問
經
』
巻
下
）
一
二
葉
表
に
「
言
三
寶
者
、

道
寶
太
上
、
經
寶
、
師
寶
、
是
爲
三
寶
」
と
あ
る
。

（
五
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
九
葉
裏
、
第
一
五
七

条
に
「
學
者
及
百
姓
子
、
傲
慢
三
寳
輕
忽
天
尊
之

罪
」
と
あ
る
。

（
六
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
二
九
葉
裏
、
第
一
五
八

条
に
「
學
者
及
百
姓
子
、
謀
人
君
長
師
父
之
罪
」
と

あ
る
。
「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
に
「
第
一
百
四
十
六

戒
、
常
當
勤
避
嫌
疑
、
不
得
欺
父
母
、
罔
君
師
」
と

あ
る
。

（
七
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
三
〇
葉
表
、
第
一
五
九

条
に
「
學
者
及
百
姓
子
、
勸
人
不
孝
父
母
兄
弟
之

罪
」
と
あ
る
。

（
八
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
三
〇
葉
表
、
第
一
六
〇

条
に
「
學
者
及
百
姓
子
、
矯
稱
自
異
號
爲
眞
人
之

罪
」
と
あ
る
。

（
九
）
外
道
⋩

魔
事
を
為
し
諸
々
の
法
を
駆
使
し
て
、

人
を
邪
道
に
堕
落
さ
せ
る
修
行
者
た
ち
。
賈
善
翔
撰

『
猶
龍
伝
』
［
Ｓ
Ｎ
七
七
四
］
巻
四
：
八
葉
左
～
九
葉
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右
に
「
此
諸
外
道
凡
九
十
六
種
。
或
男
或
女
、
若
人

非
人
、
能
爲
魔
事
。
亦
祝
須
髮
、
烏
衣
跣
足
、
説
種

種
三
昧
、
種
種
觀
法
、
等
不
等
法
、
作
諸
變
怪
。
種

種
形
像
、
令
人
墮
落
邪
道
、
無
有
休
息
」
と
あ
る
。

（
一
〇
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
三
〇
葉
表
、
第
一
六

一
条
に
「
學
者
及
百
姓
子
、
信
外
道
雜
術
邪
見
之

罪
」
と
あ
る
。

（
一
一
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
三
〇
葉
表
、
第
一
六

三
条
に
「
學
者
及
百
姓
子
、
衣
物
贏
餘
不
散
窮
人
之

罪
」
と
あ
る
。
「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
一
二
葉
裏
に

「
第
一
百
六
十
三
戒
、
凡
衣
物
不
得
過
畜
三
通
」
と

あ
る
。

（
一
二
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
三
〇
葉
表
、
第
一
六

二
条
に
「
學
者
及
百
姓
子
、
無
經
師
託
學
欺
詐
神
人

之
罪
」
と
あ
る
。

（
一
三
）
実
際
に
は
、
以
上
は
一
八
二
条
ま
で
で
あ
り
、

「
一
百
八
十
」
を
わ
ず
か
に
超
過
す
る
。
尚
、
『
無
上

秘
要
』
巻
四
五
：
一
〇
葉
裏
に
は
「
觀
身
戒
從
五
戒

至
一
百
八
十
、
君
臣
父
子
之
道
。
名
玉
清
智
慧
下
元

誡
品
」
の
文
が
あ
る
が
、
実
際
、
『
無
上
秘
要
』
本
の

下
元
誡
品
は
一
九
二
条
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
文
で

は
、
初
め
の
一
〇
条
を
五
戒
と
み
な
し
（
仏
教
の
所

謂
五
戒
の
趣
旨
を
表
す
条
文
に
「
教
人
」
を
禁
止
す

る
条
が
そ
れ
ぞ
れ
加
わ
り
、
各
戒
が
二
条
化
す
る
た

め
、
五
戒
は
十
条
と
な
る
）
、
し
か
も
そ
れ
を
条
数
に

加
え
ず
、
残
り
の
一
八
二
条
を
「
一
百
八
十
」
と
概

数
で
表
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
単
に
、

名
目
よ
り
を
超
過
す
る
条
を
設
け
た
た
め
に
差
が
生

じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
『
要
修

科
儀
戒
律
鈔
』
巻
六
：
三
葉
裏
に
「
右
、
觀
身
大
戒
、

從
第
五
戒
至
一
百
八
十
戒
、
君
子
之
道
。
名
玉
清
智

慧
下
元
品
戒
」
と
あ
り
（
実
際
は
約
一
三
〇
条
ほ
ど
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し
か
な
い
）、
各
々
相
を
異
に
す
る
。

（
一
四
）
上
仙
之
道

⋩
上
級
の
仙
人
の
法
。
下
仙
、
中

仙
に
秘
し
て
よ
り
す
ぐ
れ
た
境
地
に
あ
る
仙
人
。
『
紫

陽
真
人
内
伝
』
五
葉
表
～
裏
に
「
仙
有
數
品
。
有
乘

雲
駕
龍
、
白
日
昇
天
、
與
太
極
眞
人
爲
友
、
拜
爲
仙

官
之
主
。
其
位
可
司
眞
公
、
定
元
公
、
太
生
公
、
及

中
黄
大
夫
、
九
氣
丈
人
、
仙
都
公
。
此
位
皆
上
仙
也
。

或
爲
仙
卿
、
或
爲
仙
大
夫
、
上
仙
之
次
也
。
遊
行
五

嶽
、
或
造
太
清
、
役
使
鬼
神
、
中
仙
也
。
或
受
封
一

山
、
總
領
鬼
神
、
或
遊
翔
小
有
、
羣
集
清
虚
之
宮
、

中
仙
之
次
也
。
若
食
穀
不
死
、
日
中
無
影
、
下
仙
也
。

或
白
日
尸
解
、
過
死
太
陰
、
然
後
乃
下
仙
之
次
也
」

と
あ
る
。

【
通
釈
】

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
の
悪
事
を
喧
伝
し
議
論
し
て
は

171

な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
の
言
う
こ
と
を
真
に
受
け
て
世

172
間
に
怒
っ
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
が
頑
迷
で
貧
し
く
困
窮
し
て
い

173
る
さ
ま
を
笑
っ
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
故
意
に
経
典
や
戒
の
文
字
を
加
え
た

174
り
削
っ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
三
宝
を
侮
り
天
尊
を
蔑
ろ
に
し
て
は

175
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
君
主
や
師
に
叛
逆
す
る
こ
と

176
を
す
す
め
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
父
母
や
兄
弟
に
不
孝
を
は
た

177
ら
く
こ
と
を
す
す
め
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
自
分
か
ら
真
人
で
あ
る
と
詐
称
し
て

178
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
邪
道
に
し
た
が
う
者
、
雑
多
な
法
術
、

179
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よ
こ
し
ま
な
見
解
、
真
な
ら
ざ
る
も
の
を
信
じ
用
い
て

は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
あ
り
余
る
着
物
や
物
品
を
所
有
し
て

180
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
に
道
の
学
び
を
強
い
て
は
な
ら

181
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
経
典
を
得
て
い
な
い
な
が
ら
も
学
の

182
あ
る
の
を
よ
い
こ
と
に
、
道
を
学
ん
で
い
る
人
や
神
々

を
詐
り
だ
ま
し
て
は
な
ら
な
い
。

以
上
、
観
身
戒
の
第
一
戒
か
ら
第
一
百
八
十
戒
ま
で

は
、
上
仙
の
道
で
あ
る
。
「
玉
清
智
慧
下
元
戒
品
」
と

名
づ
け
ら
れ
る
。

（
第
一
四
三
条
～
第
一
八
二
条
訳
注

黒
﨑

恵
輔
）

第
一
八
三
～
一
八
九
条
（
一
〇
裏
～
一
一
表
）

【
正
文
】

道
學

不
得
望
人
禮
敬
。

183
道
學

不
得
竊
寫
人
經
戒
。

184
道
學

不
得
榮
飾
衣
褐
。

185
道
學

不
得
身
不
潔
浄
、
上
髙
座
讀
經
。

186
道
學

與
人
同
行
、
當
譲
人
以
前
。

187
道
學

與
人
同
學
、
夏
執
爨
供
養
。

188
道
學

與
人
同
學
、
冬
執
瓶
供
水
。

189【
訓
読
】

道
學

人
の
禮
敬
す
る
を
望
む
る
を
得
ざ
れ
。（

一
）

老

183

156

道
學

竊
か
に
人
の
經
戒
を
寫
す
を
得
ざ
れ
。（

二
）

三

184

164

道
學

衣
褐
を
榮
飾
す
る
を
得
ざ
れ
。(

三)

三

185

165

道
學

身
潔
浄
せ
ず
し
て
、
髙
座
に
上
り
て
讀
經
す
る
を

186
得
ざ
れ
。（

四
）

三
166
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道
學

人
と
同
行
す
る
に
、
當
に
人
に
譲
り
て
以
て
前
ん

187
ぜ
し
む
べ
し
。

道
學

人
と
同
に
學
ぶ
に
、
夏
に
は
爨
を
執
り
て
供
養
せ

188
よ
。

道
學

人
と
同
に
學
ぶ
に
、
冬
に
は
瓶
を
執
り
て
水
を
供

189
せ
よ
。

【
語
釈
】

（
一
）
「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
一
二
葉
表
に
「
第
一
百
五

十
六
戒
、
常
時
無
事
不
得
妄
受
人
禮
敬
」
と
あ
る
。

（
二
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
三
〇
葉
表
の
第
一
六
四

条
に
「
學
者
及
百
姓
子
、
竊
冩
經
戒
慢
露
之
罪
」
と

あ
る
。

（
三
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
三
〇
葉
表
、
第
一
六
五

条
に
「
學
者
及
百
姓
子
、
榮
飾
衣
褐
華
麗
之
罪
」
と

あ
る
。

（
四
）
『
三
元
品
戒
功
德
輕
重
經
』
三
〇
葉
表
、
第
一
六
六

条
に
「
學
者
及
百
姓
子
、
身
不
潔
淨
登
上
高
座
之

罪
」
と
あ
る
。

【
通
釈
】

道
を
学
ぶ
者
は
、
人
か
ら
敬
礼
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で

183
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
密
か
に
他
人
の
経
戒
の
文
を
写
し
て

184
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
衣
服
を
華
や
か
に
飾
っ
て
は
な
ら
な

185
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
身
を
清
め
ず
に
高
座
に
昇
っ
て
読
経

186
し
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
と
同
行
す
る
時
は
先
を
譲
ら
な

187
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
と
共
に
学
ぶ
に
際
し
て
夏
に
は

188
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竃
炊
き
を
担
当
し
共
に
学
ぶ
者
に
食
べ
さ
せ
な
さ
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
と
共
に
学
ぶ
に
際
し
て
冬
に
は

189
自
ら
瓶
を
持
っ
て
人
々
の
た
め
に
水
を
汲
み
な
さ
い
。

つ

る

べ

第
一
九
〇
～
二
〇
〇
条
（
一
一
表
～
裏
）

【
正
文
】

道
學

與
人
同
食
、
當
食
其
麤
及
菜
。

190
道
學

與
人
同
食
、
當
食
正
己
前
。

191
道
學

與
人
同
學
、
當
敬
先
勝
己
。

192
道
學

與
人
同
學
住
、
當
任
人
處
分
。

193
道
學

與
人
同
學
、
當
念
教
不
解
。

194
道
學

與
人
同
學
、
當
請
問
先
進
。

195
道
學

人
施
惡
於
己
、
己
受
惡
、
不
得
有
怨
。

196
道
學

不
得
懐
怨
恚
報
於
人
。

197
道
學

與
女
人
共
語
、
不
得
正
視
面
容
、
含
笑
相
對
。

198

道
學

與
女
人
同
渡
水
、
不
得
正
眼
看
之
。

199
道
學

失
物
、
不
得
疑
似
同
學
及
衆
人
。

200【
訓
読
】

道
學

人
と
同
に
食
ら
は
ば
、
當
に
其
の
麤
及
び
菜
を
食

190
ら
ふ
べ
し
。

道
學

人
と
同
に
食
ら
は
ば
、
當
に
食
す
る
に
己
の
前
を

191
正
す
べ
し

（
一
）

。

道
學

人
と
同
に
學
べ
ば
、
當
に
先
の
己
に
勝
る

（
二
）

を

192
敬
ふ
べ
し
。

道
學

人
と
同
に
學
び
住
ま
へ
ば
、
當
に
人
に
處
分
を
任

193
ず
べ
し
。

道
學

人
と
同
に
學
べ
ば
、
當
に
解
せ
ざ
る
を
念
ひ
教
ふ

194
べ
し
。(

三)

道
學

人
と
同
に
學
べ
ば
、
當
に
先
進
に
請
問
す
べ
し
。

195(

四)
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道
學

人
の
惡
を
己
に
施
し
、
己
惡
を
受
く
る
も
、
怨
む

196
こ
と
有
る
を
得
ざ
れ
。(

五)

老
169

道
學

怨
恚
を
懐
き
人
に
報
ゆ
る
を
得
ざ
れ
。(

六)

197
道
學

女
人
と
共
語(

七)

す
れ
ば
、
面
容
を
正
視
し
、
含
笑

198

し
て
相
對
す
る
を
得
ざ
れ
。(

八)

道
學

女
人
と
同
に
水
を
渡
れ
ば
、
正
眼
し
て
之
を
看
る

199
を
得
ざ
れ
。

道
學

物
を
失
へ
ば
、
同
學
及
び
衆
人
を
疑
似
す
る
を
得

200
ざ
れ
。

【
注
釈
】

（
一
）
正
己
前

⋩
自
分
の
正
面
を
整
頓
す
る
。
『
要
修
科

儀
戒
律
鈔
』
卷
六
：
四
葉
表
に
は
「
與
人
同
食
、
當

正
己
前
」
と
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
「
正
己
前
」
を

「
己
の
前
を
正
す
」
と
解
釈
す
る
。
食
事
の
作
法
を

指
す
と
推
測
さ
れ
る
が
、
「
正
己
前
」
の
具
体
的
内
容

は
未
詳
。

（
二
）
勝
己

⋩
自
分
よ
り
優
れ
て
い
る
人
物
。
『
太
上
洞

眞
智
慧
上
品
大
誡
』
［
Ｓ
Ｎ
一
七
七
］
一
四
葉
表
や

『
太
上
洞
玄
靈
寳
赤
書
玉
訣
妙
經
』
［
Ｓ
Ｎ
三
五
二
］

巻
上
：
二
葉
裏
の
所
謂
「
洞
玄
智
慧
十
戒
」
の
第
七

戒
に
「
不
得
嫉
人
勝
己
爭
競
功
名
、
毎
事
遜
譲
退
身

度
人
」
と
あ
る
の
が
参
照
さ
れ
る
。

（
三
）
『
無
上
秘
要
』
巻
四
五
：
一
一
葉
表
に
は
「
道
學
與

人
同
學
、
當
念
教
解
」
と
あ
り
、
「
不
」
が
な
い
。
こ

こ
で
は
『
要
修
科
儀
戒
律
鈔
』
卷
六
：
四
葉
表
に

「
與
人
同
學
、
當
念
敎
未
解
」
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
、

正
文
の
ま
ま
と
す
る
。
『
觀
身
大
戒
文
』
二
葉
裏
の
第

一
九
条
に
は
「
道
學
不
得
欺
誑
同
學
未
解
之
人
」
と

あ
り
、
「
不
解
」
は
共
に
学
ぶ
者
の
中
で
教
え
を
理
解

で
き
て
い
な
い
人
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

（
四
）
「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
一
二
葉
表
に
「
第
一
百
五
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十
七
戒
、
若
入
他
處
、
必
先
問
賢
人
善
士
、
當
親
依

之
、
不
得
自
負
」
と
あ
る
の
が
参
照
さ
れ
る
。

（
五
）
「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
一
三
葉
表
に
「
第
一
百
六

十
九
戒
、
若
人
以
惡
向
汝
、
汝
重
以
善
徃
報
之
、
不

得
怨
尤
」
と
あ
る
。
『
觀
身
大
戒
文
』
六
葉
表
、
第
九

二
条
「
道
學
不
得
因
恨
報
怨
」
お
よ
び
第
一
九
七
条

と
趣
旨
が
重
複
す
る
。

（
六
）
本
条
、
前
条
、
第
九
二
条
が
報
復
の
禁
止
の
趣
旨

を
共
有
す
る
こ
と
は
各
条
の
注
釈
で
述
べ
る
通
り
。

（
七
）
共
語

⋩
『
觀
身
大
戒
文
』
五
葉
裏
、
第
七
九
条

に
「
不
得
與
女
人
獨
語
獨
行
」
と
あ
り
、
女
性
と
の

独
語
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
共
語
の
場
に
は
当

該
の
女
性
以
外
の
者
が
参
加
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。

（
八
）
「
老
君
説
一
百
八
十
戒
」
一
二
葉
裏
に
「
第
一
百
六

十
二
戒
、
不
得
與
男
女
冥
室
中
共
語
」
と
あ
る
の
が

参
照
さ
れ
る
。

【
通
釈
】

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
と
共
に
食
べ
る
時
は
粗
末
な
も

190
の
と
菜
葉
を
食
す
べ
き
で
あ
る
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
人
と
共
に
食
事
す
る
際
に
は
自
分
の

191
前
に
あ
る
も
の
を
正
し
て
食
べ
る
べ
き
で
あ
る
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
人
と
共
に
学
ぶ
際
に
は
自
分
よ
り
優

192
れ
て
い
る
先
人
を
う
や
ま
う
べ
き
で
あ
る
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
人
と
共
に
学
ん
で
暮
ら
す
際
に
は
決

193
め
事
は
人
に
委
ね
る
べ
き
で
あ
る
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
人
と
共
に
学
ぶ
際
に
は
理
解
で
き
て

194
い
な
い
者
を
心
に
か
け
て
教
え
る
べ
き
で
あ
る
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
人
と
共
に
学
ぶ
際
に
は
先
達
に
伺
い

195
問
う
べ
き
で
あ
る
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
他
人
が
自
分
に
対
し
て
悪
事
を
働
き
、

196
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自
分
が
そ
れ
を
受
け
る
時
、
怨
み
を
持
っ
て
は
な
ら
な

い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
怨
み
や
怒
り
を
い
だ
い
て
人
に
報
復

197
し
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
女
性
ら
と
語
ら
う
際
、
そ
の
容
姿
を

198
直
視
し
、
に
や
つ
い
て
向
き
合
っ
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
女
性
と
共
に
水
を
渡
る
際
、
そ
の
様

199
子
を
直
視
し
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
持
ち
物
を
失
く
し
た
時
に
共
に
学
ぶ

200
仲
間
や
世
間
の
人
々
を
疑
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（
第
一
八
三
条
～
第
二
〇
〇
条
訳
注

吉
澤
明
希
）

第
二
〇
一
条
～
二
一
〇
条
（
一
一
裏
～
一
二
表
）

【
正
文
】

道
學
失
物
、
當
委
運
自
悔
多
罪
。

201
道
學
多
災
病
、
當
恭
己
自
責
、
念
改
往
修
來
。

202
道
學
當
忍
人
所
不
能
忍
。

203
道
學
當
割
人
所
不
能
割
。

204
道
學
當
衣
人
所
不
能
衣
。

205
道
學
當
食
人
所
不
能
食
。

206
道
學
當
學
人
所
不
能
學
。

207
道
學
當
容
人
所
不
能
容
。

208
道
學
當
受
人
所
不
能
受
。

209
道
學
當
斷
人
所
不
能
断
。

210【
訓
読
】

道
學

物
を
失
へ
ば
、
當
に
運
に
委
ね
、
自
ら
罪
多
き
を

201
悔
ゆ
べ
し
。

道
學

災
病
多
け
れ
ば
、
當
に
己
を
恭
し
く
し
、
自
ら
責

202
め
往
を
改
め
來
を
修
む
る

（
一
）

を
念
ず
べ
し
。
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道
學

當
に
人
の
忍
ぶ
能
は
ざ
る
所
を
忍
ぶ
べ
し
。

203
道
學

當
に
人
の
割
く
能
は
ざ
る
所
を
割
く
べ
し
。

204
道
學

當
に
人
の
衣
る
能
は
ざ
る
所
を
衣
る
べ
し
。

205
道
學

當
に
人
の
食
す
る
能
は
ざ
る
所
を
食
す
べ
し
。

206
道
學

當
に
人
の
學
ぶ
能
は
ざ
る
所
を
學
ぶ
べ
し
。（

二
）

207
道
學

當
に
人
の
容
る
る
能
は
ざ
る
所
を
容
る
べ
し
。

208
道
學

當
に
人
の
受
く
る
能
は
ざ
る
所
を
受
く
べ
し
。

209
道
學

當
に
人
の
斷
つ
能
は
ざ
る
所
を
斷
つ
べ
し
。

210【
注
釈
】

（
一
）
改
往
修
來

⋩
前
非
を
改
め
、
将
来
再
び
過
た
な

い
よ
う
修
め
る
こ
と
。
『
増
壹
阿
含
經
』
巻
一
三
、
Ｔ

二
：
六
一
一
ａ
に
「
世
尊
告
曰
、
善
哉
、
善
哉
、
大

王
。
今
於
如
來
前
悔
其
非
法
、
改
往
修
來
。
我
今
要

受
汝
悔
過
、
更
莫
復
造
」
と
あ
る
。
又
、
「
老
君
説
一

百
八
十
戒
」
一
四
葉
表
に
「
第
一
百
八
十
戒
、
若
行

戒
不
犯
、
犯
即
能
悔
、
改
往
修
來
、
勸
人
奉
受
、
念

戒
不
念
惡
」
と
あ
る
。

（
二
）
學
人
所
不
能
學

⋩
人
が
学
べ
な
い
こ
と
を
学
ぶ
。

人
が
学
ぼ
う
と
も
思
わ
な
い
素
樸
な
こ
と
を
学
ぶ
。

『
老
子
』
「
是
以
聖
人
、
欲
不
欲
、
不
貴
難
得
之
貨
、

學
不
學
、
復
衆
人
之
所
過
」
（
通
行
本
六
四
章
）
。

【
通
釈
】

道
を
学
ぶ
者
は
、
持
ち
物
を
な
く
し
た
時
に
は
、
成
り

201
ゆ
き
に
ま
か
せ
て
、
多
く
の
罪
を
犯
し
て
き
た
こ
と
を

悔
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
災
い
や
病
に
し
ば
し
ば
見
ま
わ
れ
る

202
よ
う
で
あ
れ
ば
、
必
ず
我
が
身
を
つ
つ
し
み
、
自
ら
を

責
め
て
、
過
去
を
改
め
将
来
二
度
と
繰
り
返
さ
な
い
よ

う
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
必
ず
他
人
が
耐
え
る
こ
と
が
で
き
な

203
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い
こ
と
を
、
耐
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
必
ず
他
人
が
分
け
与
え
る
こ
と
が
で

204
き
な
い
こ
と
を
、
分
け
与
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
必
ず
他
人
が
着
な
い
よ
う
な
〔
粗
末

205
な
〕
も
の
を
、
着
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
必
ず
他
人
が
食
べ
ら
れ
な
い
よ
う
な

206
〔
粗
末
な
〕
も
の
を
、
食
べ
な
く
て
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
必
ず
他
人
が
學
ぶ
価
値
が
見
出
せ
な

207
い
〔
ほ
ど
素
樸
で
奥
深
い
〕
こ
と
を
、
學
ば
な
く
て
は

な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
必
ず
許
容
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ

208
と
を
、
許
容
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
必
ず
他
人
が
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で

209
き
な
い
こ
と
を
、
受
け
入
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
必
ず
他
人
が
断
ち
切
る
こ
と
が
で
き

210
な
い
こ
と
を
、
断
ち
切
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
一
一
条
～
二
一
八
条
（
一
二
表
～
裏
）

【
正
文
】

道
學

無
經
業
、
精
神
浮
散
、
眞
想
不
通
。

211
道
學

身
不
潔
淨
、
魂
魄
離
人
。

212
道
學

有
心
、
則
天
眞
高
逝
、
魔
官
不
服
。

213
道
學

有
家
、
則
三
毒
不
滅
、
三
眞
不
居
。

214
道
學

有
身
、
則
眾
欲
不
去
、
精
思
無
應
。

215
道
學

（
有
）〔
當
〕（

一
）

虛
心
靜
寂
、
寞
與
真
對
。

216
道
學

當
安
玄
泉
、
不
使
妄
動
生
元
。

217
道
學

當
滅
識
藏
見
。
然
後
眞
人
見
。

218
右
觀
身
戒
、
從
第
一
至
二
百
一
十
六
、
無
上
正
眞
之
道
、

名
玉
清
智
慧
中
元
戒
品
。
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【
校
訂
】

（
一
）
當

⋩
原
文
は
「
有
」
に
作
る
。
『
無
上
秘
要
』
巻

四
五
：
一
二
葉
、
第
二
二
六
条
「
道
學
當
虚
心
靜
漠

寂
與
眞
對
」
、
『
要
修
科
儀
戒
律
鈔
』
巻
六
：
四
葉
裏

「
當
心
靜
寂
漠
」
も
共
に
「
當
」
に
作
る
。
お
そ
ら

く
、
上
三
条
が
「
有
」
字
を
用
い
る
体
裁
に
渉
っ
て

過
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
正
し
く
は
、
他
の
テ
キ
ス
ト

の
よ
う
に
「
當
」
と
し
て
、
下
二
条
の
体
裁
に
合
致

さ
せ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
改
め
る
。
な
お
、

こ
の
一
条
の
文
字
は
『
觀
身
大
戒
文
』
『
無
上
秘
要
』

『
要
修
科
儀
戒
律
鈔
』
で
か
な
り
異
な
る
。

【
訓
読
】

道
學

經
業

（
一
）

無
く
ん
ば
、
精
神
浮
散
し
て
、
眞
想

（
二
）

211
通
ぜ
ざ
ら
ん
。

道
學

身
潔
淨
な
ら
ざ
れ
ば
、
魂
魄

（
三
）

人
を
離
れ
ん
。

212

道
學

心
有
ら
ば
、
則
ち
天
眞
高
逝
し
、
魔
官

（
四
）

服
せ

213
ざ
ら
ん
。（

五
）

道
學

家
有
ら
ば
、
則
ち
三
毒

（
六
）

滅
せ
ず
、
三
眞

（
七
）

居

214
ら
ざ
ら
ん
。

道
學

身
有
ら
ば
、
則
ち
衆
欲
去
ら
ず
、
精
思

（
八
）

す
れ

215
ど
も
應
ず
る
こ
と
无
か
ら
ん
。

道
學

當
に
虛
心
靜
寂
に
し
て
、
寞
と
し
て
眞
と
對
す
べ

216
し
。

道
學

當
に
玄
泉

（
九
）

を
安
ら
か
に
し
て
、
生
元
を
妄
動

217
せ
使
め
ざ
る
べ
し
。

道
學

當
に
識
を
滅
し
見
を
藏
す
べ
し
。
然
る
後
眞
人
見

218
は
れ
ん
。

右
、
觀
身
戒
第
一
從
り
二
百
一
十
六
に
至
る

（
一
〇
）

。
無
上

正
眞
の
道

（
一
一
）

、
玉
清
智
慧
中
元
戒
品
と
名
づ
く
。

【
注
釈
】



- 202 -

（
一
）
經
業

⋩
経
と
そ
れ
に
基
づ
く
学
業
。
『
眞
誥
』
巻

一
九
：
五
葉
表
に
「
又
按
二
許
應
經
業
、
既
未
得
接

眞
、
無
由
見
經
。
故
南
眞
先
以
授
楊
、
然
後
使
傳
、

傳
則
成
師
」
、
『
無
上
秘
要
』
巻
六
五
：
八
葉
裏
に

「
太
極
眞
人
曰
、
道
士
欲
山
居
幽
處
。
宜
先
受
經
業
、

恭
肅
事
師
、
修
諸
善
功
、
以
伏
山
神
。
〔
中
略
〕
人
不

解
至
法
、
不
知
修
善
立
功
、
此
何
以
能
入
山
栖
乎
」

と
あ
る
。
尚
、
『
要
修
科
儀
戒
律
鈔
』
巻
六
：
四
葉
裏

は
、
「
經
業
」
の
文
字
は
無
く
、
「
無
使
精
神
浮
散
眞

想
不
通
」
と
す
る
。

（
二
）
眞
想

⋩
真
人
の
存
思
。
真
人
が
感
応
す
る
存
想

を
行
う
こ
と
。
至
真
の
想
。
『
觀
身
大
戒
文
』
二
一
葉

裏
に
「
丹
精
寄
太
無
、
玄
陽
空
中
嚮
。
含
形
滅
苦
根
、

幽
妙
至
眞
想
、
垂
華
不
現
實
、
因
縁
不
光
象
、
我
身

亦
如
之
、
乗
化
託
流
景
」
（
太
微
帝
君
所
説
「
太
上
明

燈
頌
」
）
と
あ
る
。

（
三
）
魂
魄

⋩
三
魂
七
魄
。
三
魂
七
魄
を
他
人
の
気
や

汚
穢
を
嫌
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
例
が
参
照

さ
れ
る
。
『
上
清
太
上
黄
素
四
十
四
方
經
』
［
Ｓ
Ｎ
一

三
八
〇
］
九
葉
裏
～
一
〇
葉
表
に
「
凡
修
受
上
法
及

雌
一
太
一
之
事
者
、
兆
身
中
、
三
魂
五
神
之
炁
、
常

薫
於
巾
服
之
中
、
七
魄
九
靈
餘
精
、
常
栖
於
履
屐
之

下
。
是
以
道
士
學
生
不
雜
席
而
寢
、
故
衣
褐
之
服
、

不
借
非
己
之
炁
、
履
屐
之
物
、
常
惡
土
穢
之
薫
、
亦

不
欲
使
雜
人
、
犯
觸
諸
物
、
以
驚
三
魂
」
と
あ
る
。

ま
た
、
三
魂
七
魄
が
人
を
離
れ
て
さ
ま
よ
う
危
険
が

あ
り
そ
れ
を
防
ぐ
術
の
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
『
皇

天
上
清
金
闕
帝
君
霊
書
紫
文
上
経
』
［
Ｓ
Ｎ
六
三
九
］

を
参
照
。

（
四
）
魔
官

⋩
魔
王
の
役
人
。
魔
王
に
統
率
さ
れ
る
鬼

官
。
「
魔
」
に
つ
い
て
は
、
唐
・
慧
琳
『
一
切
経
音

義
』
巻
一
二
、
Ｔ
五
四
、
三
八
〇
ｂ
に
「
魔
王
。
莫
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何
反
。
字
書
本
無
此
字
。
譯
者
變
摩
作
之
。
梵
云
、

麼
羅
。
古
譯
云
、
能
障
修
行
出
世
業
者
。
又
云
、
能

殺
斷
惠
命
。
故
起
世
經
云
、
〔
第
六
天
〕
他
化
〔
自

在
〕
天
上
初
禪
之
下
有
魔
王
波
旬
宮
殿
」
と
あ
る
。

（
神
塚
淑
子
『
六
朝
道
教
思
想
の
研
究
』
創
文
社
、

一
九
九
九
年
「
第
四
章

魔
の
観
念
と
消
魔
の
思

想
」
参
照
）
『
上
清
髙
上
金
元
羽
章
玉
清
隱
書
經
』

［
Ｓ
Ｎ
一
三
五
八
］
二
葉
表
～
三
葉
表
に
は
五
方
の

魔
を
挙
げ
る
が
、
北
方
に
あ
る
魔
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
い
う
。
「
消
魔
大
王
、
治
天
北
廣
寒
七
寳
宮
、
下

領
北
羅
酆
山
。
山
在
北
方
癸
地
、
髙
二
千
六
百
里
、

周
廻
三
萬
里
、
其
山
並
有
七
寳
珠
宮
、
皆
鬼
神
所
住
。

山
下
有
萬
丈
之
谷
、
名
曰
丘
寒
之
泉
、
則
是
鬼
神
之

獄
。
北
帝
大
魔
王
即
住
在
山
上
紂
絶
陰
天
宮
、
中
有

大
魔
王
、
姓
宛
躬
、
諱
〔
有
符
。
〕
産
生
。
官
屬
三
萬

八
千
人
、
名
悉
隷
属
於
消
魔
大
王
。
凡
後
學
成
仙
、

消
魔
大
王
皆
使
大
魔
王
保
舉
列
言
、
然
後
乃
得
飛
行

上
清
」
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
消
魔
大
王
の
も
と
に
五
方

の
大
魔
王
が
お
り
、
北
鄷
の
場
合
に
は
北
帝
大
魔
王

が
い
る
。
そ
の
下
に
三
万
八
千
の
官
が
連
な
る
と
い

う
。
こ
の
官
が
、
魔
官
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
れ
を

『
真
誥
』
闡
幽
微
の
記
述
に
照
ら
す
と
、
上
で
言
う

（
魔
官
を
率
い
る
）
北
帝
大
魔
王
は
、
北
帝
鬼
王
で

あ
り
、
北
大
帝
と
も
い
わ
れ
る
。
『
真
誥
』
巻
一
五
：

一
葉
表
～
二
葉
表
に
「
羅
酆
山
、
在
北
方
癸
地
〔
中

略
〕
山
上
有
六
宮
。
洞
中
有
六
宮
、
輒
周
迴
千
里
、

是
爲
六
天
鬼
神
之
宮
也
。
第
一
宮
、
名
爲
紂
絶
隂
天

宮
。
〔
中
略
〕
凡
六
天
宮
是
爲
鬼
神
六
天
之
治
也
。
洞

中
六
天
宮
、
亦
同
名
相
像
如
一
也
。
〈
此
即
應
是
北
酆

鬼
王
决
斷
罪
人
住
處
。
其
神
即
應
是
經
呼
爲
閻
羅
王

所
住
處
也
。
其
王
即
今
北
大
帝
也
〉」
と
あ
る
。

（
五
）
『
無
上
秘
要
』
巻
四
五
、
一
二
葉
表
は
、
「
有
心
天
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真
高
逝
魔
官
不
服
」
と
あ
り
、
「
則
」
字
を
欠
く
。
ま

た
『
要
修
科
儀
戒
律
鈔
』
巻
六
：
四
葉
裏
に
は
、
「
有

心
則
天
眞
斷
絶
魔
官
不
能
降
」
と
す
る
。

（
六
）
三
毒

⋩
貪
欲
（
む
さ
ぼ
り
）
、
瞋
（
怒
り
）
、
癡

（
お
ろ
か
さ
）
。
一
切
の
煩
悩
の
根
本
と
さ
れ
る
。

『
大
智
度
論
』
巻
三
一
、
Ｔ
二
五
：
二
八
六
ｂ
に

「
我
所
心
生
故
、
有
利
益
我
者
生
貪
欲
、
違
逆
我
者

而
生
瞋
恚
、
此
結
使
不
從
智
生
、
從
狂
惑
生
故
、
是

名
為
癡
。
三
毒
為
一
切
煩
惱
之
根
本
」
と
あ
る
。
『
真

誥
』
九
葉
表
に
「
猶
執
炬
火
逆
風
行
也
。
愚
者
不
釋

炬
火
、
必
燒
手
。
貪
慾
、
恚
怒
、
愚
癡
之
毒
〈
〔
中

略
〕
貪
嗔
癡
、
所
謂
三
毒
〉
」
と
あ
る
。
『
太
上
洞
玄

靈
寶
往
生
救
苦
妙
經
』
［
Ｓ
Ｎ
三
七
三
］
に
、
「
三
毒

者
、
貪
婬
一
、
嗔
恚
二
、
愚
癡
三
、
是
名
三
毒
」
と

あ
る
。

（
七
）
三
眞

⋩
三
一
（
嬰
児
、
真
人
、
赤
子
）
。
三
丹
田

に
宿
る
神
格
化
さ
れ
た
永
遠
の
生
命
力
。
『
金
闕
帝
君

三
元
真
一
経
』
四
葉
表
に
は
「
氣
結
爲
精
、
精
感
爲

神
、
神
化
爲
嬰
兒
、
嬰
兒
上
爲
眞
人
、
眞
人
昇
爲
赤

子
、
此
眞
一
也
。
天
有
三
玄
、
謂
日
月
星
也
、
亦
爲

三
精
、
是
用
長
生
。
人
有
三
寶
、
三
丹
田
也
。
亦
爲

三
眞
、
是
用
永
存
」
と
あ
る
。

（
八
）
精
思

⋩
入
念
な
存
思
。
入
念
に
詳
し
く
存
思

（
瞑
想
に
よ
っ
て
体
内
神
を
あ
り
あ
り
と
見
る
）
す

る
こ
と
。
『
金
闕
帝
君
三
元
真
一
経
』
七
葉
表
～
裏
に

「
立
夏
存
三
一
、
南
向
如
初
立
春
精
思
。
立
秋
存
三

一
、
西
向
如
立
夏
精
思
。
立
冬
存
三
一
、
北
向
如
立

秋
精
思
。
存
思
三
一
各
安
其
宮
」
と
あ
る
。
又
、
詳

思
に
よ
っ
て
感
応
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

例
え
ば
『
紫
陽
真
人
内
伝
』
一
二
葉
裏
に
「
唯
精
思

存
眞
、
守
三
宮
朝
一
神
、
勤
苦
念
之
、
必
見
无
英
、

白
元
、
黄
老
在
洞
房
焉
。
雲
車
羽
蓋
既
來
、
便
成
眞
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人
」
と
あ
る
の
を
参
照
。

（
九
）
玄
泉

⋩
津
液
。
『
上
清
黄
庭
内
景
經
』
［
Ｓ
Ｎ
四

〇
一
］
八
葉
表
に
「
玄
泉
幽
闕
高
崔
巍
〈
玄
泉
口
中

之
液
也
、
一
曰
玉
泉
、
一
名
醴
泉
、
一
名
玉
液
、
一

名
玉
津
、
一
名
玉
漿
〉
」
と
あ
る
。

（
一
〇
）
二
百
一
十
六

⋩
実
際
は
、
中
元
戒
品
の
最
終

条
は
「
二
百
一
十
六
」
条
で
は
な
く
、
二
一
八
条
で

あ
る
。
『
無
上
秘
要
』
巻
四
五
：
一
二
葉
裏
は
、
「
觀

身
戒
從
第
五
戒
至
二
百
一
十
六
」
と
し
、
最
終
条
を

「
二
百
一
十
六
」
条
と
す
る
点
は
同
様
だ
が
、
実
際

の
最
終
条
は
二
二
八
条
で
あ
り
、
名
目
を
実
際
の
条

数
が
大
幅
に
超
過
し
て
い
る
。
な
お
、
『
無
上
秘
要
』

本
で
最
初
の
十
条
を
「
五
戒
」
と
想
定
す
る
こ
と
は

下
元
戒
品
の
末
尾
の
注
釈
で
先
述
。

（
一
一
）
無
上
正
眞
之
道

⋩
最
高
の
悟
り
。
阿
耨
多
羅

三
藐
三
菩
提
、
無
上
正
等
覚
。
道
教
で
の
比
較
的
早

い
用
例
と
し
て
は
、
例
え
ば
『
太
極
真
人
敷
靈
寳
齋

戒
威
儀
諸
經
要
訣
』
七
葉
表
に
「
又
三
洞
弟
子
諸
修

齋
法
、
皆
當
燒
香
歌
誦
、
以
上
象
真
人
大
聖
衆
繞
太

上
道
君
臺
時
也
。
故
求
無
上
正
真
大
道
者
、
亦
可
繞

髙
座
上
清
靈
寳
經
。
所
以
繞
香
鑪
者
、
直
今
世
學
者

多
浮
淺
、
不
能
受
至
經
。
故
示
齋
法
、
以
委
心
香
煙

耳
。
行
道
心
至
、
所
願
尋
香
煙
、
已
御
太
上
、
太
上

道
眼
、
恒
洞
觀
諸
天
下
人
善
惡
、
亦
無
亳
遺
也
。
可

不
戰
戰
慎
之
哉
」
と
あ
る
。

【
通
釈
】

道
を
学
ぶ
者
は
、
経
典
と
そ
れ
に
基
づ
く
学
び
が
無
け

211
れ
ば
、
精
神
は
飛
び
散
っ
て
真
人
の
存
想
は
感
応
を
得

ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
身
体
を
清
浄
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
、

212
三
魂
七
魄
は
離
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
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道
を
学
ぶ
者
は
、
〔
執
着
す
る
〕
心
が
あ
る
と
、
天
の
真

213
人
た
ち
は
遠
い
高
み
に
去
り
、
魔
王
の
役
人
た
ち
も
服

従
し
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
家
〔
に
執
着
〕
が
あ
れ
ば
三
毒
は
滅

214
び
ず
、
三
一
は
去
っ
て
し
ま
う
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
お
の
が
身
〔
に
執
着
〕
が
あ
れ
ば
、

215
諸
々
の
欲
が
去
ら
ず
、
入
念
な
存
想
を
行
っ
て
も
感
応

が
無
い
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
必
ず
心
を
か
ら
っ
ぽ
に
し
て
静
け
さ

216
を
保
ち
、
静
寂
の
う
ち
に
真
人
と
あ
い
ま
み
え
る
べ
き

で
あ
る
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
玄
泉
（
津
液
）
を
保
全
し
て
生
命
の

217
根
源
を
乱
さ
な
い
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。

道
を
学
ぶ
者
は
、
知
覚
を
働
か
せ
ず
内
視
す
べ
き
で
あ

218
る
。
そ
う
し
て
は
じ
め
て
真
人
に
あ
い
ま
み
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

以
上
は
観
身
戒
の
第
一
戒
よ
り
二
百
一
十
六
戒
で
あ

る
。
最
上
の
ま
こ
と
の
真
人
の
道
で
あ
る
。
玉
清
智
慧

中
元
戒
品
と
呼
ぶ
。

（
第
二
〇
一
条
～
第
二
一
八
条
訳
注

飯
野
澄
子
）


